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〔１〕測量業務の価格積算基準 

 

第１ 適用範囲 

【省略】 

 

第４ 測量業務費の積算方式 

【省略】 

３ 消費税相当額 

【省略】 

別表－１ 

測量業務  諸経費率表 

（１）諸経費率標準値 

直接測量費 

（成果検定費を除く） 
50 万円以下 50 万円を超え１億円以下 １億円を超えるもの 

適用区分等 下記の率とする 

（２）の算定式により求められた

率とする。ただし、変数値は下記

による 下記の率とする 

Ａ ｂ 

率または変数値 95.8％ 288.50 －0.084 61.4％ 

【省略】 

 

 

 

〔１〕測量業務の価格積算基準 

 
第１ 適用範囲 

【省略】 

 

第４ 測量業務費の積算方式 

【省略】 

３ 消費税相当額 

【省略】 

別表－１ 

測量業務  諸経費率表 

（１）諸経費率標準値 

直接測量費 

（成果検定費を除く） 
50 万円以下 50 万円を超え１億円以下 １億円を超えるもの 

適用区分等 下記の率とする 

（２）の算定式により求められた

率とする。ただし、変数値は下記

による 下記の率とする 

Ａ ｂ 

率または変数値 91.2％ 371.23 －0.107 51.7％ 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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第５ 測量作業に係る技術管理費積算等の運用について 

１ 技術管理費の適用 

【省略】 

４ 測量作業技術管理費計上に関する特記仕様書の記載（例） 

１）点検測量 

【省略】 

３）成果品の検定 

本測量作業の成果品は、北海道公共測量作業規程に定める測量機器の検定に関する技術を有す

る第三者機関における審査を受け検定証明書を成果品に添付するものとする。 

※成果品の検定については、作業規程第８条にある「基盤地図情報」及び高精度を要するもの

または利用度の高いものについてのみ適用する。 

表－１ 点検測量率 

測量種別 点検測量率 測量種別 点検測量率 

１・２級基準点測量 10％ 線形決定 ５％ 

３・４級基準点測量 ５％ 中心線測量 ５％ 

水準測量(簡易水準測量含む) ５％ 縦断測量 ５％ 

地形測量 ２％ 横断測量 ５％ 

写真測量 ２％ 深浅測量 ５％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 測量作業に係る技術管理費積算等の運用について 

１ 技術管理費の適用 

【省略】 

４ 測量作業技術管理費計上に関する特記仕様書の記載（例） 

１）点検測量 

【省略】 

３）成果品の検定 

本測量作業の成果品は、北海道公共測量作業規程に定める測量機器の検定に関する技術を有す

る第三者機関における審査を受け検定証明書を成果品に添付するものとする。 

※成果品の検定については、作業規程第８条にある「基盤地図情報」及び高精度を要するもの

または利用度の高いものについてのみ適用する。 

表－１ 点検測量率 

測量種別 点検測量率 測量種別 点検測量率 

１・２級基準点測量 10％ 線形決定 ５％ 

３・４級基準点測量 ５％ 中心線測量 ５％ 

水準測量(簡易水準測量含む) ５％ 縦断測量 ５％ 

地形測量 ２％ 横断測量 ５％ 

写真測量 ２％ 深浅測量 ５％ 
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表-２ 精度管理費係数表 

測量作業種別 精度管理費係数 

基 準 点 測 量 

基 準 点 測 量 

１級基準点測量 0.10 

２級基準点測量 0.09 

３級基準点測量 0.09 

４級基準点測量 0.09 

水 準 測 量 

１級水準点測量（レベル等による） 0.09 

２級水準点測量（レベル等による） 0.09 

３級水準点測量（レベル等による） 0.09 

４級水準点測量（レベル等による） 0.09 

応 用 測 量 路 線 測 量 

線形決定 0.10 

ＩＰ設置測量 0.10 

中心線測量 0.10 

               

縦断測量 0.10 

横断測量 0.10 

地 形 測 量 

空中写真測量 

撮影（デジタル） 0.05 

対空標識の設置 0.03 

標定点測量 0.02 

簡易水準測量 0.05 

同時調整 0.05 

数値図化（地図情報レベル 1,000） 0.07 

数値図化（地図情報レベル 2,500） 0.03 

現地測量 0.05 

航空レーザ測量（地図情報レベル 1,000） 0.03 

注）１ 基準点測量及び水準測量に伴う基準点設置及び水準点設置も精度管理費係数の対象に含む。 

２ 精度管理費係数は同種測量であっても、その内容が技術的に極めて高度であるか、または複雑困難であ

るときは、５％を超えない範囲で増加することができる。 

３ 精度管理費係数には、第三者による成果検定の費用は含まない。 

  ４ 精度管理費係数は、測量作業種別毎に適用することを原則とする。 

５ 航空レーザ測量（地図情報レベル 500）の精度管理費係数は別途計上とする。 

【省略】 

表-２ 精度管理費係数表 

測量作業種別 精度管理費係数 

基 準 点 測 量 

基 準 点 測 量 

１級基準点測量 0.10 

２級基準点測量 0.09 

３級基準点測量 0.09 

４級基準点測量 0.09 

水 準 測 量 

１級水準点測量（レベル等による） 0.09 

２級水準点測量（レベル等による） 0.09 

３級水準点測量（レベル等による） 0.09 

４級水準点測量（レベル等による） 0.09 

応 用 測 量 路 線 測 量 

線形決定 0.10 

ＩＰ設置測量 0.10 

中心線測量 0.10 

仮・ＢＭ設置測量 0.10 

縦断測量 0.10 

横断測量 0.10 

地 形 測 量 

空中写真測量 

撮影（デジタル） 0.05 

対空標識の設置 0.03 

標定点測量 0.02 

簡易水準測量 0.05 

同時調整 0.05 

数値図化（地図情報レベル 1,000） 0.07 

数値図化（地図情報レベル 2,500） 0.03 

現地測量 0.05 

航空レーザ測量（地図情報レベル 1,000） 0.03 

注）１ 基準点測量及び水準測量に伴う基準点設置及び水準点設置も精度管理費係数の対象に含む。 

２ 精度管理費係数は同種測量であっても、その内容が技術的に極めて高度であるか、または複雑困難であ

るときは、５％を超えない範囲で増加することができる。 

３ 精度管理費係数には、第三者による成果検定の費用は含まない。 

                                   

４ 航空レーザ測量（地図情報レベル 500）の精度管理費係数は別途計上とする。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句、数値の

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号、字句の追加 

番号、字句の改正 
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第６ 旅費積算基準 

旅費、交通費は業務のために、技術者が最寄りの積算起点から現地までの往復に要する費用、及

び現地等に滞在する費用とする。 

【省略】 

１ 旅費・交通費の積算起点 

【省略】 

３ 旅費・交通費の積算 

連絡車（ライトバン）による日帰旅費（旅行雑費）、鉄道等による行程（往復）100km 未満の日帰旅

費（旅行雑費）、行程（往復）４km 未満の交通費実費（鉄道運賃等）は計上しないものとする。 

１）通勤による作業の場合 

【省略】 

２）宿泊による作業の場合 

積算起点より現地までの片道距離が 30 ㎞以上となり、作業内容、作業量より考慮して、現地

に滞在して測量作業を実施する場合は、宿泊旅費を計上する。滞在地は宿泊設備のある場所とし、

滞在地より現地までの往復にはライトバンを計上する。 

① 旅行日の基準日額及び交通費 

積算起点より滞在地までの旅行が宿泊を伴う場合は、基準日額、旅行雑費、宿泊雑費、宿泊

料、交通費を計上する。 

ア（基準日額＋旅行雑費）×往復＋宿泊雑費＋宿泊料＋ライトバン運転経費（往復）、または 

 （基準日額＋旅行雑費＋運賃＋急行料または特急料）×往復＋宿泊雑費＋宿泊料 

イ 交通費は、ライトバン運転費を標準とする。 

ウ 鉄道運賃等については、その乗車に要する運賃（特急料金を含む）を計上する。 

エ 複数の路線がある場合は、以下の①～⑤のいずれかに該当する経路の鉄道賃等を計上する

ことができる。 

① 最も安価な経路 

② 最も安価な経路に比べて、移動時間の短縮が可能である経路 

③ 最も安価な経路に比べて、乗車回数が少ない等、交通の遅延等による経路変更や取消・

変更料の発生の危険性が低い経路 

④ 最も安価な経路が航空機を用いない経路である場合において、最も安価な経路によると

出発先から用務先までの旅行時間に４時間程度以上を要するときの航空機を用いる経路 

⑤ 最も安価な経路では日帰りできない場合において、日帰りが可能となる経路 

【省略】 

第６ 旅費積算基準 

旅費、交通費は業務のために、技術者が最寄りの積算起点から現地までの往復に要する費用、及

び現地等に滞在する費用とする。 

【省略】 

１ 旅費・交通費の積算起点 

【省略】 

３ 旅費・交通費の積算 

連絡車（ライトバン）による日帰旅費（旅行雑費）、鉄道等による行程（往復）100km 未満の日帰旅

費（旅行雑費）、行程（往復）４km 未満の交通費実費（鉄道運賃等）は計上しないものとする。 

１）通勤による作業の場合 

【省略】 

２）宿泊による作業の場合 

積算起点より現地までの片道距離が 30 ㎞以上となり、作業内容、作業量より考慮して、現地

に滞在して測量作業を実施する場合は、宿泊旅費を計上する。滞在地は宿泊設備のある場所とし、

滞在地より現地までの往復にはライトバンを計上する。 

① 旅行日の基準日額及び交通費 

積算起点より滞在地までの旅行が宿泊を伴う場合は、基準日額、旅行雑費、宿泊雑費、宿泊

料、交通費を計上する。 

ア（基準日額＋旅行雑費）×往復＋宿泊雑費＋宿泊料＋ライトバン運転経費（往復）、または 

 （基準日額＋旅行雑費＋運賃＋急行料または特急料）×往復＋宿泊雑費＋宿泊料 

イ 交通費は、ライトバン運転費を標準とする。 

ウ 鉄道運賃を計上する場合は、全行程とし、急行料金（片道 50 ㎞以上）座席指定料金、特

急料金（片道 100 ㎞以上）については、当該区間のある路線に計上することができるものと

する。なお、鉄道運賃（特急料等を含む）については、消費税率で割り戻した金額を記載し

ている。（１円未満切捨て） 

エ 複数の路線がある場合は、以下の①～⑤のいずれかに該当する経路の鉄道賃等を計上する

ことができる。 

① 最も安価な経路 

② 最も安価な経路に比べて、移動時間の短縮が可能である経路 

③ 最も安価な経路に比べて、乗車回数が少ない等、交通の遅延等による経路変更や取消・

変更料の発生の危険性が低い経路 

④ 最も安価な経路が航空機を用いない経路である場合において、最も安価な経路によると

出発先から用務先までの旅行時間に４時間程度以上を要するときの航空機を用いる経路 

⑤ 最も安価な経路では日帰りできない場合において、日帰りが可能となる経路 

【省略】 
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〔２〕一般測量 
 

１ 一般事項 

【省略】 

 

２ 伐 採 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

内

外

業

務 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外   1 1 1   2.3 3.0 4.7   2.3 3.0 4.7 10.0 

計             2.3 3.0 4.7 10.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 1.0％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 1.5％  

注）１ 伐採は精度管理費の対象としない。 

  ２ 伐採は必要に応じて計上する。 

  ３ 本歩掛には関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者と

の協議・立会）に係る作業時間を含む。 

４ 作業条件等による変化率は、「６－１０ 路線測量作業の変化率」を適用する。 

 

（参考）測量業務標準歩掛における各作業の直接人件費に対する機械経費、通信運搬費等、材料費の割合の構成を下

表に示す。なお、下表に示す各資機材等の種類、数量は標準歩掛設定に用いた標準的なものである。 

【省略】 

〔２〕一般測量 
 

１ 一般事項 

【省略】 

 

２ 伐 採 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

内

外

業

務 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 
測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外   1 1 1   2.3 3.0 4.7   2.3 3.0 4.7 10.0 

計             2.3 3.0 4.7 10.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 1.0%  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 2.0％  

注）１ 伐採は精度管理費の対象としない。 

  ２ 伐採は必要に応じて計上する。 

  ３ 本歩掛には関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者と

の協議・立会）に係る作業時間を含む。 

４ 作業条件等による変化率は、「６－１０ 路線測量作業の変化率」を適用する。 

 

（参考）測量業務標準歩掛における各作業の直接人件費に対する機械経費、通信運搬費等、材料費の割合の構成を下

表に示す。なお、下表に示す各資機材等の種類、数量は標準歩掛設定に用いた標準的なものである。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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３ 基準点測量 

１級、２級基準点測量の測量標の設置、観測、造標の各作業及び３級、４級基準点測量の観測作業

に適用する。 

３級、４級基準点の測量標（永久標識）の設置は、３－６ 地上埋設（上面舗装）、３－７ 地下

埋設、３－８ コンクリート杭（盤石、保護石あり）埋設及び、３－９ コンクリート杭（基礎コン

クリートなし）埋設による。 

３－１ １級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 50 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 5 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1   1.0 2.0 1.5   1.0 2.0 1.5   4.5 

踏査選点 外  1 1    3.0 3.5    3.0 3.5   6.5 

観  測 外  2 3 1   1.5 1.5 1.5   3.0 4.5 1.5  9.0 

計算整理 内 1 1 1   1.0 3.5 3.0   1.0 3.5 3.0   7.5 

                  

外 業  6.0 8.0 1.5  15.5 

内 業 2.0 5.5 4.5   12.0 

計 2.0 11.5 12.5 1.5  27.5 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 12.0％  

通 信 運 搬 費 等 1.5％  

材 料 費 2.5％  

【省略】 

 

３ 基準点測量 

１級、２級基準点測量の測量標の設置、観測、造標の各作業及び３級、４級基準点測量の観測作業

に適用する。 

３級、４級基準点の測量標（永久標識）の設置は、３－６ 地上埋設（上面舗装）、３－７ 地下

埋設、３－８ コンクリート杭（盤石、保護石あり）埋設及び、３－９ コンクリート杭（基礎コン

クリートなし）埋設による。 

３－１ １級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 50 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 5 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1   1.0 2.0 1.5   1.0 2.0 1.5   4.5 

踏査選点 外  1 1    3.0 3.5    3.0 3.5   6.5 

観  測 外  2 3 1   1.5 1.5 1.5   3.0 4.5 1.5  9.0 

計算整理 内 1 1 1   1.0 3.5 3.0   1.0 3.5 3.0   7.5 

                  

外 業  6.0 8.0 1.5  15.5 

内 業 2.0 5.5 4.5   12.0 

計 2.0 11.5 12.5 1.5  27.5 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 11.5％  

通 信 運 搬 費 等 1.5％  

材 料 費 2.5％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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３－２ ２級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 35 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 10 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1   1.5 2.5 2.0   1.5 2.5 2.0   6.0 

踏査選点 外  1 1    8.5 8.5    8.5 8.5   17.0 

伐  採 外  1 1  1  2.0 2.0  2.0  2.0 2.0  2.0 6.0 

観  測 外  1 3  3  5.0 4.0  3.5  5.0 12.0  10.5 27.5 

計算整理 内 1 1 1   2.0 3.5 5.0   2.0 3.5 5.0   10.5 

                  

外 業  
(13.5) 

15.5 

(20.5) 

22.5 

 

 

(10.5) 

12.5 

(44.5) 

50.5 

内 業 3.5 6.0 7.0   16.5 

計 
(3.5) 

3.5 

(19.5) 

21.5 

(27.5) 

29.5 
 

(10.5) 

12.5 

(61.0) 

67.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 
直接人件費に対する割合 

備 考 
伐採あり 伐採なし 

機 械 経 費 9.0％ 9.5％  

通 信 運 搬 費 等 5.5％ 1.5％  

材 料 費 2.0％ 2.0％  

【省略】 

 

３－２ ２級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 35 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 10 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 
計 

作業計画 内 1 1 1   1.5 2.5 2.0   1.5 2.5 2.0   6.0 

踏査選点 外  1 1    8.5 8.5    8.5 8.5   17.0 

伐  採 外  1 1  1  2.0 2.0  2.0  2.0 2.0  2.0 6.0 

観  測 外  1 3  3  5.0 4.0  3.5  5.0 12.0  10.5 27.5 

計算整理 内 1 1 1   2.0 3.5 5.0   2.0 3.5 5.0   10.5 

                  

外 業  
(13.5) 

15.5 

(20.5) 

22.5 

 

 

(10.5) 

12.5 

(44.5) 

50.5 

内 業 3.5 6.0 7.0   16.5 

計 
(3.5) 

3.5 

(19.5) 

21.5 

(27.5) 

29.5 
 

(10.5) 

12.5 

(61.0) 

67.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 
直接人件費に対する割合 

備 考 
伐採あり 伐採なし 

機 械 経 費 9.0％ 9.5％  

通 信 運 搬 費 等 6.5％ 2.0％  

材 料 費 2.0％ 2.5％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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３－３ ３級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 80 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 20 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1   2.0 2.0 2.0   2.0 2.0 2.0   6.0 

踏査選点 外  1 1 1   6.0 6.0 5.0   6.0 6.0 5.0  17.0 

伐  採 外  1 1  1  1.5 1.5  1.5  1.5 1.5  1.5 4.5 

観  測 外  1 1 2   5.5 5.5 4.0   5.5 5.5 8.0  19.0 

計算整理 内 1 1 1 1  1.0 3.0 4.0 2.5  1.0 3.0 4.0 2.5  10.5 

                  

外 業  
(11.5) 

13.0 

(11.5) 

13.0 

(13.0) 

13.0 

 

1.5 

(36.0) 

40.5 

内 業 3.0 5.0 6.0 2.5  16.5 

計 
(3.0) 

3.0 

(16.5) 

18.0 

(17.5) 

19.0 

(15.5) 

15.5 

 

1.5 

(52.5) 

57.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 

直接人件費に対する割合 

備 考 
伐採あり 伐採なし 

永久標識 

設置あり 

永久標識 

設置なし 

永久標識 

設置あり 

永久標識 

設置なし 

機 械 経 費 2.5％ 2.5％ 2.5％ 2.5％  

通 信 運 搬 費 等 3.5％ 3.5％ 1.5％ 1.5％  

材 料 費 1.0％ 1.0％ 1.0％ 1.0％  

【省略】 

 

３－３ ３級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 80 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 20 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 
計 

作業計画 内 1 1 1   2.0 2.0 2.0   2.0 2.0 2.0   6.0 

踏査選点 外  1 1 1   6.0 6.0 5.0   6.0 6.0 5.0  17.0 

伐  採 外  1 1  1  1.5 1.5  1.5  1.5 1.5  1.5 4.5 

観  測 外  1 1 2   5.5 5.5 4.0   5.5 5.5 8.0  19.0 

計算整理 内 1 1 1 1  1.0 3.0 4.0 2.5  1.0 3.0 4.0 2.5  10.5 

                  

外 業  
(11.5) 

13.0 

(11.5) 

13.0 

(13.0) 

13.0 

 

1.5 

(36.0) 

40.5 

内 業 3.0 5.0 6.0 2.5  16.5 

計 
(3.0) 

3.0 

(16.5) 

18.0 

(17.5) 

19.0 

(15.5) 

15.5 

 

1.5 

(52.5) 

57.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 

直接人件費に対する割合 

備 考 
伐採あり 伐採なし 

永久標識 

設置あり 

永久標識 

設置なし 

永久標識 

設置あり 

永久標識 

設置なし 

機 械 経 費 2.5％ 2.5％ 3.0％ 3.0％  

通 信 運 搬 費 等 4.0％ 4.0％ 1.5％ 1.5％  

材 料 費 1.0％ 1.0％ 1.0％ 1.5％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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３－４ ４級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 170 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 35 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1   0.5 1.0 0.5   0.5 1.0 0.5   2.0 

踏査選点 外  1 1 1   2.5 2.5 2.0   2.5 2.5 2.0  7.0 

伐  採 外  1 1  1  0.5 0.5  0.5  0.5 0.5  0.5 1.5 

観  測 外  1 1 2   3.0 3.0 2.5   3.0 3.0 5.0  11.0 

計算整理 内 1 1 1 1  0.5 1.5 2.0 1.0  0.5 1.5 2.0 1.0  5.0 

                  

外 業  
(5.5) 

6.0 

(5.5) 

6.0 

(7.0) 

7.0 

 

0.5 

(18.0) 

19.5 

内 業 1.0 2.5 2.5 1.0  7.0 

計 
(1.0) 

1.0 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.0 

 

0.5 

(25.0) 

26.5 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 
直接人件費に対する割合 

備 考 
伐採あり 伐採なし 

機 械 経 費 2.5％ 2.5％  

通 信 運 搬 費 等 6.5％ 2.5％  

材 料 費 2.0％ 2.0％  

【省略】 

 

３－４ ４級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 170 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 35 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 
計 

作業計画 内 1 1 1   0.5 1.0 0.5   0.5 1.0 0.5   2.0 

踏査選点 外  1 1 1   2.5 2.5 2.0   2.5 2.5 2.0  7.0 

伐  採 外  1 1  1  0.5 0.5  0.5  0.5 0.5  0.5 1.5 

観  測 外  1 1 2   3.0 3.0 2.5   3.0 3.0 5.0  11.0 

計算整理 内 1 1 1 1  0.5 1.5 2.0 1.0  0.5 1.5 2.0 1.0  5.0 

                  

外 業  
(5.5) 

6.0 

(5.5) 

6.0 

(7.0) 

7.0 

 

0.5 

(18.0) 

19.5 

内 業 1.0 2.5 2.5 1.0  7.0 

計 
(1.0) 

1.0 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.0 

 

0.5 

(25.0) 

26.5 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 
直接人件費に対する割合 

備 考 
伐採あり 伐採なし 

機 械 経 費 2.5％ 2.5％  

通 信 運 搬 費 等 7.0％ 2.5％  

材 料 費 2.0％ 2.5％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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３－６ 地上埋設（上面舗装） 

本歩掛の適用範囲は、新点 80 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 10 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

埋 設 外  1 1  2  1.0 6.0  6.0  1.0 6.0  12.0 19.0 

                  

外 業  1.0 6.0  12.0 19.0 

内 業       

計  1.0 6.0  12.0 19.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費  1.5％  

通 信 運 搬 費 等  2.5％  

材 料 費 14.5％  

【省略】 

３－６ 地上埋設（上面舗装） 

本歩掛の適用範囲は、新点 80 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 10 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

埋 設 外  1 1  2  1.0 6.0  6.0  1.0 6.0  12.0 19.0 

                  

外 業  1.0 6.0  12.0 19.0 

内 業       

計  1.0 6.0  12.0 19.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費  1.5％  

通 信 運 搬 費 等  3.0％  

材 料 費 16.0％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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３－７ 地下埋設 

   本歩掛の適用範囲は、新点 80 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 10 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

埋 設 外  1 1  2  1.0 6.0  6.0  1.0 6.0  12.0 19.0 

                  

外 業  1.0 6.0  12.0 19.0 

内 業       

計  1.0 6.0  12.0 19.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費  1.5％  

通 信 運 搬 費 等  2.5％  

材 料 費 11.0％  

【省略】 

３－９ コンクリート杭（基礎コンクリートなし）埋設 

   基準点（Ｃタイプ）埋設を使用する場合は、「用地測量 2-31 地境界杭の設置 〔タイプⅠ〕」 

を適用する。 

【省略】 

 

３－７ 地下埋設 

   本歩掛の適用範囲は、新点 80 点以下とする。 

 標準作業量 新設点 10 点 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

埋 設 外  1 1  2  1.0 6.0  6.0  1.0 6.0  12.0 19.0 

                  

外 業  1.0 6.0  12.0 19.0 

内 業       

計  1.0 6.0  12.0 19.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費  1.5％  

通 信 運 搬 費 等  3.0％  

材 料 費 12.0％  

【省略】 

３－９ コンクリート杭（基礎コンクリートなし）埋設 

   基準点（Ｃタイプ）埋設を使用する場合は、「用地測量 2-30 地境界杭の設置 〔タイプⅠ〕」 

を適用する。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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４ 水準測量 

１～４級水準測量の観測作業に適用する。（水準点設置は、４－５及び４－６による） 

４－１ １級水準測量（レベル等による） 

本歩掛の適用範囲は、１級水準測量 700 ㎞以下とする。 

 標準作業量 100 ㎞ 作業条件 道路上、平地、市街地（乙） 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1 1  1.0 1.5 2.0 0.5  1.0 1.5 2.0 0.5  5.0 

選  点 外  1 1 2   4.0 4.0 4.0   4.0 4.0 8.0  16.0 

観  測 外  1 1 3   18.0 36.0 36.0   18.0 36.0 108.0  162.0 

計算整理 内 1 1 1 1  1.0 6.0 12.0 4.0  1.0 6.0 12.0 4.0  23.0 

                  

外 業  22.0 40.0 116.0  178.0 

内 業 2.0 7.5 14.0 4.5  28.0 

計 2.0 29.5 54.0 120.5  206.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 9.0％  

通 信 運 搬 費 等 0.5％  

材 料 費 1.0％  

【省略】 

 

４ 水準測量 

１～４級水準測量の観測作業に適用する。（水準点設置は、４－５及び４－６による） 

４－１ １級水準測量（レベル等による） 

本歩掛の適用範囲は、１級水準測量 700 ㎞以下とする。 

 標準作業量 100 ㎞ 作業条件 道路上、平地、市街地（乙） 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1 1  1.0 1.5 2.0 0.5  1.0 1.5 2.0 0.5  5.0 

選  点 外  1 1 2   4.0 4.0 4.0   4.0 4.0 8.0  16.0 

観  測 外  1 1 3   18.0 36.0 36.0   18.0 36.0 108.0  162.0 

計算整理 内 1 1 1 1  1.0 6.0 12.0 4.0  1.0 6.0 12.0 4.0  23.0 

                  

外 業  22.0 40.0 116.0  178.0 

内 業 2.0 7.5 14.0 4.5  28.0 

計 2.0 29.5 54.0 120.5  206.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 9.5％  

通 信 運 搬 費 等 0.5％  

材 料 費 1.0％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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４－２ ２級水準測量（レベル等による） 

本歩掛の適用範囲は、２級水準測量 100 ㎞以下とする。 

 標準作業量 30 ㎞ 作業条件 道路上、平地、市街地（乙） 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1 1  0.5 1.0 1.0 0.5  0.5 1.0 1.0 0.5  3.0 

選  点 外  1 1 2   1.0 1.0 1.0   1.0 1.0 2.0  4.0 

観  測 外  1 1 3   4.5 9.0 9.0   4.5 9.0 27.0  40.5 

計算整理 内 1 1 1 1  1.0 2.0 4.0 2.0  1.0 2.0 4.0 2.0  9.0 

                  

外 業  5.5 10.0 29.0  44.5 

内 業 1.5 3.0 5.0 2.5  12.0 

計 1.5 8.5 15.0 31.5  56.5 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費   目 直接人件費に対する割合 備   考 

機 械 経 費 5.5％  

通 信 運 搬 費 等 1.0％  

材 料 費 1.0％  

【省略】 

 

４－２ ２級水準測量（レベル等による） 

本歩掛の適用範囲は、２級水準測量 100 ㎞以下とする。 

 標準作業量 30 ㎞ 作業条件 道路上、平地、市街地（乙） 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1 1  0.5 1.0 1.0 0.5  0.5 1.0 1.0 0.5  3.0 

選  点 外  1 1 2   1.0 1.0 1.0   1.0 1.0 2.0  4.0 

観  測 外  1 1 3   4.5 9.0 9.0   4.5 9.0 27.0  40.5 

計算整理 内 1 1 1 1  1.0 2.0 4.0 2.0  1.0 2.0 4.0 2.0  9.0 

                  

外 業  5.5 10.0 29.0  44.5 

内 業 1.5 3.0 5.0 2.5  12.0 

計 1.5 8.5 15.0 31.5  56.5 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費   目 直接人件費に対する割合 備   考 

機 械 経 費 6.0％  

通 信 運 搬 費 等 1.0％  

材 料 費 1.0％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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４－３ ３級水準測量（レベル等による） 

本歩掛の適用範囲は、３級水準測量 50 ㎞以下とする。 

 標準作業量 5 ㎞ 作業条件 道路上、平地、市街地（乙） 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1   0.2 0.2 0.2   0.2 0.2 0.2   0.6 

選  点 外  1 1 1   0.4 0.4 0.4   0.4 0.4 0.4  1.2 

観  測 外  1 1 2   1.0 1.0 1.0   1.0 1.0 2.0  4.0 

計算整理 内  1 1    0.5 0.5    0.5 0.5   1.0 

                  

外 業  1.4 1.4 2.4  5.2 

内 業 0.2 0.7 0.7   1.6 

計 0.2 2.1 2.1 2.4  6.8 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 3.0％  

通 信 運 搬 費 等 0.5％  

材 料 費 1.5％  

【省略】 

４－３ ３級水準測量（レベル等による） 

本歩掛の適用範囲は、３級水準測量 50 ㎞以下とする。 

 標準作業量 5 ㎞ 作業条件 道路上、平地、市街地（乙） 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 
計 

作業計画 内 1 1 1   0.2 0.2 0.2   0.2 0.2 0.2   0.6 

選  点 外  1 1 1   0.4 0.4 0.4   0.4 0.4 0.4  1.2 

観  測 外  1 1 2   1.0 1.0 1.0   1.0 1.0 2.0  4.0 

計算整理 内  1 1    0.5 0.5    0.5 0.5   1.0 

                  

外 業  1.4 1.4 2.4  5.2 

内 業 0.2 0.7 0.7   1.6 

計 0.2 2.1 2.1 2.4  6.8 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 3.5％  

通 信 運 搬 費 等 0.5％  

材 料 費 1.5％  

【省略】 
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４－５ 水準点設置（永久標識） 

本歩掛の適用範囲は、新点 65 点以下とする。 

 標準作業量 8 点 作業条件 － 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

選  点 外  1 1 1   1.5 2.0 1.5   1.5 2.0 1.5  5.0 

設  置 外   1  2   2.5  2.5   2.5  5.0 7.5 

整  理 内   1 1    1.5 1.0    1.5 1.0  2.5 

                  

外 業  1.5 4.5 1.5 5.0 12.5 

内 業   1.5 1.0  2.5 

計  1.5 6.0 2.5 5.0 15.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 2.0％  

通 信 運 搬 費 等 1.5％  

材 料 費 18.0％  

【省略】 

４－６ 水準点設置（永久標識以外） 

本歩掛の適用範囲は、新点 20 点以下とする。 

 標準作業量 6 点 作業条件 － 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

選  点 外  1 1 1   0.3 0.6 0.3   0.3 0.6 0.3  1.2 

設  置 外   1  1   0.6  0.6   0.6  0.6 1.2 

整  理 内   1 1    1.0 0.8    1.0 0.8  1.8 

                  

外 業  0.3 1.2 0.3 0.6 2.4 

内 業   1.0 0.8  1.8 

計  0.3 2.2 1.1 0.6 4.2 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 1.5％  

通 信 運 搬 費 等 4.5％  

材 料 費 2.5％  

【省略】 

４－５ 水準点設置（永久標識） 

本歩掛の適用範囲は、新点 65 点以下とする。 

 標準作業量 8 点 作業条件 － 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 
計 

選  点 外  1 1 1   1.5 2.0 1.5   1.5 2.0 1.5  5.0 

設  置 外   1  2   2.5  2.5   2.5  5.0 7.5 

整  理 内   1 1    1.5 1.0    1.5 1.0  2.5 

                  

外 業  1.5 4.5 1.5 5.0 12.5 

内 業   1.5 1.0  2.5 

計  1.5 6.0 2.5 5.0 15.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 2.0％  

通 信 運 搬 費 等 1.5％  

材 料 費 19.0％  

【省略】 

４－６ 水準点設置（永久標識以外） 

本歩掛の適用範囲は、新点 20 点以下とする。 

 標準作業量 6 点 作業条件 － 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 
測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

選  点 外  1 1 1   0.3 0.6 0.3   0.3 0.6 0.3  1.2 

設  置 外   1  1   0.6  0.6   0.6  0.6 1.2 

整  理 内   1 1    1.0 0.8    1.0 0.8  1.8 

                  

外 業  0.3 1.2 0.3 0.6 2.4 

内 業   1.0 0.8  1.8 

計  0.3 2.2 1.1 0.6 4.2 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 1.5％  

通 信 運 搬 費 等 4.5％  

材 料 費 3.0％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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５ 現地測量 

５－１ 現地測量（Ｓ＝1/500） 

【省略】 

 標準作業量 0.1 ㎢ 作業条件 縮尺 1/500、平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1   0.3 0.2 0.2   0.3 0.2 0.2   0.7 

細部測量 
外  1 1 1   6.1 9.4 8.2   6.1 9.4 8.2  23.7 

内   1     3.1     3.1   3.1 

数値編集 内  1 1    1.5 3.5    1.5 3.5   5.0 

数値地形図

ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 

の作成 

内  1 1    1.4 1.2    1.4 1.2   2.6 

外 業  6.1 9.4 8.2  23.7 

内 業 0.3 3.1 8.0   11.4 

計 0.3 9.2 17.4 8.2  35.1 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 5.0％  

通 信 運 搬 費 等 0.5％  

材 料 費 2.0％  

注）１ 本歩掛は、トータルステーションを用いた細部測量を行う場合に適用するものとし、ＧＮＳＳ測量機等を用い

た細部測量を行う場合には別途計上する。 

  ２ 基準点測量（基準点の設置）は、別途計上する。 

  ３ 通信運搬費等、材料費は精度管理費の対象としない。 

  ４ 本歩掛には関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議(道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との

協議・立会)に係る作業時間を含む。 

５ 本歩掛の作業計画は、公共測量作業規程第113条に基づき、工程別に作成するものである。 

【省略】 

５ 現地測量 

５－１ 現地測量（Ｓ＝1/500） 

【省略】 

 標準作業量 0.1 ㎢ 作業条件 縮尺 1/500、平地、耕地 

直接人件費 

作

業

区

分 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1   0.3 0.2 0.2   0.3 0.2 0.2   0.7 

細部測量 
外  1 1 1   6.1 9.4 8.2   6.1 9.4 8.2  23.7 

内   1     3.1     3.1   3.1 

数値編集 内  1 1    1.5 3.5    1.5 3.5   5.0 

数値地形図

ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 

の作成 

内  1 1    1.4 1.2    1.4 1.2   2.6 

外 業  6.1 9.4 8.2  23.7 

内 業 0.3 3.1 8.0   11.4 

計 0.3 9.2 17.4 8.2  35.1 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 6.0％  

通 信 運 搬 費 等 0.5％  

材 料 費 2.0％  

注）１ 本歩掛は、トータルステーションを用いた細部測量を行う場合に適用するものとし、ＧＮＳＳ測量機等を用い

た細部測量を行う場合には別途計上する。 

  ２ 基準点測量（基準点の設置）は、別途計上する。 

  ３ 通信運搬費等、材料費は精度管理費の対象としない。 

  ４ 本歩掛には関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議(道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協

議・立会)に係る作業時間を含む。 

５ 本歩掛の作業計画は、公共測量作業規程第114条に基づき、工程別に作成するものである。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

字句の改正 
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６ 路線測量 

６－１ 作業計画 

【省略】 

６－２ 現地踏査 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

内

外

業

務 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外  1 1    1.6 1.4    1.6 1.4   3.0 

内                 

計            1.6 1.4   3.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 1.5％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 6.5％  

【省略】 

６－３ 線形決定 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

内

外

業

務 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外                 

内 1 1 1   0.4 2.6 2.1   0.4 2.6 2.1   5.1 

計           0.4 2.6 2.1   5.1 

                 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 0.5％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 2.5％  

【省略】 

 

６ 路線測量 

６－１ 作業計画 

【省略】 

６－２ 現地踏査 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

内

外

業

務 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 
測

量

補

助

員 

計 

外  1 1    1.6 1.4    1.6 1.4   3.0 

内                 

計            1.6 1.4   3.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 2.0％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 7.0％  

【省略】 

６－３ 線形決定 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地 

直接人件費 

内

外

業

務 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 
測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外                 

内 1 1 1   0.4 2.6 2.1   0.4 2.6 2.1   5.1 

計           0.4 2.6 2.1   5.1 

                 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 1.0％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 2.5％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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６－４ IP 設置測量 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地、クロソイド曲線 1 ヶ所 

直接人件費 

内

外

業

務 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外  1 1 1   1.4 1.4 1.0   1.4 1.4 1.0  3.8 

内  1 1    1.2 1.0    1.2 1.0   2.2 

計            2.6 2.4 1.0  6.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 4.0％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 3.0％  

【省略】 

６－５ 中心線測量 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地、クロソイド曲線 1 ヶ所、測点間隔 20ｍ 

直接人件費 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外  1 1 1   2.5 2.8 2.2   2.5 2.8 2.2  7.5 

内  1 1    1.8 1.8    1.8 1.8   3.6 

計            4.3 4.6 2.2  11.1 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 4.0％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 5.5％  

【省略】 

６－４ IP 設置測量 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地、クロソイド曲線 1 ヶ所 

直接人件費 

内

外

業

務 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 
計 

外  1 1 1   1.4 1.4 1.0   1.4 1.4 1.0  3.8 

内  1 1    1.2 1.0    1.2 1.0   2.2 

計            2.6 2.4 1.0  6.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 3.5％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 3.5％  

【省略】 

６－５ 中心線測量 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地、クロソイド曲線 1 ヶ所、測点間隔 20ｍ 

直接人件費 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外  1 1 1   2.5 2.8 2.2   2.5 2.8 2.2  7.5 

内  1 1    1.8 1.8    1.8 1.8   3.6 

計            4.3 4.6 2.2  11.1 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 4.0％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 6.0％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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６－８ 横断測量 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地、クロソイド曲線 1 ヶ所、測点間隔 20ｍ 

直接人件費 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外  1 1 1   6.4 7.2 5.3   6.4 7.2 5.3  18.9 

内  1 1 1   3.9 3.4 1.5   3.9 3.4 1.5  8.8 

計            10.3 10.6 6.8  27.7 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 2.5％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 2.5％  

【省略】 

６－９ 用地幅杭設置測量 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地、往復、測点間隔 20ｍ、全幅 50ｍ 

直接人件費 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外  1 1 1   3.4 3.4 3.4   3.4 3.4 3.4  10.2 

内  1 1    1.7 3.1    1.7 3.1    4.8 

計            5.1 6.5 3.4  15.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 4.0％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 6.0％  

【省略】 

 

６－８ 横断測量 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地、クロソイド曲線 1 ヶ所、測点間隔 20ｍ 

直接人件費 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外  1 1 1   6.4 7.2 5.3   6.4 7.2 5.3  18.9 

内  1 1 1   3.9 3.4 1.5   3.9 3.4 1.5  8.8 

計            10.3 10.6 6.8  27.7 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 2.5％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 3.0％  

【省略】 

６－９ 用地幅杭設置測量 

 標準作業量 1 ㎞ 作業条件 平地、耕地、往復、測点間隔 20ｍ、全幅 50ｍ 

直接人件費 

内

外

業

別 

編成（人） 所要日数（日） 延人員（人） 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 
測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測

量

主

任

技

師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

外  1 1 1   3.4 3.4 3.4   3.4 3.4 3.4  10.2 

内  1 1    1.7 3.1    1.7 3.1    4.8 

計            5.1 6.5 3.4  15.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 4.0％  

通 信 運 搬 費 等 －  

材 料 費 6.5％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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７ 土質等調査・非舗装在来路盤厚調査 

７－１ 土質調査・非舗装在来路盤厚調査 

（10 箇所当り） 

名 称 単 位 外業 内業 備 考 

測 量 技 師 人 0.70 0.12  

測 量 技 師 補 〃 0.70 0.12  

測 量 助 手 〃 0.70 0.12  

掘 削 復 旧 費 ％ 76  
 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 精  度 

管理費率 品 名 規 格 単位 数量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

ライトバン 1.5Ｌ  日損料 台日 0.7 

1.0 0.5 ― ―      時損料 台時 1.4 

ガ ソ リ ン 2.7Ｌ×1.4ｈ Ｌ 3.8 

【省略】 

７－２ 舗装在来路盤厚調査（車道部） 

（10 箇所当り） 

名 称 単位 外業 内業 備 考 

測 量 技 師 人 1.10 0.12  

測 量 技 師 補 〃 1.10 0.12  

測 量 助 手 〃 1.10 0.12  

掘 削 復 旧 費 ％ 150  

 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 精  度 

管理費率 品 名 規 格 単位 数量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

ライトバン 1.5Ｌ  日損料 台日 1.1 

1.5 0.5 ― ―      時損料 台時 2.2 

ガ ソ リ ン 2.7Ｌ×2.2ｈ Ｌ 5.9 

【省略】 

７ 土質等調査・非舗装在来路盤厚調査 

７－１ 土質調査・非舗装在来路盤厚調査 

（10 箇所当り） 

名 称 単 位 外業 内業 備 考 

測 量 技 師 人 0.70 0.12  

測 量 技 師 補 〃 0.70 0.12  

測 量 助 手 〃 0.70 0.12  

掘 削 復 旧 費 ％ 88  
 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 精  度 

管理費率 品 名 規 格 単位 数量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

ライトバン 1.5Ｌ  日損料 台日 0.7 

1.0 0.5 ― ―      時損料 台時 1.4 

ガ ソ リ ン 2.7Ｌ×1.4ｈ Ｌ 3.8 

【省略】 

７－２ 舗装在来路盤厚調査（車道部） 

（10 箇所当り） 

名 称 単位 外業 内業 備 考 

測 量 技 師 人 1.10 0.12  

測 量 技 師 補 〃 1.10 0.12  

測 量 助 手 〃 1.10 0.12  

掘 削 復 旧 費 ％ 180  

 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 精  度 

管理費率 品 名 規 格 単位 数量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

ライトバン 1.5Ｌ  日損料 台日 1.1 

1.5 0.5 ― ―      時損料 台時 2.2 

ガ ソ リ ン 2.7Ｌ×2.2ｈ Ｌ 5.9 

【省略】 
 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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７－３ 舗装在来路盤厚調査（歩道部） 

（10 箇所当り） 

名 称 単位 外業 内業 備 考 

測 量 技 師 人 0.8 0.12  

測 量 技 師 補 〃 0.8 0.12  

測 量 助 手 〃 0.8 0.12  

掘 削 復 旧 費 ％ 102  

 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 精  度 

管理費率 品 名 規 格 単位 数量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

ライトバン 1.5Ｌ  日損料 台日 0.8 

1.0 0.5 ― ―      時損料 台時 1.6 

ガ ソ リ ン 2.7Ｌ×1.6ｈ Ｌ 4.3 

【省略】 
 

７－５ 路面性状調査（測量） 

７－５－１ 適用範囲 

この積算基準は、北海道農政部所管事業で実施する路面性状調査に適用する。 

【省略】 

７－５－３ 標準歩掛 

（１）準備工 

【省略】 

 

 

現地踏査について 

・往復（上下線）の測定であっても、片道分のみの延長を計上する。 

計画及び準備工                                   (１業務当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測量助手 

測 量 

補 助 員 

計画及び準備工 日 0.5 1.5 2.0 1.0  外業 

現地踏査                                      (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

現地踏査 日  2.5 2.5 2.5  外業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

標識車（トリップ車）  日 2.5 8.0 － － 

７－３ 舗装在来路盤厚調査（歩道部） 

（10 箇所当り） 

名 称 単位 外業 内業 備 考 

測 量 技 師 人 0.8 0.12  

測 量 技 師 補 〃 0.8 0.12  

測 量 助 手 〃 0.8 0.12  

掘 削 復 旧 費 ％ 98  

 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 精  度 

管理費率 品 名 規 格 単位 数量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

ライトバン 1.5Ｌ  日損料 台日 0.8 

1.0 0.5 ― ―      時損料 台時 1.6 

ガ ソ リ ン 2.7Ｌ×1.6ｈ Ｌ 4.3 

【省略】 
 

７－５ 路面性状調査（測量） 

７－５－１ 適用範囲 

この積算基準は、北海道農政部所管事業で実施する路面性状調査に適用する。 

【省略】 

７－５－３ 標準歩掛 

（１）準備工 

【省略】 

 

 

現地踏査について 

・往復（上下線）の測定であっても、片道分のみの延長を計上する。 

計画及び準備工                                   (１業務当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測量助手 

測 量 

補 助 員 

計画及び準備工 日 0.5 1.5 2.0 1.0  外業 

現地踏査                                      (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

現地踏査 日  2.5 2.5 2.5  外業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

標識車（トリップ車）  日 2.5 9.5 － － 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 22 - 

（２） 路面調査 

 

 
 

 

 

 

 

 路面性状測定                                   (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

路面性状測定 日  1.5 3.0 1.5  外業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

路面計測車  日  1.5 122.0 － － 

記録テープ 高密度 巻 12.0 － 16.5 － 

ひびわれ解読及び計算処理                              (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

ひびわれ解読 

及び計算処理 
日  3.0 12.0 4.0  内業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

ひびわれ画像処理機  日 10.0 42.5 － － 

縦横断凸凹処理及び計算処理                             (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

縦横断凸凹処理 

及び計算処理 
日  3.0 4.0 5.0  内業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

縦横断凸凹画像処理機  日 3.0 20.0 － － 

（２） 路面調査 

 

 
 

 

 

 

 

 路面性状測定                                   (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

路面性状測定 日  1.5 3.0 1.5  外業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

路面計測車  日  1.5 143.0 － － 

記録テープ 高密度 巻 12.0 － 19.5 － 

ひびわれ解読及び計算処理                              (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

ひびわれ解読 

及び計算処理 
日  3.0 12.0 4.0  内業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

ひびわれ画像処理機  日 10.0 50.0 － － 

縦横断凸凹処理及び計算処理                             (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

縦横断凸凹処理 

及び計算処理 
日  3.0 4.0 5.0  内業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

縦横断凸凹画像処理機  日 3.0 23.5 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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３） データ作成 

 

路線情報の整理について 

・往復（上下線）の測定であっても、片道分のみの延長を計上する。 

 

【省略】 

 

路線情報の整理                                   (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

路線情報 

の整理 
日  1.0 2.0 4.0  内業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

大型電算機損料  日 1.0 9.0 － － 

路面性状データの作成                                (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区

分 測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

路面性状データ 

の作成 
日  1.0 3.0 4.0  内業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

大型電算機損料  日 3.0 24.0 － － 

３） データ作成 

 

路線情報の整理について 

・往復（上下線）の測定であっても、片道分のみの延長を計上する。 

 

【省略】 

路線情報の整理                                   (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

路線情報 

の整理 
日  1.0 2.0 4.0  内業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

大型電算機損料  日 1.0 10.5 － － 

路面性状データの作成                                (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区

分 測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

路面性状データ 

の作成 
日  1.0 3.0 4.0  内業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

大型電算機損料  日 3.0 27.5 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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（５） 回送費 

 

【省略】 

                               (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

回送費 日  0.8 1.2 0.8  外業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

標識車（トリップ車）  日 0.4 
73.0 － － 

路面計測車  日 0.4 

（５） 回送費 

 

【省略】 

                               (100km 当り) 

区 分 
単 

位 

所要日数 
内
外
業
区
分 

測量主任 

技 師 
測 量 技 師 

測 量 

技 師 補 
測 量 助 手 

測 量 

補 助 員 

回送費 日  0.8 1.2 0.8  外業 

使用機械及び材料 直接人件費に対する割合（％） 

品 名 規 格 単 位 数 量 機械経費 材料費 通信運搬費等 

標識車（トリップ車）  日 0.4 
85.0 － － 

路面計測車  日 0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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〔３〕空中写真測量 
 

１ 撮影の積算方式 

１－１ 撮影計画 

【省略】 

１－２ 運航 

１－２－１ 運航時間 

（１）空輸時間 

航空機を常駐し管理している飛行場（以下「本拠飛行場」という。）が、撮影地にできるだけ近

く選定した撮影飛行場（以下「撮影飛行場」という。表－２参照*１）でない場合に、本拠飛行場か

ら撮影飛行場まで航空機を空輸する時間（往復）であって、次式により算定する。また、この空輸

した先の撮影飛行場を前進飛行場という。 

空輸時間＝ 
〔前進飛行場迄の往復直線距離(㎞)〕*１ 

＋〔離着陸時間(ｈ)*３〕×２･･･････① 
空輸運航速度*２ 

   ＊１．撮影飛行場までの往復直線距離は、表－２を参照。ただし、表に掲載されていない区間に 

     ついては、「５ 作業計画の考え方 ５－３ 撮影の計画 図５－13」の経緯度を用いて直 

     線距離を計算する。なお、数値は１の位を四捨五入（10 ㎞単位）とする。前進飛行場が複数

の場合にあっては、前進飛行場間の直線距離も含む。 

   ＊２． 250 ㎞／ｈとする。 

   ＊３．片道の離着陸時間を 0.5 時間とする。 

【省略】 

１－６ 写真枚数の算定 

写真枚数の算定は、次式により算定する。安全率は補備撮影による写真枚数の増を見込んだ係数で

ある。 

（写真枚数）*１＝
　
）撮影基線長（㎞）（

）撮影コース延長（㎞）（
×1.2（安全率） ·················· ⑬ 

（撮影基線長）*２＝（撮影方向に平行な画郭１辺の実距離）×（１－
100

60
） ··· ⑭ 

＊１．小数点以下は切り捨てて整数にする。 

＊２．小数第４位を四捨五入（0.001 ㎞単位）する。 

    

 

〔３〕空中写真測量 
 

１ 撮影の積算方式 

１－１ 撮影計画 

【省略】 

１－２ 運航 

１－２－１ 運航時間 

（１）空輸時間 

航空機を常駐し管理している飛行場（以下「本拠飛行場」という。）が、撮影地にできるだけ近

く選定した撮影飛行場（以下「撮影飛行場」という。表－２参照*１）でない場合に、本拠飛行場か

ら撮影飛行場まで航空機を空輸する時間（往復）であって、次式により算定する。また、この空輸

した先の撮影飛行場を前進飛行場という。 

空輸時間＝ 
〔撮影飛行場迄の往復直線距離(㎞)〕*１ 

＋〔離着陸時間(ｈ)*３〕×２･･･････① 
空輸運航速度*２ 

   ＊１．撮影飛行場までの往復直線距離は、表－２を参照。ただし、表に掲載されていない区間に 

     ついては、「５ 作業計画の考え方 ５－３ 撮影の計画 図５－13」の経緯度を用いて直 

 線距離を計算する。なお、数値は１の位を四捨五入（10 ㎞単位）とする。前進飛行場が複数

の場合にあっては、前進飛行場間の直線距離も含む。 

   ＊２． 250 ㎞／ｈとする。 

   ＊３．片道の離着陸時間を 0.5 時間とする。 

【省略】 

１－６ 写真枚数の算定 

写真枚数の算定は、次式により算定する。安全率は補備撮影による写真枚数の増を見込んだ係数で

ある。 

（写真枚数） ＝
　
）撮影基線長（㎞）（

）撮影コース延長（㎞）（
×1.2（安全率） ················· ⑬ 

（撮影基線長） ＝（撮影方向に平行な画郭１辺の実距離）×（１－
100

60
） ·· ⑭ 

＊１．小数点以下は切り捨てて整数にする。 

＊２．小数第４位を四捨五入（0.001 ㎞単位）する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

字句の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

 

〃 

 

番号、字句の追加 

〃 
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５ 作業計画の考え方 

５－１ 空中写真測量の工程 

【省略】 

５－２ 作業工程の計画 

５－２－１ 各作業工程の検討 

計画を立てる場合の基本的条件として、次の事項を検討する。 

（１）数値地形図データの使用目的 

【省略】 

（８）地上画素寸法 

地図情報レベルと数値写真の地上画素寸法との関係は、公共測量作業規程第184条で定められて

いる。 

（９）使用カメラ 

使用するデジタル航空カメラの性能は、公共測量作業規程第 182 条で定められている。 

（10）GNSS／IMU 装置 

使用する GNSS／IMU 装置の性能は、公共測量作業規程第 183 条で定められている。 

（11）使用図化機 

使用するデジタルステレオ図化機の性能は、公共測量作業規程第 225 条で定められている。 

５ 作業計画の考え方 

５－１ 空中写真測量の工程 

【省略】 

５－２ 作業工程の計画 

５－２－１ 各作業工程の検討 

計画を立てる場合の基本的条件として、次の事項を検討する。 

（１）数値地形図データの使用目的 

【省略】 

（８）地上画素寸法 

地図情報レベルと数値写真の地上画素寸法との関係は、公共測量作業規程第185条で定められて

いる。 

（９）使用カメラ 

使用するデジタル航空カメラの性能は、公共測量作業規程第 183 条で定められている。 

（10）GNSS／IMU 装置 

使用する GNSS／IMU 装置の性能は、公共測量作業規程第 184 条で定められている。 

（11）使用図化機 

使用するデジタルステレオ図化機の性能は、公共測量作業規程第 226 条で定められている。 
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字句の改正 

 

字句の改正 

 

字句の改正 
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５－３ 撮影の計画 

５－３－１ 撮影諸元の決定 

（１）地上画素寸法 

【省略】 

（３）撮影基準面 

撮影基準面は、通常、地域内の最高地点（Ａ）と最低地点（Ｂ）の平均標高値を基準面として、

撮影基準面を決定する。 

例えば、Ａ→55ｍ、Ｂ→５ｍとすると、ｈ＝30ｍ 

ただし、起伏のはげしい地域・台地が存在する地域等では、全体の平均標高値を用いる。また、

隣接コースとの重複度（サイドラップ）に余裕を持たせるために、少し高く設定することも多い。 

基準面の決め方で影響の出るものは、オーバーラップ（同一コース内の隣接数値写真との重複

度）・サイドラップ等である。 

これらのうち、オーバーラップについては、コース上の撮影間隔だけであるから、撮影士が調整

しながら撮影すれば、もし途中に比高の大きな地点があっても、オーバーラップに過不足は起こら

ない。サイドラップの場合は、コースが決められているから、撮影士のカメラ調整だけでは問題解

決とならない。 

サイドラップは、公共測量作業規程第 190 条によると最小でも 10％以上なければならないが、

それが不足すると予想される場合の解決法として、次のような方法が考えられる。 

【省略】 

５－３－４ 撮影飛行中に生じる障害 

撮影飛行中の気流等天候状況及び操縦ミス等によるもので、そのずれ及び傾きは、公共測量作業

規程第 187 条を標準とする。 

【省略】 

５－４ 標定点測量 

５－４－１ 標定点測量・対空標識の設置 

（１）標定点測量は、既設点のほかに同時調整及び数値図化において空中写真の標定に必要な水平位置

及び標高の基準となる点（標定点）を設置する作業をいう。 

（２）対空標識の設置は、既設基準点、標定点が写真上で確認できるように設置するものである。対空

標識の規格は、公共測量作業規程第 176 条を標準とする。なお、空中写真上で明瞭な構造物が観測

できる場合、その構造物上で標定点測量を行い対空標識に代えることができる。 

【省略】 

 

５－３ 撮影の計画 

５－３－１ 撮影諸元の決定 

（１）地上画素寸法 

【省略】 

（３）撮影基準面 

撮影基準面は、通常、地域内の最高地点（Ａ）と最低地点（Ｂ）の平均標高値を基準面として、

撮影基準面を決定する。 

例えば、Ａ→55ｍ、Ｂ→５ｍとすると、ｈ＝30ｍ 

ただし、起伏のはげしい地域・台地が存在する地域等では、全体の平均標高値を用いる。また、

隣接コースとの重複度（サイドラップ）に余裕を持たせるために、少し高く設定することも多い。 

基準面の決め方で影響の出るものは、オーバーラップ（同一コース内の隣接数値写真との重複

度）・サイドラップ等である。 

これらのうち、オーバーラップについては、コース上の撮影間隔だけであるから、撮影士が調整

しながら撮影すれば、もし途中に比高の大きな地点があっても、オーバーラップに過不足は起こら

ない。サイドラップの場合は、コースが決められているから、撮影士のカメラ調整だけでは問題解

決とならない。 

サイドラップは、公共測量作業規程第 191 条によると最小でも 10％以上なければならないが、

それが不足すると予想される場合の解決法として、次のような方法が考えられる。 

【省略】 

５－３－４ 撮影飛行中に生じる障害 

撮影飛行中の気流等天候状況及び操縦ミス等によるもので、そのずれ及び傾きは、公共測量作業

規程第 188 条を標準とする。 

【省略】 

５－４ 標定点測量 

５－４－１ 標定点測量・対空標識の設置 

（１）標定点測量は、既設点のほかに同時調整及び数値図化において空中写真の標定に必要な水平位置

及び標高の基準となる点（標定点）を設置する作業をいう。 

（２）対空標識の設置は、既設基準点、標定点が写真上で確認できるように設置するものである。対空

標識の規格は、公共測量作業規程第 177 条を標準とする。なお、空中写真上で明瞭な構造物が観測

できる場合、その構造物上で標定点測量を行い対空標識に代えることができる。 

【省略】 
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６ 機械経費等 

６－１ 機械経費、通信運搬費等、材料費 

（１）測量業務標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合 

作業 作業名 
機械 

経費率 

通信運搬

費等率 
材料費率 

2-1-1 撮影 撮影（デジタル） 撮影計画 0.0％ 0.0％  0.5％ 

2-1-2 撮影 撮影（デジタル） 総運航    

2-1-3 撮影 撮影（デジタル） 撮影    

2-1-4 撮影 撮影（デジタル） 滞留 0.0％ 1.5％  0.0％ 

2-1-5 撮影 撮影（デジタル） GNSS/IMU 計算 0.5％ 0.0％  0.0％ 

2-1-6 撮影 撮影（デジタル） 数値写真作成 53.5％ 0.0％  16.0％ 

3-1 
標定点及び同時調整 対空標識の設置（写真縮尺 1／10,000

～1／12,500） 
1.0％ 0.5％  2.0％ 

3-2 標定点測量及び同時調整 標定点測量 8.5％ 0.0％  0.5％ 

3-3 標定点測量及び同時調整 簡易水準測量 5.5％ 0.5％  0.5％ 

3-5 標定点測量及び同時調整 同時調整 31.5％ 0.0％  0.0％ 

4-1-1 数値図化 数値図化 レベル 1,000 作業計画 0.5％ 0.0％  0.0％ 

4-1-2 数値図化 数値図化 レベル 1,000 現地調査 2.5％ 0.5％  2.0％ 

4-1-3 数値図化 数値図化 レベル 1,000 数値図化 35.5％ 0.0％  0.5％ 

4-1-4 数値図化 数値図化 レベル 1,000 数値編集 12.5％ 0.0％  0.5％ 

4-1-5 数値図化 数値図化 レベル 1,000 補測編集 7.5％ 0.5％  3.0％ 

4-1-6 
数値図化 数値図化 レベル 1,000 数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの 

作成 
16.0％ 0.0％  0.0％ 

4-2-1 数値図化 数値図化 レベル 2,500 作業計画 0.0％ 0.0％  0.0％ 

4-2-2 数値図化 数値図化 レベル 2,500 現地調査 2.0％ 0.5％  2.0％ 

4-2-3 数値図化 数値図化 レベル 2,500 数値図化 49.0％ 0.0％  0.5％ 

4-2-4 数値図化 数値図化 レベル 2,500 数値編集 14.0％ 0.0％  0.0％ 

4-2-5 数値図化 数値図化 レベル 2,500 補測編集 7.5％ 0.5％  1.5％ 

4-2-6 
数値図化 数値図化 レベル 2,500 数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの 

作成 
24.0％ 0.0％  0.0％ 

 

６ 機械経費等 

６－１ 機械経費、通信運搬費等、材料費 

（１）測量業務標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合 

作業 作業名 
機械 

経費率 

通信運搬

費等率 
材料費率 

2-1-1 撮影 撮影（デジタル） 撮影計画 0.0％ 0.0％  0.5％ 

2-1-2 撮影 撮影（デジタル） 総運航    

2-1-3 撮影 撮影（デジタル） 撮影    

2-1-4 撮影 撮影（デジタル） 滞留 0.0％ 1.5％  0.0％ 

2-1-5 撮影 撮影（デジタル） GNSS/IMU 計算 0.5％ 0.0％  0.0％ 

2-1-6 撮影 撮影（デジタル） 数値写真作成 60.5％ 0.0％  13.5％ 

3-1 
標定点及び同時調整 対空標識の設置（写真縮尺 1／10,000

～1／12,500） 
1.0％ 0.5％  2.0％ 

3-2 標定点測量及び同時調整 標定点測量 8.0％ 0.0％  0.5％ 

3-3 標定点測量及び同時調整 簡易水準測量 6.0％ 0.5％  0.5％ 

3-5 標定点測量及び同時調整 同時調整 31.0％ 0.0％  0.0％ 

4-1-1 数値図化 数値図化 レベル 1,000 作業計画 0.5％ 0.0％  0.0％ 

4-1-2 数値図化 数値図化 レベル 1,000 現地調査 3.0％ 0.5％  2.0％ 

4-1-3 数値図化 数値図化 レベル 1,000 数値図化 35.0％ 0.0％  0.5％ 

4-1-4 数値図化 数値図化 レベル 1,000 数値編集 12.5％ 0.0％  0.5％ 

4-1-5 数値図化 数値図化 レベル 1,000 補測編集 7.5％ 0.5％  3.0％ 

4-1-6 
数値図化 数値図化 レベル 1,000 数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの 

作成 
16.0％ 0.0％  0.0％ 

4-2-1 数値図化 数値図化 レベル 2,500 作業計画 0.0％ 0.0％  0.0％ 

4-2-2 数値図化 数値図化 レベル 2,500 現地調査 2.0％ 0.5％  2.0％ 

4-2-3 数値図化 数値図化 レベル 2,500 数値図化 49.0％ 0.0％  0.5％ 

4-2-4 数値図化 数値図化 レベル 2,500 数値編集 14.0％ 0.0％  0.0％ 

4-2-5 数値図化 数値図化 レベル 2,500 補測編集 8.0％ 0.5％  1.5％ 

4-2-6 
数値図化 数値図化 レベル 2,500 数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの 

作成 
23.5％ 0.0％  0.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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〔４〕ほ場測量 

 

１ ほ場測量（１） 

１－１ 適用範囲 

本歩掛は、区画整理を伴わない暗渠排水工、農地造成改良工等のほ場における地形測量及び境界測

量に適用する。 

１－２ ほ場測量（１）歩掛表（10ha） 

測量区分 

所要日数（日） 
内
外
業
別 

編 成（人） 延人員（人） 

技 

師 

測 

量 

技
師
補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技
師
補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補
助
員 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技
師
補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補
助
員 

測 

量 

① 計 画 準 備 
 外         

0.2 内 1.0 1.0 2.0  0.2 0.2  0.4  

② 地 形 測 量 
2.1 外 0.5 1.0 2.0 2.0 1.05 2.1  4.2  4.2 

1.4 内 0.5 1.0 2.0  0.7 1.4  2.8  

③ 境界測量 

資 料 収 集 
 外         

0.3 内 1.0 1.0 2.0  0.3 0.3  0.6  

渉  外 
0.3 外 1.0 1.0 2.0  0.3 0.3  0.6  

 内         

土 地 境 界 
0.3 外 0.5 1.0 2.0 2.0 0.15 0.3  0.6  0.6 

 内         

踏 査 選 点 
0.3 外 0.5 1.0 2.0 2.0 0.15 0.3  0.6  0.6 

 内         

公 共 点 探 索 
0.2 外 0.5 1.0 2.0 2.0 0.1 0.2  0.4  0.4 

 内         

境界細部測量 
2.4 外 0.5 1.0 2.0 2.0 1.2 2.4  4.8  4.8 

0.8 内 0.5 1.0 2.0  0.4 0.8  1.6  

④ 傾 斜 区 分 調 査 
0.1 外  1.0 1.0 2.0  0.1  0.1  0.2 

0.1 内  1.0    0.1   

計 
5.7 外     2.95 5.7 11.3 10.8 

2.8 内     1.6 2.8  5.4  

注）１ 伐開作業、水準点結束、附帯明渠測量、基準点測量が必要な場合は別途計上する。 

２ 10ha 当り機械経費、材料費は直接人件費の 5.5％とする。 

 機械経費には、トータルステーション、ライトバン損料、雑器材費が含まれている。 

 材料費には、基準点杭、区画境界杭、見出し杭、ガソリン及び雑品が含まれている。 

３ 公共点探索は、最寄の公共点を利用して行う場合のみ計上し、それ以外は計上しない。 

４ 精度管理費が必要な場合は、以下による。ただし②地形測量及び③境界測量の境界細部測量を対象とす

る。精度管理費＝{（直接人件費）＋（機械経費・材料費）}×精度管理費係数（0.07） 

５ 中間打合せの回数は１回を標準とし、必要に応じて打合せ回数を増減する。 

６ 改良山成工については、ほ場周辺における施設等（道路・排水路等）の測量や作図等が必要な場合、ほ場

面積に加算すること。ただし、小排水路（附帯明渠）測量を別途計上する範囲については、ほ場面積に加算

しないこと。 

【省略】 

〔４〕ほ場測量 

 

１ ほ場測量（１） 

１－１ 適用範囲 

本歩掛は、区画整理を伴わない暗渠排水工、農地造成改良工等のほ場における地形測量及び境界測

量に適用する。 

１－２ ほ場測量（１）歩掛表（10ha） 

測量区分 

所要日数（日） 
内
外
業
別 

編 成（人） 延人員（人） 

技 

師 

測 

量 

技
師
補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技
師
補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補
助
員 

測 

量 

技 

師 
測 
量 

技
師
補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補
助
員 

測 

量 

① 計 画 準 備 
 外         

0.2 内 1.0 1.0 2.0  0.2 0.2  0.4  

② 地 形 測 量 
2.1 外 0.5 1.0 2.0 2.0 1.05 2.1  4.2  4.2 

1.4 内 0.5 1.0 2.0  0.7 1.4  2.8  

③ 境界測量 

資 料 収 集 
 外         

0.3 内 1.0 1.0 2.0  0.3 0.3  0.6  

渉  外 
0.3 外 1.0 1.0 2.0  0.3 0.3  0.6  

 内         

土 地 境 界 
0.3 外 0.5 1.0 2.0 2.0 0.15 0.3  0.6  0.6 

 内         

踏 査 選 点 
0.3 外 0.5 1.0 2.0 2.0 0.15 0.3  0.6  0.6 

 内         

公 共 点 探 索 
0.2 外 0.5 1.0 2.0 2.0 0.1 0.2  0.4  0.4 

 内         

境界細部測量 
2.4 外 0.5 1.0 2.0 2.0 1.2 2.4  4.8  4.8 

0.8 内 0.5 1.0 2.0  0.4 0.8  1.6  

④ 傾 斜 区 分 調 査 
0.1 外  1.0 1.0 2.0  0.1  0.1  0.2 

0.1 内  1.0    0.1   

計 
5.7 外     2.95 5.7 11.3 10.8 

2.8 内     1.6 2.8  5.4  

注）１ 伐開作業、水準点結束、附帯明渠測量、基準点測量が必要な場合は別途計上する。 

２ 10ha 当り機械経費、材料費は直接人件費の 5.5％とする。 

 機械経費には、トータルステーション、ライトバン損料、雑器材費が含まれている。 

 材料費には、     区画境界杭、見出し杭、ガソリン及び雑品が含まれている。 

３ 公共点探索は、最寄の公共点を利用して行う場合のみ計上し、それ以外は計上しない。 

４ 精度管理費が必要な場合は、以下による。ただし②地形測量及び③境界測量の境界細部測量を対象とす

る。精度管理費＝{（直接人件費）＋（機械経費・材料費）}×精度管理費係数（0.07） 

５ 中間打合せの回数は１回を標準とし、必要に応じて打合せ回数を増減する。 

６ 改良山成工については、ほ場周辺における施設等（道路・排水路等）の測量や作図等が必要な場合、ほ場

面積に加算すること。ただし、小排水路（附帯明渠）測量を別途計上する範囲については、ほ場面積に加算

しないこと。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

 

字句の削除 
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〔７〕航空レーザ測量 
 

１ 航空レーザ測量の積算方式 

１－１ 計測計画 

【省略】 

１－２ 運航 

１－２－１ 運航時間 

（１）空輸時間 

航空機を常駐し管理している飛行場（以下、「本拠飛行場」という。）が、計測地にできるだけ近

く選定した計測飛行場（以下「計測飛行場」という。「〔３〕空中写真測量 １ 撮影の積算方式 （表

－２）参照*１」でない場合に、本拠飛行場から計測飛行場まで航空機を空輸する時間（往復）であ

って、次式により算定する。また、この空輸した先の計測飛行場を前進飛行場という。 

空輸時間＝ 

〔前進飛行場迄の往復直線距離(㎞) *１〕 
＋〔離着陸時間(ｈ)*３〕×２････････① 

空輸運航速度*２ 

空輸運航速度*２  

   ＊１ 計測飛行場までの往復直線距離は、「〔３〕 空中写真測量 １ 撮影の積算方式 （表－

２）」を参照。ただし、表に掲載されていない区間については、「〔３〕 空中写真測量 ５ 作

業計画の考え方 ５－３ 撮影の計画 図５－13」の経緯度を用いて直線距離を計算する。 

なお、数値は１の位を四捨五入（10 ㎞単位）とする。前進飛行場が複数の場合にあっては

前進飛行場間の直線距離も含む。 

   ＊２ 250 ㎞／ｈとする。 

   ＊３ 片道の離着陸時間を 0.5 時間とする。 

【省略】 

（２）計測運航時間 

【省略】 

Ａ．計測飛行場・計測地間往復時間 

計測飛行場・計測地間往復時間の算定にあたっては、判定式②－１式により近距離または遠距離の

判定を行う。 

 

 

 

a（㎞）≦Ｃ・Ｈ（㎞）を近距離、a（㎞）＞Ｃ・Ｈ（㎞）を遠距離とする。 

     ＊１ 計測飛行場・計測地間往復直線距離は小数点以下四捨五入（㎞単位）する。 

＊２ Ｃ＝35 とする。 

     ＊３ 計測高度は、計測基準面（計測地の最高地点と最低地点の平均標高値）に計測地の対 

地高度（1,500ｍを標準とする）を加えた値とする。 

【省略】 

 

 

〔７〕航空レーザ測量 
 

１ 航空レーザ測量の積算方式 

１－１ 計測計画 

【省略】 

１－２ 運航 

１－２－１ 運航時間 

（１）空輸時間 

航空機を常駐し管理している飛行場（以下、「本拠飛行場」という。）が、計測地にできるだけ近

く選定した計測飛行場（以下「計測飛行場」という。「〔３〕空中写真測量 １ 撮影の積算方式 （表

－２）参照*１」でない場合に、本拠飛行場から計測飛行場まで航空機を空輸する時間（往復）であ

って、次式により算定する。また、この空輸した先の計測飛行場を前進飛行場という。 

空輸時間＝ 
〔計測飛行場迄の往復直線距離(㎞) *１〕 ＋〔離着陸時間(ｈ)*３〕×２････････① 

空輸運航速度*２  

   ＊１ 計測飛行場までの往復直線距離は、「〔３〕 空中写真測量 １ 撮影の積算方式 （表－

２）」を参照。ただし、表に掲載されていない区間については、「〔３〕 空中写真測量 ５ 作

業計画の考え方 ５－３ 撮影の計画 図５－13」の経緯度を用いて直線距離を計算する。 

なお、数値は１の位を四捨五入（10 ㎞単位）とする。前進飛行場が複数の場合にあっては

前進飛行場間の直線距離も含む。 

   ＊２ 250 ㎞／ｈとする。 

   ＊３ 片道の離着陸時間を 0.5 時間とする。 

【省略】 

（２）計測運航時間 

【省略】 

Ａ．計測飛行場・計測地間往復時間 

計測飛行場・計測地間往復時間の算定にあたっては、判定式②－１式により近距離または遠距離の

判定を行う。 

 

 

 

a（㎞）≦Ｃ・Ｈ（㎞）を近距離、a（㎞）＞Ｃ・Ｈ（㎞）を遠距離とする。 

     ＊１ 計測飛行場・計測地間往復直線距離は小数点以下四捨五入（㎞単位）する。 

＊１ Ｃ＝35 とする。 

     ＊２ 計測高度は、計測基準面（計測地の最高地点と最低地点の平均標高値）に計測地の対 

地高度（1,500ｍを標準とする）を加えた値とする。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

字句の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号、字句の追加 

番号の改正 

〃 

 

計測飛行場・計測地間 

＝機種別係数*１（Ｃ）×計測高度*２ Ｈ（㎞）･････････②－1 

往復直線距離 a（㎞） 

計測飛行場・計測地間 

＝機種別係数*１（Ｃ）×計測高度*２ Ｈ（㎞）･････････②－1 

往復直線距離 a（㎞） 
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１－12 旅費交通費 

撮影・計測に関する者の往復交通費は、本拠飛行場から前進飛行場までとする。操縦及び整備に関

する者の往復交通費は計上しない。 

前進飛行場を利用する場合は、操縦士、整備士各１名につき、２日分の基準日額、旅行雑費及び１

日分の宿泊雑費、宿泊料、撮影士１名につき、本拠飛行場～前進飛行場（前進飛行場）までの陸路に

よる１往復分の運賃、２日分の基準日額、旅行雑費及び１日分の宿泊雑費、宿泊料を計上するものと

する。 

【省略】 

３ 作業計画の考え方 

３－１ 航空レーザ測量の工程 

【省略】 

３－２ 作業工程の計画 

３－２－１ 各作業工程の検討 

計画を立てる場合の基本的条件として、次の事項を検討する。 

（１）成果データの使用目的 

【省略】 

（８）レーザ測距装置 

使用するレーザ測距装置の性能は、公共測量作業規程第 549 条で定められている。 

（９）GNSS／IMU 装置 

使用する GNSS／IMU 装置の性能は、公共測量作業規程第 549 条で定められている。 

（10）標高値内挿補間法 

グリッドデータへの標高値内挿補間法は、公共測量作業規程第 571 条で定められている。 

３－３ 計測の計画 

３－３－１ 計測諸元の決定 

（１）飛行方向及び飛行直交方向の標準的取得点間距離 

公共測量作業規程第 545 条及び第 573 条で定められている値を満たすよう設定する。 

（２）コース間重複度 

公共測量作業規程第 545 条に定めるところにより 30％を標準とする。 

【省略】 

 

１－12 旅費交通費 

撮影・計測に関する者の往復交通費は、本拠飛行場から前進飛行場までとする。操縦及び整備に関

する者の往復交通費は計上しない。 

前進飛行場を利用する場合は、操縦士、整備士各１名につき、２日分の基準日額、旅行雑費及び１

日分の宿泊雑費、宿泊料、撮影士１名につき、本拠飛行場～計測飛行場（前進飛行場）までの陸路に

よる１往復分の運賃、２日分の基準日額、旅行雑費及び１日分の宿泊雑費、宿泊料を計上するものと

する。 

【省略】 

３ 作業計画の考え方 

３－１ 航空レーザ測量の工程 

【省略】 

３－２ 作業工程の計画 

３－２－１ 各作業工程の検討 

計画を立てる場合の基本的条件として、次の事項を検討する。 

（１）成果データの使用目的 

【省略】 

（８）レーザ測距装置 

使用するレーザ測距装置の性能は、公共測量作業規程第 542 条で定められている。 

（９）GNSS／IMU 装置 

使用する GNSS／IMU 装置の性能は、公共測量作業規程第 542 条で定められている。 

（10）標高値内挿補間法 

グリッドデータへの標高値内挿補間法は、公共測量作業規程第 564 条で定められている。 

３－３ 計測の計画 

３－３－１ 計測諸元の決定 

（１）飛行方向及び飛行直交方向の標準的取得点間距離 

公共測量作業規程第 538 条及び第 566 条で定められている値を満たすよう設定する。 

（２）コース間重複度 

公共測量作業規程第 538 条に定めるところにより 30％を標準とする。 

【省略】 
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字句の改正 
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４ 機械経費等 

４－１ 機械経費、通信運搬費等、材料費 

（１）測量業務標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合 

作業 作業名 
機械経費

率 

通信運搬

費等率 
材料費率 

4-2-1 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 全体計画 1.0％ 0.0％ 0.0％ 

4-2-2 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 計測計画 10.0％ 0.0％ 5.0％ 

4-2-3 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 総運航    

4-2-4 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 計測    

4-2-5 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 滞留 0.0％ 1.5％ 0.0％ 

4-2-6 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 調整点の設置 32.5％ 0.0％ 1.0％ 

4-2-7 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 点群データ及び

オリジナルデータ作成 
11.0％ 0.0％ 0.0％ 

4-2-8 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 グラウンドデー

タ作成 
12.0％ 0.0％ 0.5％ 

4-2-9 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 グリッド（標高）

データ作成 
11.5％ 0.0％ 0.0％ 

4-2-10 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 等高線データ作

成 
11.0％ 0.0％ 0.0％ 

4-2-11 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 成果データファ

イルの作成 
10.5％ 0.0％ 2.0％ 

【省略】 

 

４ 機械経費等 

４－１ 機械経費、通信運搬費等、材料費 

（１）測量業務標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合 

作業 作業名 
機械経費

率 

通信運搬

費等率 
材料費率 

4-2-1 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 全体計画 1.0％ 0.0％ 0.0％ 

4-2-2 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 計測計画 9.5％ 0.0％ 5.0％ 

4-2-3 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 総運航    

4-2-4 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 計測    

4-2-5 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 滞留 0.0％ 1.5％ 0.0％ 

4-2-6 航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 調整点の設置 29.5％ 0.0％ 1.0％ 

4-2-7 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 点群データ及び

オリジナルデータ作成 
11.0％ 0.0％ 0.0％ 

4-2-8 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 グラウンドデー

タ作成 
11.5％ 0.0％ 0.5％ 

4-2-9 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 グリッド（標高）

データ作成 
11.5％ 0.0％ 0.0％ 

4-2-10 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 等高線データ作

成 
11.0％ 0.0％ 0.0％ 

4-2-11 
航空レーザ測量 数値図化 レベル 1,000 成果データファ

イルの作成 
10.5％ 0.0％ 2.0％ 

【省略】 
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新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 33 - 

〔８〕地理情報システムデータ作成 

 

１ 一般事項 

【省略】 

 

２ 標準歩掛 

【省略】 

２－３ 点的施設データ作成 

点的施設についてデータを作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         必要に応じて計上する項目 

 

作業項目 作業内容 

資料収集・整理 発注者が貸与する資料をもとに、ＧＩＳによるデータ作成を行うための作業

計画を策定する。データ入力用の素図の作成及びデータ化する既存図面の整

理を行う。 

背景地図画像データ作成 背景地図として大縮尺地図をスキャニングし既存のオルソ画像に重ね、、矩

形４点での幾何補正を行う。 

ポイントデータ作図 必要に応じて面工種、線工種と同様にＧＩＳデータを作成する。 

属性データ入力 点的施設の情報として、発注者から貸与されたフォーマットの指定された項

目を入力し、ポイントデータと関連付ける。 

 

２－３－１ 資料収集・整理 

２－１－１ 資料収集・整理による。 

 

２－３－２ 背景地図画像データ作成（スキャニング・幾何補正） 

２－１－２ 背景地図画像データ作成（スキャニング・幾何補正）による 

 

〔８〕地理情報システムデータ作成 

 

１ 一般事項 

【省略】 

 

２ 標準歩掛 

【省略】 

２－３ 点的施設データ作成 

点的施設についてデータを作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         必要に応じて計上する項目 

 

作業項目 作業内容 

資料収集・整理 発注者が貸与する資料をもとに、ＧＩＳによるデータ作成を行うための作業

計画を策定する。データ入力用の素図の作成及びデータ化する既存図面の整

理を行う。 

背景地図画像データ作成 背景地図として大縮尺地図をスキャニングし既存のオルソ画像に重ね、、矩

形４点での幾何補正を行う。 

ポイントデータ作成 必要に応じて面工種、線工種と同様にＧＩＳデータを作成する。 

属性データ入力 点的施設の情報として、発注者から貸与されたフォーマットの指定された項

目を入力し、ポイントデータと関連付ける。 

 

２－３－１ 資料収集・整理 

２－１－１ 資料収集・整理による。 

 

２－３－２ 背景地図画像データ作成（スキャニング・幾何補正） 

２－１－２ 背景地図画像データ作成（スキャニング・幾何補正）による 
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２－３－３ ポイントデータ作図 

直接作業費 

 1,000 箇所当り歩掛 備考 

直接作業費 

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 

ポイントデータ作図  1.0 3.0 4.0  

注） 線工種と密接な点的施設については、線工種のラインデータ作図に含まれるものとする。 

 

２－３－４ 属性データ入力 

２－１－４ 属性データ入力による 

 

２－３－３ ポイントデータ作成 

直接作業費 

 1,000 箇所当り歩掛 備考 

直接作業費 

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 

ポイントデータ作成  1.0 3.0 4.0  

注） 線工種と密接な点的施設については、線工種のラインデータ作図に含まれるものとする。 

 

２－３－４ 属性データ入力 

２－１－４ 属性データ入力による 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

表内、字句の改正 

 



 

土地改良事業等に係る調査測量設計業務 

の価格積算要領 

新 旧 対 照 表 
 

 

 

地質・土質調査編 

 

〔２〕 地質調査市場単価 

〔３〕 地質調査標準歩掛 

〔４〕 地質調査参考資料と運用 

 

 

 

平成２年３月１５日 設計第４４１号農政部長通知の一部改正 

（積算基準日 令和７年１２月１９日以降適用） 



 

（空白） 
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〔２〕地質調査市場単価 

 

１ 機械ボーリング（土質ボーリング・岩盤ボーリング） 

【省略】 

 

３ サウンディング及び原位置試験 

３－１ 適用範囲 

【省略】 

３－５ 日当り作業量 

日当り作業量は下表を標準とする。 

表３－３ サウンディング及び原位置試験の日当たり作業量 

種別・規格 単位 日当り作業量 

標準貫入試験 

粘性土・シルト 回 16.0 

砂・砂質土 〃 14.0 

礫混じり土砂 〃 11.0 

玉石混じり土砂 〃 9.0 

固結シルト・固結粘土 〃 12.0 

軟岩 〃 11.0 

孔内載荷試験 

（プレッシャーメータ試験・

ボアホールジャッキ試験） 

普通載荷（2.5MN／㎡以下） ＧＬ-50ｍ以内 〃 3.0 

中圧載荷（2.5～10MN／㎡） ＧＬ-50ｍ以内 〃 2.0 

高圧載荷（10～20MN／㎡）  ＧＬ-50ｍ以内 〃 2.0 

現場透水試験 

オーガー法  ＧＬ-10ｍ以内 〃 2.0 

ケーシング法 ＧＬ-10ｍ以内 〃 2.0 

一重管式   ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0 

二重管式   ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0 

揚水法    ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0 

スクリューウエイト貫入試験

（旧スウェーデン式サウンデ

ィング試験） 

ＧＬ-10ｍ以内  Ｎ値４以内 ｍ 22.0 

機械式コーン（オランダ式二

重管コーン）貫入試験 

20kN    ＧＬ-30ｍ以内 〃 12.0 

100kN   ＧＬ-30ｍ以内 〃 11.0 

ポータブルコーン貫入試験 
単管式   ＧＬ-５ｍ以内 〃 25.0 

二重管式  ＧＬ-５ｍ以内 〃 15.0 

注）工期算定等に当っては、作業条件による補正は行わない。 

【省略】 

〔２〕地質調査市場単価 

 

１ 機械ボーリング（土質ボーリング・岩盤ボーリング） 

【省略】 

 

３ サウンディング及び原位置試験 

３－１ 適用範囲 

【省略】 

３－５ 日当り作業量 

日当り作業量は下表を標準とする。 

表３－３ サウンディング及び原位置試験の日当たり作業量 

種別・規格 単位 日当り作業量 

標準貫入試験 

粘性土・シルト 回 12.0 

砂・砂質土 〃 10.0 

礫混じり土砂 〃 8.0 

玉石混じり土砂 〃 7.0 

固結シルト・固結粘土 〃 7.0 

軟岩 〃 7.0 

孔内載荷試験 

（プレッシャーメータ試験・

ボアホールジャッキ試験） 

普通載荷（2.5MN／㎡以下） ＧＬ-50ｍ以内 〃 3.0 

中圧載荷（2.5～10MN／㎡） ＧＬ-50ｍ以内 〃 2.0 

高圧載荷（10～20MN／㎡）  ＧＬ-50ｍ以内 〃 2.0 

現場透水試験 

オーガー法  ＧＬ-10ｍ以内 〃 2.0 

ケーシング法 ＧＬ-10ｍ以内 〃 2.0 

一重管式   ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0 

二重管式   ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0 

揚水法    ＧＬ-20ｍ以内 〃 1.0 

スクリューウエイト貫入試験

（旧スウェーデン式サウンデ

ィング試験） 

ＧＬ-10ｍ以内  Ｎ値４以内 ｍ 22.0 

機械式コーン（オランダ式二

重管コーン）貫入試験 

20kN    ＧＬ-30ｍ以内 〃 12.0 

100kN   ＧＬ-30ｍ以内 〃 11.0 

ポータブルコーン貫入試験 
単管式   ＧＬ-５ｍ以内 〃 25.0 

二重管式  ＧＬ-５ｍ以内 〃 15.0 

注）工期算定等に当っては、作業条件による補正は行わない。 

【省略】 
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６ その他間接調査費 

６－１ 適用範囲 

その他間接調査費は、市場単価方式による地質調査に適用する。 

６－１－１ 市場単価が適用できる範囲 

その他間接調査費は、間接調査費のうち、準備及び跡片付け、搬入路伐採等、環境保全、調査孔閉

塞、給水費（ポンプ運転）とする。現場条件等により、給水に係る運搬が必要な場合は別途計上する。

また、試掘、舗装復旧、ボーリング泥水処理が必要な場合は別途計上する。 

６－２ 編成人員 

滞在費を算出するためのその他の間接調査費１業務あるいは１箇所当たりの編成人員は次表を標準と

する。 

職種 

工種 
地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員 

準備及び跡片付け 1.0 1.0 0.5 

搬 入 路 伐 採 等  0.5 1.0 

環境保全（仮囲い）  1.0 1.0 

調 査 孔 閉 塞  1.0 1.0 

【省略】 

６－５ 日当り作業量 

日当り作業量は下表を標準とする。 

表６－３ その他間接調査費の日当り作業量 

種別・規格 単位 日当り作業量 

準 備 及 び 跡 片 付 け  業務 1.0 

搬 入 路 伐 採 等  ｍ 223.0 

環 境 保 全 仮囲い 箇所 8.0 

調 査 孔 閉 塞  〃 9.0 

【省略】 

６ その他間接調査費 

６－１ 適用範囲 

その他間接調査費は、市場単価方式による地質調査に適用する。 

６－１－１ 市場単価が適用できる範囲 

その他間接調査費は、間接調査費のうち、準備及び跡片付け、搬入路伐採等、環境保全、調査孔閉

塞、給水費（ポンプ運転）とする。現場条件等により、給水に係る運搬が必要な場合は別途計上する。

また、試掘、舗装復旧、ボーリング泥水処理が必要な場合は別途計上する。 

６－２ 編成人員 

滞在費を算出するためのその他の間接調査費１業務あるいは１箇所当たりの編成人員は次表を標準と

する。 

職種 

工種 
地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員 

準備及び跡片付け 1.0 1.0 0.5 

搬 入 路 伐 採 等  0.5 1.0 

環境保全（仮囲い）  1.0 1.0 

                            

【省略】 

６－５ 日当り作業量 

日当り作業量は下表を標準とする。 

表６－３ その他間接調査費の日当り作業量 

種別・規格 単位 日当り作業量 

準 備 及 び 跡 片 付 け  業務 1.0 

搬 入 路 伐 採 等  ｍ 166.0 

環 境 保 全 仮囲い 箇所 2.0 

調 査 孔 閉 塞  〃 9.0 

【省略】 
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〔３〕地質調査標準歩掛 

 

１ 弾性波探査業務 

【省略】 

 

２ 軟弱地盤技術解析 

２－１ 軟弱地盤技術解析積算基準 

２－１－１ 適用範囲 

【省略】 

２－２ 軟弱地盤技術解析業務 

２－２－１ 標準歩掛 

この歩掛は道路、河川関係の軟弱地盤技術解析に適用する。 

 職 種 直接人件費(人) 

工 種   （細 別） 単位 

主 任 

技術者 
技師長 

主 任

技 師 

技師

（Ａ） 

技師

（Ｂ） 

技師

（Ｃ） 
技術員 

解析計画 人/業務 1.1 － 1.6 2.1 1.3 0.7 0.8 

現地踏査 人/業務 － － 1.9 1.8 1.6 0.8  － 

現
況
地
盤
解
析 

※地 盤 破 壊 円弧すべり 人/断面 － － 1.4 2.1 2.7 3.4 2.7 

※地 盤 変 形 簡便法 人/断面 － － 1.4 2.1 1.3 0.7 2.7 

※地 盤 圧 密 一次元解析 人/断面 － － 1.4 2.1 2.7 2.1 2.6 

※地盤液状化 簡便法 人/断面 － － 1.4 2.7 2.1 1.4 3.3 

検討対策工法の選定 人/業務 － 0.9 1.9 2.5 2.1 0.7 1.6 

対
策
後
地
盤
解
析 

※地 盤 破 壊 円弧すべり 人/断面 －  1.9 1.9 2.5 3.0 3.0 

※地 盤 変 形 簡便法 人/断面 －  1.9 1.9 1.8 1.3 3.0 

※地 盤 圧 密 一次元解析 人/断面 －  1.9 1.9 1.8 2.5 1.8 

※地盤液状化 簡便法 人/断面 －  1.9 3.1 1.9 1.8 3.0 

最適工法の決定 人/業務 － 0.8 1.8 1.8 1.3 1.2 0.9 

照査 人/業務 － 1.3 1.7 1.4 0.7 － － 

【省略】 

〔３〕地質調査標準歩掛 

 

１ 弾性波探査業務 

【省略】 

 

２ 軟弱地盤技術解析 

２－１ 軟弱地盤技術解析積算基準 

２－１－１ 適用範囲 

【省略】 

２－２ 軟弱地盤技術解析業務 

２－２－１ 標準歩掛 

この歩掛は道路、河川関係の軟弱地盤技術解析に適用する。 

 職 種 直接人件費(人) 

工 種   （細 別） 単位 

主 任 

技術者 
技師長 

主 任

技 師 

技師

（Ａ） 

技師

（Ｂ） 

技師

（Ｃ） 
技術員 

解析計画 人/業務 1.5 － 1.5 2.0 1.0 0.5 0.5 

現地踏査 人/業務 － － 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 

現
況
地
盤
解
析 

※地 盤 破 壊 円弧すべり 人/断面 － － 1.0 1.5 2.0 2.5 2.0 

※地 盤 変 形 簡便法 人/断面 － － 1.0 1.5 1.0 0.5 2.0 

※地 盤 圧 密 一次元解析 人/断面 － － 1.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

※地盤液状化 簡便法 人/断面 － － 1.0 2.0 1.5 1.0 2.5 

検討対策工法の選定 人/業務 － 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 

対
策
後
地
盤
解
析 

※地 盤 破 壊 円弧すべり 人/断面 －  1.5 1.5 2.0 2.5 2.5 

※地 盤 変 形 簡便法 人/断面 －  1.5 1.5 1.5 1.0 2.5 

※地 盤 圧 密 一次元解析 人/断面 －  1.5 1.5 1.5 2.0 1.5 

※地盤液状化 簡便法 人/断面 －  1.5 2.5 1.5 1.5 2.5 

最適工法の決定 人/業務 － 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 

照査 人/業務 － 1.5 1.5 1.0 1.0 － － 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表内、数値の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
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７ 地質概査 

７－１ 適用範囲及び条件 

【省略】 

７－３ 現地調査 

（１㎢当り） 

区 分 名 称 単位 
縮尺（調査精度） 

1／1,000 1／2,500 1／5,000 1／10,000 1／50,000 

直接人件費 

主 任 技 師 人 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 

技師（Ｂ） 人 6.0 4.0 3.0 1.5 0.4 

技師（Ｃ） 人 7.0 6.0 3.5 2.0 0.4 

注）１ 現地調査は普通山地を標準としたもので、丘陵地は上記の 30％減、急峻山地は上記の 30％増し実態により補

正する。 

  ２ 地形の区分は次のとおりとする。 

     丘 陵 地･･････地形傾斜平均 20°以下のゆるやかな起伏のある地形 

     普通山地･･････地形勾配平均 20°～30°程度の山地 

     急峻山地･･････地形傾斜平均 30°以上で時には命綱など使用する必要のある丘虜崚な山地 

  ３ 現地調査には、地質、災害、気象等の資料収集も含まれる。 

  ４ 班編成は、１パーティ当り主任技師１人、技師（Ｂ）２人、技師（Ｃ）３人とする。 

  ５ 交通費は別途計上すること。 

【省略】 

７ 地質概査 

７－１ 適用範囲及び条件 

【省略】 

７－３ 現地調査 

（１㎢当り） 

区 分 名 称 単位 
縮尺（調査精度） 

1／1,000 1／2,500 1／5,000 1／10,000 1／50,000 

直接人件費 

主 任 技 師 人 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 

技師（Ｂ） 人 6.0 4.0 3.0 1.5 0.4 

技師（Ｃ） 人 7.0 6.0 3.5 2.0 0.4 

注）１ 現地調査は普通山地を標準としたもので、丘陵地は上記の 30％減、急峻山地は上記の 30％増し実態により補

正する。 

  ２ 地形の区分は次のとおりとする。 

     丘 陵 地･･････地形傾斜平均 20°以下のゆるやかな起伏のある地形 

     普通山地･･････地形勾配平均 20°～30°程度の山地 

     急峻山地･･････地形傾斜平均 30°以上で時には命綱など使用する必要のある丘虜崚な山地 

  ３ 現地調査には、地質、災害、気象等の資料収集も含まれる。 

  ４ 班編成は、１パーティ当り主任技師１人、技師（Ｂ）２人、技師（Ｃ）３人とする。 

                  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

字句の追加 
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〔４〕地質調査参考資料と運用 

 

１ 地質調査参考資料 

１－１ 地質調査業務の構成 

【省略】 

 

２ 軟弱地盤技術解析 

２－１ 軟弱地盤技術解析積算基準 

【省略】 

調査目的 ボーリング深度 地質調査 土質試験 

① 

【独立した基礎】 

地層分布の確認、支持

力、沈下、水平抵抗の確

認。 

杭基礎の場合、杭種によ

っては腐食性調査。 

水圧測定等を行う。 

その位置の圧力が積荷重（荷重によ

る知面の圧力）の 10％になる深さ

まで。 

岩が浅い所では基礎の最も低い面

より 10ｍ以上の深さにするのが普

通である。 

ボーリング、標準貫

入試験、乱さない試

料の採取。砂、礫層

が支持層となる場

合は、載荷試験、深

層載荷試験、Ｋ値測

定、腐食性調査、間

隙水圧測定を行う

場合もある。 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験、圧密試験。 

 

 

 

 

 

 

 

② 

【斜面安定】 

地層分布の推定。 

せん断力の決定。 

水位の確認。 

仮想すべり面の通る位置まで、固い

地層まで、地形からみてそこまでは

すべり面が到達しないであろうと

思われる深さまで。 

ボーリング、サウン

ディングで補足、標

準貫入試験、乱さな

い試料採取。 

 

 

 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験（地盤改良または盛

土荷重による強度増加を見込

む場合は qc）、圧密試験、土質

の分布状態の把握は特に重要

となるので、土質試験は数多く

実施されるのが普通。 

③ 

【深い根切り】 

地層分布の推定。 

せん断力の決定。 

水の確認とクイックサ

ンド及びヒービング。 

土圧の決定。 

狭い根切りの場合、底幅の 0.75～

１倍の深さ。 

根切りが地下水面上で、良質土の場

合、1.2～2.4ｍの深さまで。 

根切り底が地下水面下にある場合

には透水層の位置と厚さを調査す

ること。 

ボーリング、標準貫

入試験、現場透水試

験または揚水試験、

乱さない試料採取、

地下水位と水頭の

測定。 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験、砂質土については

室内透水試験を行う場合もあ

る。 

④ 

【高盛土】 

地層分布の確認。 

せん断力の決定。 

圧密特性の判定。 

比較的均一な地層では、法面の水平

方向の長さの 0.50～1.75 倍の深さ

まで。 

不規則なあるいは深い軟弱層があ

る場合には、固い地層までボーリン

グをすること。 

②と同じ ②と同じ 

⑤ 

【ダムならびに止水構

造物】 

地層分布の確認。 

支持力と沈下の判定。 

透水性の確認。 

比較的均一な地層ではアースダム

の外幅の 0.50、または小さなコン

クリートダムの高さの 1.5 倍の深

さ。 

堅硬で不透水性の層が以下連続し

ているとわかっている場合には、こ

の層の中へ３～６ｍボーリングし

て停止する。 

ボーリング、サウン

ディング、標準貫入

試験、乱さない試料

の採取、透水試験ま

たは揚水試験。 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験（場合によっては qc

テスト）、圧密試験、透水試験。 

⑥ 

【道路等】 

地層分布の確認。 

ＣＢＲ、Ｋ値の判定 

せん断力の判定。 

圧密沈下と時間の判定。 

水位の確認。 

切土部では舗装の表面から２ｍの

深さまでオーガーボーリングをす

る。 

また低い盛土ではもとの地盤面下

1.8ｍまで。 

高盛土、深い切土では上記の注意と

同じ。 

ボーリング、サウン

ディング、標準貫入

試験、乱さない資料

の採取、ＣＢＲ試験

及び載荷試験。 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験（場合によっては qc

テスト）、圧密試験、ＣＢＲ試

験。 

【省略】 

〔４〕地質調査参考資料と運用 

 

１ 地質調査参考資料 

１－１ 地質調査業務の構成 

【省略】 

 

２ 軟弱地盤技術解析 

２－１ 軟弱地盤技術解析積算基準 

【省略】 

調査目的 ボーリング深度 地質調査 土質試験 

① 

独立したフーチングが

近距離に造られる大規

模な建造物…… 

地層分布の確認。 

支持力、沈下、水平抵抗

の確認。 

杭基礎の場合、杭種によ

っては腐食性調査。水圧

測定等を行う。 

独立フーチングの組合わせた荷重

による地中応力の増加を計算する。

そしてその増加応力がその位置の

有効土破り圧力の 10％以下の大き

さになる深さまでボーリングする。

岩が浅いところにない場合には少

なくとも 10ｍ以上の深さにするの

が普通である。 

ボーリング、標準貫

入試験、乱さない試

料の採取。砂、礫層

が支持層となる場

合は載荷試験、深層

載荷試験、Ｋ値測

定、腐食性調査、間

隙水圧測定を行う

場合もある。 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験、圧密試験。 

 

 

 

 

 

 

 

② 

独立した基礎…… 

 

①と同じ 

その位置の圧力が載荷重（荷重によ

る地面の圧力）の 10％になる深さ

まで。岩が浅い所では基礎のもっと

も低い面より 10ｍ以上の深さにす

るのが普通である。 

①と同じ ①と同じ 

③ 

延長の長い岸壁…… 

地層分布の推定。 

矢板、杭等の根入れの決

定。 

滑りに対する安定。 

圧密沈下の推定。 

支持力の判定。 

しゅんせつする海岸から岸壁の高

さの 3／4ないし 1.5倍の深さまで。

さらに深い層を通るすべり面です

べる可能性がある場合には、チェッ

クのために固い層まで達するボー

リングをすること。 

 

ボーリング、サウン

ディングで補足、標

準貫入試験、乱さな

い試料採取。 

 

 

 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験（地盤改良または盛

土荷重による強度増加を見込

む場合は qc）、圧密試験、土質

の分布状態の把握は特に重要

となるので、土質試験は数多く

実施されるのが普通である。 

④ 

斜面安定…… 

地層分布の推定。 

せん断力の決定。 

水位の確認。 

仮想すべり面の通る位置まで、固い

地層まで、地形からみてそこまでは

すべり面が到達しないであろうと

思われる深さまで。 

同 上 同 上 

⑤ 

深い根切り…… 

地層分布の推定。 

せん断力の決定。 

水の確認とクイックサ

ンド及びヒービング。 

土圧の決定。 

狭い根切りの場合、底幅の 0.75 な

いし１倍の深さ。 

根切りが地下水面上で、良質土の場

合、1.2～2.4ｍの深さまで。根切り

底が地下水面下にある場合には透

水層の位置と厚さを調査すること。 

ボーリング、標準貫

入試験、現場透水試

験または揚水試験、

乱さない試料採取、

地下水位と水頭の

測定。 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験、砂質土については

室内透水試験を行う場合もあ

る。 

⑥ 

高盛土…… 

地層分布の確認。 

せん断力の決定。 

圧密特性の判定。 

比較的均一な地層では、法面の水平

方向の長さの 0.5 ないし 1.75 倍の

深さまで。 

不規則なあるいは深い軟弱層があ

る場合には、固い地層までボーリン

グをすること。 

③、④と同じ ③、④と同じ 

⑦ 

ダムならびに止水構造

物…… 

地層分布の確認。 

支持力と沈下の判定。 

透水性の確認。 

比較的均一な地層ではアースダム

の外幅の 0.5、または小さなコンク

リートダムの高さの 1.5倍の深さ。 

堅硬で不透水性の層が以下連続し

ているとわかっている場合には、こ

の層の中へ３～６ｍボーリングし

て停止する。 

ボーリング、サウン

ディング、標準貫入

試験、乱さない試料

の採取、透水試験ま

たは揚水試験。 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験（場合によっては qc

テスト）、圧密試験、透水試験。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の改正 
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⑧ 

道路、鉄道、飛行場…… 

地層分布の確認。 

ＣＢＲ、Ｋ値の判定 

せん断力の判定。 

圧密沈下と時間の判定。 

水位の確認。 

切土部では舗装の表面から２ｍの

深さまでオーガーボーリングをす

る。 

また低い盛土ではもとの地盤面下

1.8ｍまで。高盛土、深い切土では

上記の注意と同じ。 

ボーリング、サウン

ディング、標準貫入

試験、乱さない資料

の採取、ＣＢＲ試験

及び載荷試験。 

物理的性質試験、一軸または三

軸圧縮試験（場合によっては qc

テスト）、圧密試験、ＣＢＲ試

験。 

【省略】 

 

 

 



 

土地改良事業等に係る調査測量設計業務 

の価格積算要領 

新 旧 対 照 表 
 

設 計 編 

 

〔１〕 設計業務の価格積算基準 

〔５〕 農 道 

〔12〕 調査計画設計 

〔15〕 建築設計業務等積算基準 

 

 
 

 

平成２年３月１５日 設計第４４１号農政部長通知の一部改正 

（積算基準日 令和７年１２月１９日以降適用） 

  



 

 

（空白） 
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〔１〕設計業務の価格積算基準 

 

第１ 適用範囲 

【省略】 

 

第５ 旅費積算基準 

旅費、交通費は業務のために、技術者が最寄りの積算起点から現地までの往復に要する費用、及び

現地等に滞在する費用とする。 

１ 旅費・交通費の積算起点 

【省略】 

３ 旅費・交通費の積算 

連絡車（ライトバン）による日帰旅費（旅行雑費）、鉄道等による行程（往復）100㎞ 未満の日帰旅

費（旅行雑費）、行程（往復）４㎞ 未満の交通費実費（鉄道運賃等）は計上しないものとする。 

１）打合せ等 

打合せ等のため最寄りの積算起点から設計協議の当該事務所等までの間を往復する費用として、

その基準は下記による。 

ア 往復は連絡車（ライトバン）を利用しての日帰りを原則とする。 

【省略】 

ウ 打合せ等は歩掛に特に定めがない場合は次表を標準とする。 

        

区分 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 備考 

第 1回打合せ 0.5 0.5 0.5  （対面） 

中間打合せ 0.5 0.5 0.5  １回当り（対面） 

成果品納入時 0.5 0.5 0.5  （対面） 

関係機関打合せ協議 0.5 0.5   １回当り 

備考 １．打合せ，関係機関打合せ協議（道路・河川管理者、JR等）には，打合せ議事録の作成時間及び移動時間を含

むものとする。 

２．打合せ，関係機関打合せ協議には，電話及び電子メールによる確認等に要した作業時間を含むものとする。 

３．中間打合せの回数は，各業務によるものとし，各業務に記載が無い場合は必要回数（３回を標準）を計上す

る。 

なお，複数分野の業務を同時に発注する場合は，主たる業務の打合せ回数を適用し，それ以外の業務につ

いては，必要に応じて中間打合せ回数を計上する。 

４．関係機関打合せ協議の回数は，１機関当たり１回程度とするが，必要に応じて回数を増減する。なお，発注

者のみが直接関係機関と協議する場合は，関係機関打合せ協議を計上しない。 

 

〔１〕設計業務の価格積算基準 

 

第１ 適用範囲 

【省略】 

 

第５ 旅費積算基準 

旅費、交通費は業務のために、技術者が最寄りの積算起点から現地までの往復に要する費用、及び

現地等に滞在する費用とする。 

１ 旅費・交通費の積算起点 

【省略】 

３ 旅費・交通費の積算 

連絡車（ライトバン）による日帰旅費（旅行雑費）、鉄道等による行程（往復）100㎞ 未満の日帰旅

費（旅行雑費）、行程（往復）４㎞ 未満の交通費実費（鉄道運賃等）は計上しないものとする。 

１）打合せ等 

打合せ等のため最寄りの積算起点から設計協議の当該事務所等までの間を往復する費用として、

その基準は下記による。 

ア 往復は連絡車（ライトバン）を利用しての日帰りを原則とする。 

【省略】 

ウ 打合せ等は歩掛に特に定めがない場合は次表を標準とする。 

        

区分 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 備考 

第 1回打合せ 0.5 0.5 0.5  （対面） 

中間打合せ 0.5 0.5 0.5  １回当り（対面） 

成果品納入時 0.5 0.5 0.5  （対面） 

関係機関打合せ協議 0.5 0.5   １回当り 

備考 １．打合せ，関係機関打合せ協議（道路・河川管理者、JR等）には，打合せ議事録の作成時間及び移動時間を含

むものとする。 

２．打合せ，関係機関打合せ協議には，電話及び電子メールによる確認等に要した作業時間を含むものとする。 

３．中間打合せの回数は，各業務によるものとし，各業務に記載が無い場合は必要回数（３回を標準）を計上す

る。 

なお，複数分野の業務を同時に発注する場合は，主たる業務の打合せ回数を適用し，それ以外の業務につ

いては，必要に応じて中間打合せ回数を計上する。 

４．関係機関打合せ協議の回数は，１機関当たり１回程度とするが，必要に応じて回数を増減する。なお，発注

者のみが直接関係機関と協議する場合は，関係機関打合せ協議を計上しない。 
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                                       （単位：人／回） 

区分 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 備考 

業務確認会議 
上記第１回打合せ時以外に開催する場合は、別

途計上。 

業務着手時に、設計方針、条件

等の確認を受発注者が一同に

会して実施することにより、業

務を円滑に推進する。 

合同現地踏査 0.5  0.5  

受発注者が合同で現地踏査を

行うことにより、設計条件や施

工の留意点、関連事業事業の情

報、設計方針の明確化等、情報

共有を図る。 

照査技術者に

よる報告 
0.5    

業務の成果品納入時において、

成果品のうち照査報告書につ

いては、照査を実施した照査技

術者自身による報告を原則と

する。 

【省略】 

 

                                       （単位：人／回） 

区分 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）         

業務確認会議 
上記第１回打合せ時以外に開催する場合は、別途

計上。 

業務着手時に、設計方針、条件

等の確認を受発注者が一同に

会して実施することにより、業

務を円滑に推進する。 

合同現地踏査 0.5  0.5  

受発注者が合同で現地踏査を

行うことにより、設計条件や施

工の留意点、関連事業事業の情

報、設計方針の明確化等、情報

共有を図る。 

照査技術者に

よる報告 
0.5    

業務の成果品納入時において、

成果品のうち照査報告書につ

いては、照査を実施した照査技

術者自身による報告を原則と

する。 

【省略】 

 

 

表内、字句の追加 
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〔５〕 農 道 

 

１ 農道工事設計業務積算について 

【省略】 

 

２ 農道設計 

２－１ 一般事項 

【省略】 

２－２ 道路計画設計 

２－２－１ 適 用 

【省略】 

２－２－５ その他留意事項 

（１）協議資料等を作成する場合は別途計上する。 

【省略】 

（６）レベル２地震動による検討は別途計上する。 

【作業項目別補正】 

【農道－道路計画設計】 

（1,000ｍ当り歩掛） 
補 正 率 

作業項目 距離補正（構想・基本） （実施） 

1  現地調査 0.5ｎ＋0.5 0.5ｎ＋0.5 

2  線形計画・設計   

2-1  線形計画・設計基本方針 0.5ｎ＋0.5 0.6ｎ＋0.4 

2-2  平面計画 0.5ｎ＋0.5 0.4ｎ＋0.6 

2-3  縦横断計画 0.5ｎ＋0.5 0.6ｎ＋0.4 

2-4  構造物計画 0.5ｎ＋0.5 0.7ｎ＋0.3 

2-5  交差点計画 0.5ｎ＋0.5 0.5ｎ＋0.5 

3 土工計画設計   

3-1  縦平面図作成 ｎ 0.6ｎ＋0.4 

3-2  横断面設計図作成 ｎ 0.9ｎ＋0.1 

3-3  土積図作成 ｎ 0.9ｎ＋0.1 

3-4  土量配分計画 ｎ 0.9ｎ＋0.1 

4  舗装計画・設計図作成 0.2ｎ＋0.8 0.2ｎ＋0.8 

5  附帯構造物設計図作成 0.2ｎ＋0.8 0.8ｎ＋0.2 

6  大型構造物の計画設計・図面作成 － － 

7  排水計画、設計 0.5ｎ＋0.5 0.4ｎ＋0.6 

8  工事数量計算   

【省略】 

【省略】 

〔５〕 農 道 

 

１ 農道工事設計業務積算について 

【省略】 

 

２ 農道設計 

２－１ 一般事項 

【省略】 

２－２ 道路計画設計 

２－２－１ 適 用 

【省略】 

２－２－５ その他留意事項 

（１）協議資料等を作成する場合は別途計上する。 

【省略】 

（６）レベル２地震動による検討は別途計上する。 

【作業項目別補正】 

【農道－道路計画設計】 

（1,000ｍ当り歩掛） 
補 正 率 

作業項目 距離補正（構想・基本） （実施） 

1  現地調査 0.5ｎ＋0.5 0.5ｎ＋0.5 

2  線形計画・設計   

2-1  線形計画・設計基本方針 0.5ｎ＋0.5 0.6ｎ＋0.4 

2-2  平面計画 0.5ｎ＋0.5 0.4ｎ＋0.6 

2-3  縦横断計画 0.5ｎ＋0.5 0.7ｎ＋0.3 

2-4  構造物計画 0.5ｎ＋0.5 0.7ｎ＋0.3 

2-5  交差点計画 0.5ｎ＋0.5 0.6ｎ＋0.4 

3 土工計画設計   

3-1  縦平面図作成 ｎ 0.6ｎ＋0.4 

3-2  横断面設計図作成 ｎ 0.9ｎ＋0.1 

3-3  土積図作成 ｎ 0.9ｎ＋0.1 

3-4  土量配分計画 ｎ 0.9ｎ＋0.1 

4  舗装計画・設計図作成 0.2ｎ＋0.8 0.2ｎ＋0.8 

5  附帯構造物設計図作成 0.2ｎ＋0.8 0.7ｎ＋0.3 

6  大型構造物の計画設計・図面作成 － － 

7  排水計画、設計 0.5ｎ＋0.5 0.5ｎ＋0.5 

8  工事数量計算   

【省略】 

【省略】 
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【農道－道路計画設計】《実施設計》 １㎞当り歩掛 

特記事項及び補正 
作業項目 作業内容 

技

師

長 

主
任
技
師 

技
師
（
Ａ
） 

技
師
（
Ｂ
） 

技
師
（
Ｃ
） 

技

術

員 

1  現地調査 １／500 地形図に概定ルートを

図示し、主要構造物箇所、大盛

土、切土地点を踏査し、工法、規

模を検討する。 

0.6 1.6 1.3 1.1   

【特記】旅行日は含まない。

（旅費は別途計上する。）土

質調査は別途計上する。(外

業) 

2  線形計画・設計 

2-1  線形計画・設

計基本方針 

 

概定した線形について、総合的

に比較検討し、細部設計に資す

るとともに、作業計画を樹立す

る。 

0.5 1.7 1.3 1.1   

 

2-2  平面計画 １／500実測平面図（20ｍピッチ

測点入り）上に、車の走行に適し

たカーブ設定等、平面線形を決

定する。 

0.6 1.1 1.1 1.2   

【特記】測量は別途計上す

る。 

2-3  縦横断計画 １／500 平面図上 20ｍピッチ測

点により、走行性を勘案し、切盛

りバランスを考慮し、縦横断計

画を行う。 

 0.9 1.5 3.6   

 

2-4  構造物計画 現地条件を考慮し構造物の形式

寸法を概定する。 
 1.1 1.3 1.8   

 

2-5  交差点計画 詳細測量に基づき詳細交差点設

計を行う。 
 0.4 0.8 1.3   

【特記】二車線道路との単

純交差。 

3  土工計画設計 

3-1  縦平面図作成 

 

１／500で縦断面図、平面図を同

一紙面上に作成する。 

 0.6 0.6 1.3 1.4 5.8 

 

3-2  横断面設計図

作成 

１／100実測横断面図により、法

面の安定対策工法等を検討し、

横断面図を作成する。 

 1.4 1.4 4.2 4.2 17.9 

【特記】測量は別途計上す

る。 

3-3  土積図作成 土積図を作成する。 
   0.5 1.3 5.8 

 

3-4  土量配分計画 土量配分を行い、建設機械の組

合せ、土取場、土捨場の選定を行

う。 

 0.7 2.0 1.7   

 

4  舗装計画・設計図

作成 

詳細土質試験データにより、施

工性等を考慮し、舗装厚等の設

計を行い図面を作成する。 

 0.6 1.1 2.0 2.2 2.6 

【特記】土質試験は別途計

上する。(おおむね 200ｍ、

１箇所試験) 

5  附帯構造物設計図

作成 

工事発注の為の構造計算等、詳

細設計を行い、設計図面を作成

する。 

 0.8 0.8 2.4 2.4 10.6 

 

6  大型構造物の計画

設計・図面作成 

6-1  道路トンネル 

6-2  橋梁 

6-3  門型ラーメ

ン･箱型函渠 

6-4  擁壁 

 

 

 

    

 

 

 

【農道－道路計画設計】《実施設計》 １㎞当り歩掛 

特記事項及び補正 
作業項目 作業内容 

技

師

長 

主
任
技
師 

技
師
（
Ａ
） 

技
師
（
Ｂ
） 

技
師
（
Ｃ
） 

技

術

員 

1  現地調査 １／1,000 地形図に概定ルート

を図示し、主要構造物箇所、大盛

土、切土地点を踏査し、工法、規

模を検討する。 

0.5 1.4 1.1 1.0   

【特記】旅行日は含まない。

（旅費は別途計上する。）土

質調査は別途計上する。(外

業) 

2  線形計画・設計 

2-1  線形計画・設

計基本方針 

 

概定した線形について、総合的

に比較検討し、細部設計に資す

るとともに、作業計画を樹立す

る。 

0.5 1.7 1.3 1.1   

 

2-2  平面計画 １／1,000実測平面図（20ｍピッ

チ測点入り）上に、車の走行に適

したカーブ設定等、平面線形を

決定する。 

0.5 1.0 1.0 1.0   

【特記】測量は別途計上す

る。 

2-3  縦横断計画 １／1,000 平面図上 20ｍピッチ

測点により、走行性を勘案し、切

盛りバランスを考慮し、縦横断

計画を行う。 

 0.8 1.4 3.2   

 

2-4  構造物計画 現地条件を考慮し構造物の形式

寸法を概定する。 
 1.1 1.3 1.8   

 

2-5  交差点計画 詳細測量に基づき詳細交差点設

計を行う。 
 0.4 0.7 1.2   

【特記】二車線道路との単

純交差。 

3  土工計画設計 

3-1  縦平面図作成 

 

１／1,000で縦断面図、平面図を

同一紙面上に作成する。 

 0.6 0.6 1.3 1.4 5.8 

 

3-2  横断面設計図

作成 

１／100実測横断面図により、法

面の安定対策工法等を検討し、

横断面図を作成する。 

 1.4 1.4 4.2 4.2 17.9 

【特記】測量は別途計上す

る。 

3-3  土積図作成 土積図を作成する。 
   0.5 1.3 5.8 

 

3-4  土量配分計画 土量配分を行い、建設機械の組

合せ、土取場、土捨場の選定を行

う。 

 0.7 2.0 1.7   

 

4  舗装計画・設計図

作成 

詳細土質試験データにより、施

工性等を考慮し、舗装厚等の設

計を行い図面を作成する。 

 0.6 1.1 2.0 2.2 2.6 

【特記】土質試験は別途計

上する。(おおむね 200ｍ、

１箇所試験) 

5  附帯構造物設計図

作成 

工事発注の為の構造計算等、詳

細設計を行い、設計図面を作成

する。 

 0.8 0.8 2.4 2.4 10.7 

 

6  大型構造物の計画

設計・図面作成 

6-1  道路トンネル 

6-2  橋梁 

6-3  門型ラーメ

ン･箱型函渠 

6-4  擁壁 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句、数値の

改正 

（別途計上） 

 

（別途計上） 
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【農道－道路計画設計】《実施設計》 １㎞当り歩掛 

特記事項及び補正 
作業項目 作業内容 

技

師

長 

主
任
技
師 

技
師
（
Ａ
） 

技
師
（
Ｂ
） 

技
師
（
Ｃ
） 

技

術

員 

7  排水計画・設計 水理、構造等詳細設計を行う。 
 0.5 0.5 0.8 0.5 2.6 

 

8  工事数量計算 

8-1  土工、法面工等 

 

設計横断図により詳細数量を算

出する。 

 0.6 0.8 1.4 4.0 5.0 

 

8-2  附帯小構造物

一式 

設計図書に基づき詳細数量を算

出する。 
 0.5 0.6 1.0 2.6 3.4 

 

9  概算工事費積算 市販の物価版等を用い工種、規

模別にｍ当り、㎡当り、㎥当り、

箇所当り等の単価を作成し概算

工事費を算定する。 

 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 

 

10 施工計画 工事施工の使用機械の種類、工

程計画等基本的事項の計画を行

う。 

 0.8 1.7 1.7   

【特記】仮設計画、資材計

画、労務計画は含まない。 

11 特別仕様書作成 工事実施が可能な特別仕様書を

作成する。（工事単位毎） 
 0.2 0.5 0.5   

 

12 照査 照査計画に基づき、業務の節目

毎に照査を実施し、照査報告書

の作成を行う。 

 2.2     

 

13 点検取りまとめ 設計計算書、図面等の点検取り

まとめを行う。（報告書作成含

む。） 

0.2 0.8 1.7 2.3 1.8  

 

計 
 

1.9 16.7 19.7 30.9 21.4 54.7 
 

【省略】 

 

【農道－道路計画設計】《実施設計》 １㎞当り歩掛 

特記事項及び補正 
作業項目 作業内容 

技

師

長 

主
任
技
師 

技
師
（
Ａ
） 

技
師
（
Ｂ
） 

技
師
（
Ｃ
） 

技

術

員 

7  排水計画・設計 水理、構造等詳細設計を行う。 
 0.4 0.4 0.7 0.5 2.2 

 

8  工事数量計算 

8-1  土工、法面工等 

 

設計横断図により詳細数量を算

出する。 

 0.6 0.8 1.4 4.0 5.0 

 

8-2  附帯小構造物

一式 

設計図書に基づき詳細数量を算

出する。 
 0.5 0.6 1.0 2.6 3.4 

 

9  概算工事費積算 市販の物価版等を用い工種、規

模別にｍ当り、㎡当り、㎥当り、

箇所当り等の単価を作成し概算

工事費を算定する。 

 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 

 

10 施工計画 工事施工の使用機械の種類、工

程計画等基本的事項の計画を行

う。 

 0.8 1.7 1.7   

【特記】仮設計画、資材計

画、労務計画は含まない。 

11 特別仕様書作成 工事実施が可能な特別仕様書を

作成する。（工事単位毎） 
 0.2 0.5 0.5   

 

12 照査 照査計画に基づき、業務の節目

毎に照査を実施し、照査報告書

の作成を行う。 

 1.8     

 

13 点検取りまとめ 設計計算書、図面等の点検取り

まとめを行う。（報告書作成含

む。） 

0.2 0.8 1.7 2.3 1.8  

 

計 
 

1.7 15.8 19.1 30.0 21.4 54.4 
 

【省略】 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 6 - 

３ 農道構造物設計 

３－１ 設計区分 

【省略】 

３－２ 橋梁設計 

３－２－１ 【農道－橋梁設計】《基本設計》 

（１）適用範囲 

【省略】 

（３）標準歩掛 

（１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 2.3 2.4 4.8 7.2 4.6   

設計計算   3.6 4.8 7.2 6.9  

設計図     5.0 5.7 6.5 

概算工事費算出    1.9 4.5 6.5 5.1 

照 査  2.0 2.8 4.4    

報告書作成    1.6 2.4 2.0 1.4 

合 計 2.3 4.4 11.2 19.9 23.7 21.1 13.0 

注） 電子計算機使用料は、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

（８）現地踏査 

（１業務当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

現地踏査   1.6 1.6 1.6 0.8  

注） １業務当り最大２橋とし、それを超える場合は別途計上する。 

【省略】 

 

３ 農道構造物設計 

３－１ 設計区分 

【省略】 

３－２ 橋梁設計 

３－２－１ 【農道－橋梁設計】《基本設計》 

（１）適用範囲 

【省略】 

（３）標準歩掛 

（１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 2.0 2.1 4.4 6.2 4.9   

設計計算   3.4 4.6 7.6 6.4  

設計図     4.8 5.2 6.1 

概算工事費算出    1.7 4.7 5.8 5.3 

照 査  1.9 2.8 4.2    

報告書作成    1.5 2.2 1.6 1.3 

合 計 2.0 4.0 10.6 18.2 24.2 19.0 12.7 

注） 電子計算機使用料は、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

（８）現地踏査 

（１業務当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

現地踏査   1.3 1.6 1.8 0.9  

注） １業務当り最大２橋とし、それを超える場合は別途計上する。 

【省略】 
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３－２－２ 【農道－橋梁設計】《実施設計》 

（１）適用範囲 

【省略】 

◎下記の項目は橋梁実施設計（上部工、下部工、基礎工、架設工）１橋当りに適用するものとする。 

 

（１）座標計算 

（１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

座標計算    0.9 1.9 2.3  

 

（２）施工計画 

（１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

施工計画    3.4 5.3 6.5  

 

（３）動的照査 

   動的照査を必要とする橋梁の場合は下記歩掛を追加するものとする。 

（１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

動的照査   4.0 8.3 11.7 11.5  

  注） 本歩掛は２次元モデルを対象としている。 

【省略】 

 

 

３－２－２ 【農道－橋梁設計】《実施設計》 

（１）適用範囲 

【省略】 

◎下記の項目は橋梁実施設計（上部工、下部工、基礎工、架設工）１橋当りに適用するものとする。 

 

（１）座標計算 

（１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

座標計算    0.8 1.7 2.0  

 

（２）施工計画 

（１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

施工計画    3.0 4.1 4.5  

 

（３）動的照査 

   動的照査を必要とする橋梁の場合は下記歩掛を追加するものとする。 

（１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

動的照査   3.2 7.2 9.1 9.6  

  注） 本歩掛は２次元モデルを対象としている。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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３－２－３ 【農道－橋梁設計（コンクリート上部工）】《実施設計》 

（１）適用範囲 

【省略】 

（２）標準歩掛 

   標準歩掛は標準橋長の場合であり、他の橋長の場合は各橋長補正式により補正係数を求め、その係

数を標準歩掛に乗じるものとする。 

 

１） (ＲＣ)単純床版橋（～10ｍ）                      （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   0.5 0.5    

【省略】 

合 計   0.5 3.0 4.5 10.5 8.5 

【省略】 

 

４） (ＲＣ)３径間連続中空床版橋（25～70ｍ） 基本あり            （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   2.0 3.0    

設計計算   2.5 3.0 6.5 10.5  

設計図     10.0 13.0 14.0 

数量計算     6.0 8.5 10.0 

照 査   1.5 1.5 2.0 4.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計   6.0 8.5 25.5 37.0 24.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.673×Ｌ＋68.03（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

 

３－２－３ 【農道－橋梁設計（コンクリート上部工）】《実施設計》 

（１）適用範囲 

【省略】 

（２）標準歩掛 

   標準歩掛は標準橋長の場合であり、他の橋長の場合は各橋長補正式により補正係数を求め、その係

数を標準歩掛に乗じるものとする。 

 

１） (ＲＣ)単純床版橋（～10ｍ）                      （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   0.5 0.5    

【省略】 

合 計   0.5 3.0 4.5 10.5 8.5 

【省略】 

 

４） (ＲＣ)３径間連続中空床版橋（25～70ｍ） 基本あり            （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   2.0 3.0    

設計計算   2.5 3.0 6.5 10.5  

設計図     10.0 13.0 14.0 

数量計算     6.0 8.5 10.0 

照 査   1.5 1.5 2.0 4.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計   6.0 8.5 25.5 37.0 24.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.673×Ｌ＋68.03（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 
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５） (ＲＣ)３径間連続Ｔ桁橋（30～100ｍ） 基本あり             （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   1.5 1.5    

設計計算   2.0 3.0 5.5 10.5  

設計図     8.0 13.0 13.5 

数量計算     6.5 9.5 10.5 

照 査   1.5 2.0 3.0 6.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計   5.0 7.5 24.0 40.0 24.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.686×Ｌ＋55.41（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

６） (ＲＣ)３径間連続ラーメン橋（10～35ｍ） 基本あり            （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   3.5 4.0    

設計計算   2.0 4.0 7.5 11.0  

設計図     4.5 14.0 21.5 

数量計算     2.0 5.5 7.5 

照 査   1.5 1.0 1.0 3.5  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計   7.0 10.0 16.0 35.0 29.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.708×Ｌ＋84.07（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

５） (ＲＣ)３径間連続Ｔ桁橋（30～100ｍ） 基本あり             （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   1.5 1.5    

設計計算   2.0 3.0 5.5 10.5  

設計図     8.0 13.0 13.5 

数量計算     6.5 9.5 10.5 

照 査   1.5 2.0 3.0 6.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計   5.0 7.5 24.0 40.0 24.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.686×Ｌ＋55.41（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

６） (ＲＣ)３径間連続ラーメン橋（10～35ｍ） 基本あり            （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   3.5 4.0    

設計計算   2.0 4.0 7.5 11.0  

設計図     4.5 14.0 21.5 

数量計算     2.0 5.5 7.5 

照 査   1.5 1.0 1.0 3.5  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計   7.0 10.0 16.0 35.0 29.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.708×Ｌ＋84.07（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 
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字句の追加 
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13） (ＰＣ)３径間連結プレテンションＴ桁橋（25～85ｍ） 基本あり       （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  2.5 3.0 3.5    

設計計算   2.5 6.5 10.5 10.0  

設計図     6.5 16.5 24.0 

数量計算     4.0 6.0 8.0 

照 査   2.0 2.0 2.0 5.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  2.5 7.5 13.0 24.0 38.5 32.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.565×Ｌ＋68.93（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

14） (ＰＣ) ３径間連結ポストテンションＴ桁橋（40～120ｍ） 基本あり     （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  3.5 3.5 3.5    

設計計算   3.5 8.0 12.5 12.5  

設計図     9.0 20.5 29.0 

数量計算     5.0 7.0 10.0 

照 査   2.0 2.0 2.5 6.5  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  3.5 9.0 14.5 30.0 47.5 39.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.461×Ｌ＋63.12（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

13） (ＰＣ)３径間連結プレテンションＴ桁橋（25～85ｍ） 基本あり       （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  2.5 3.0 3.5    

設計計算   2.5 6.5 10.5 10.0  

設計図     6.5 16.5 24.0 

数量計算     4.0 6.0 8.0 

照 査   2.0 2.0 2.0 5.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  2.5 7.5 13.0 24.0 38.5 32.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.565×Ｌ＋68.93（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

14） (ＰＣ) ３径間連結ポストテンションＴ桁橋（40～120ｍ） 基本あり     （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  3.5 3.5 3.5    

設計計算   3.5 8.0 12.5 12.5  

設計図     9.0 20.5 29.0 

数量計算     5.0 7.0 10.0 

照 査   2.0 2.0 2.5 6.5  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  3.5 9.0 14.5 30.0 47.5 39.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.461×Ｌ＋63.12（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 
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16） (ＰＣ) ３径間連続中空床版橋（35～105ｍ） 基本あり           （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  4.5 4.0 3.5    

設計計算   3.5 8.5 13.5 13.0  

設計図     10.0 21.5 32.0 

数量計算     5.5 7.5 11.0 

照 査   2.5 2.5 2.5 6.5  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  4.5 10.0 15.5 32.5 49.5 43.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.424×Ｌ＋70.32（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

17） (ＰＣ) ３径間連続ポストテンションＴ桁橋（60～195ｍ） 基本あり     （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 1.5 1.5 2.0 3.5    

設計計算   6.0 8.5 14.5 19.0  

設計図     22.0 27.5 30.0 

数量計算     11.0 14.5 15.0 

照 査   2.5 3.0 4.5 5.5  

報告書作成    1.5 0.5 1.0  

合 計 1.5 1.5 10.5 16.5 52.5 67.5 45.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.366×Ｌ＋53.34（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

16） (ＰＣ) ３径間連続中空床版橋（35～105ｍ） 基本あり           （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  4.5 4.0 3.5    

設計計算   3.5 8.5 13.5 13.0  

設計図     10.0 21.5 32.0 

数量計算     5.5 7.5 11.0 

照 査   2.5 2.5 2.5 6.5  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  4.5 10.0 15.5 32.5 49.5 43.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.424×Ｌ＋70.32（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

17） (ＰＣ) ３径間連続ポストテンションＴ桁橋（60～195ｍ） 基本あり     （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 1.5 1.5 2.0 3.5    

設計計算   6.0 8.5 14.5 19.0  

設計図     22.0 27.5 30.0 

数量計算     11.0 14.5 15.0 

照 査   2.5 3.0 4.5 5.5  

報告書作成    1.5 0.5 1.0  

合 計 1.5 1.5 10.5 16.5 52.5 67.5 45.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.366×Ｌ＋53.34（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 
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18） (ＰＣ) ３径間連続箱桁橋（65～225ｍ） 基本あり             （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 1.5 2.0 2.5 4.0    

設計計算   7.5 10.5 17.0 23.5  

設計図     23.0 29.5 31.0 

数量計算     14.0 18.5 19.5 

照 査  2.5 2.0 3.5 7.0 8.5  

報告書作成   1.5 0.5 0.5 1.5  

合 計 1.5 4.5 13.5 18.5 61.5 81.5 50.5 

    橋長補正式   ｙ＝0.304×Ｌ＋55.92（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

３－２－４ 【農道－橋梁設計（鋼橋上部工）】《実施設計》 

（１）適用範囲 

本歩掛は、鋼橋上部構造を道路橋示方書等により設計するもので、支承、伸縮装置、排水装置、高

欄及び応力計算を必要としない附帯施設の設計を含む場合に適用する。 

【省略】 

（２）標準歩掛 

   標準歩掛は標準橋長の場合であり、他の橋長の場合は各橋長補正式により補正係数を求め、その係

数を標準歩掛に乗じるものとする。なお、疲労設計は標準歩掛に含まれるものとする。 

 

１） (鋼)単純Ｈ形橋（5～35ｍ） 基本あり                  （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   0.5 1.5    

【省略】 

合 計   3.0 3.5 10.0 13.5 9.5 

【省略】 

 

18） (ＰＣ) ３径間連続箱桁橋（65～225ｍ） 基本あり             （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 1.5 2.0 2.5 4.0    

設計計算   7.5 10.5 17.0 23.5  

設計図     23.0 29.5 31.0 

数量計算     14.0 18.5 19.5 

照 査  2.5 2.0 3.5 7.0 8.5  

報告書作成   1.5 0.5 0.5 1.5  

合 計 1.5 4.5 13.5 18.5 61.5 81.5 50.5 

    橋長補正式   ｙ＝0.304×Ｌ＋55.92（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 
【省略】 

３－２－４ 【農道－橋梁設計（鋼橋上部工）】《実施設計》 

（１）適用範囲 

本歩掛は、鋼橋上部構造を道路橋示方書等により設計するもので、支承、伸縮装置、排水装置、高

欄及び応力計算を必要としない附帯施設の設計を含む場合に適用する。 

【省略】 

（２）標準歩掛 

   標準歩掛は標準橋長の場合であり、他の橋長の場合は各橋長補正式により補正係数を求め、その係

数を標準歩掛に乗じるものとする。なお、疲労設計は標準歩掛に含まれるものとする。 

 

１） (鋼)単純Ｈ形橋（5～35ｍ） 基本あり                  （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画   0.5 1.5    

【省略】 

合 計   3.0 3.5 10.0 13.5 9.5 

【省略】 
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９） (鋼)ゲルバー桁橋（３径間非合成 60～195ｍ） 基本あり          （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  1.5 2.0 3.5    

設計計算   5.5 8.5 15.5 18.5  

設計図     19.0 22.0 22.0 

数量計算     8.5 10.0 10.0 

照 査  1.5 1.5 2.5 4.5 4.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  3.0 9.0 15.5 48.5 55.5 32.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.396×Ｌ＋49.51（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

 

11） (鋼)３径間連続鈑桁橋（60～195ｍ） 基本あり              （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  1.5 2.0 4.0    

設計計算   5.0 11.5 14.5 17.5  

設計図     19.0 23.0 25.5 

数量計算     10.0 10.5 12.0 

照 査  1.5 1.0 2.0 3.0 4.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  3.0 8.0 18.5 47.5 56.0 37.5 

    橋長補正式   ｙ＝0.383×Ｌ＋51.17（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

９） (鋼)ゲルバー桁橋（３径間非合成 60～195ｍ） 基本あり          （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  1.5 2.0 3.5    

設計計算   5.5 8.5 15.5 18.5  

設計図     19.0 22.0 22.0 

数量計算     8.5 10.0 10.0 

照 査  1.5 1.5 2.5 4.5 4.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  3.0 9.0 15.5 48.5 55.5 32.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.396×Ｌ＋49.51（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 
【省略】 

 

11） (鋼)３径間連続鈑桁橋（60～195ｍ） 基本あり             （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  1.5 2.0 4.0    

設計計算   5.0 11.5 14.5 17.5  

設計図     19.0 23.0 25.5 

数量計算     10.0 10.5 12.0 

照 査  1.5 1.0 2.0 3.0 4.0  

報告書作成    1.0 1.0 1.0  

合 計  3.0 8.0 18.5 47.5 56.0 37.5 

    橋長補正式   ｙ＝0.383×Ｌ＋51.17（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 
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14） (鋼) ３径間連続鋼床版鈑桁橋（70～210ｍ） 基本あり           （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 3.0 3.5 7.0 7.5    

設計計算   8.5 16.5 23.5 14.0  

設計図     22.0 34.5 50.0 

数量計算     10.0 12.0 17.0 

照 査  2.5 3.5 3.0 4.5 6.0  

報告書作成   1.0 1.0 0.5 1.5  

合 計 3.0 6.0 20.0 28.0 60.5 68.0 67.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.271×Ｌ＋62.06（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

15） (鋼) ３径間連続トラス橋（125～380ｍ） 基本あり            （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  1.5 2.0 4.5    

設計計算   7.5 11.5 26.0 30.5  

設計図     30.5 33.0 36.0 

数量計算     15.5 16.5 18.0 

照 査  1.5 1.5 2.0 5.0 6.0  

報告書作成   1.0 1.0 0.5 1.0  

合 計  3.0 12.0 19.0 77.5 87.0 54.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.261×Ｌ＋34.10（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

14） (鋼) ３径間連続鋼床版鈑桁橋（70～210ｍ） 基本あり           （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 3.0 3.5 7.0 7.5    

設計計算   8.5 16.5 23.5 14.0  

設計図     22.0 34.5 50.0 

数量計算     10.0 12.0 17.0 

照 査  2.5 3.5 3.0 4.5 6.0  

報告書作成   1.0 1.0 0.5 1.5  

合 計 3.0 6.0 20.0 28.0 60.5 68.0 67.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.271×Ｌ＋62.06（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

15） (鋼) ３径間連続トラス橋（125～380ｍ） 基本あり            （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  1.5 2.0 4.5    

設計計算   7.5 11.5 26.0 30.5  

設計図     30.5 33.0 36.0 

数量計算     15.5 16.5 18.0 

照 査  1.5 1.5 2.0 5.0 6.0  

報告書作成   1.0 1.0 0.5 1.0  

合 計  3.0 12.0 19.0 77.5 87.0 54.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.261×Ｌ＋34.10（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 
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字句の追加 
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16） (鋼) ３径間連続箱桁橋（110～320ｍ） 基本あり             （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  2.0 2.5 6.0    

設計計算   9.5 17.0 28.0 30.5  

設計図     28.5 31.5 39.5 

数量計算     15.0 16.5 20.0 

照 査  2.0 1.5 3.0 5.0 6.0  

報告書作成   1.0 1.0 0.5 1.0  

合 計  4.0 14.5 27.0 77.0 85.5 59.5 

    橋長補正式   ｙ＝0.243×Ｌ＋47.76（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

 

17） (鋼) ３径間連続鋼床版箱桁橋（120～420ｍ） 基本あり          （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 3.5 3.5 5.0 9.5    

設計計算   10.0 23.0 28.0 22.5  

設計図     22.0 41.0 88.0 

数量計算     12.5 14.5 28.0 

照 査  3.5 4.0 4.5 6.5 6.0  

報告書作成   1.5 0.5 0.5 1.5  

合 計 3.5 7.0 20.5 37.5 69.5 85.5 116.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.209×Ｌ＋43.57（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。径間

が変化する場合は、各径間毎の標準橋長の範囲内の数値を代入する。なお、上記橋長の範囲を超える場合は別

途計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 

16） (鋼) ３径間連続箱桁橋（110～320ｍ） 基本あり             （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画  2.0 2.5 6.0    

設計計算   9.5 17.0 28.0 30.5  

設計図     28.5 31.5 39.5 

数量計算     15.0 16.5 20.0 

照 査  2.0 1.5 3.0 5.0 6.0  

報告書作成   1.0 1.0 0.5 1.0  

合 計  4.0 14.5 27.0 77.0 85.5 59.5 

    橋長補正式   ｙ＝0.243×Ｌ＋47.76（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

 

 

17） (鋼) ３径間連続鋼床版箱桁橋（120～420ｍ） 基本あり          （１橋当り） 

職種  

 

区分 

直 接 人 件 費 

主 任

技術者 
技師長 

主 任 

技 師 

技 師

（Ａ） 

技 師

（Ｂ） 

技 師

（Ｃ） 
技術員 

設計計画 3.5 3.5 5.0 9.5    

設計計算   10.0 23.0 28.0 22.5  

設計図     22.0 41.0 88.0 

数量計算     12.5 14.5 28.0 

照 査  3.5 4.0 4.5 6.5 6.0  

報告書作成   1.5 0.5 0.5 1.5  

合 計 3.5 7.0 20.5 37.5 69.5 85.5 116.0 

    橋長補正式   ｙ＝0.209×Ｌ＋43.57（％）   Ｌ：橋長 

注）１．補正係数は上記橋長の範囲内の数値を代入した値を適用し、小数第２位を四捨五入して小数１位とする。    

                             なお、上記橋長の範囲を超える場合は別途

計上する。 

  ２．電子計算機使用料は基本構造物を対象とし、直接経費として上記標準歩掛の２％を計上する。 

【省略】 
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〔12〕 調査計画設計 

１ 調査計画 

１ 一般事項 

【省略】 

２ 主要な補正について 

各補正については、各歩掛の備考欄により取り扱うものとするが、主要な補正について以下に記載す

る。 

・ 工種数補正 

工種数補正は、総合事業のように工種数が複数となる場合に、現地調査での作業重複を補正する 

ものである。 

・ 作業補正 

作業補正は、標準作業内容（標準仕様書）に示した作業内容の内、当該業務では委託しない場合に

歩掛値を低減する補正である。 

本補正は、作業項目を１項目減ずる毎に歩掛値を 10％低減する。但し、50％を限度とする。 

・ 路線数補正 

路線数補正は、各工種計画調査歩掛（線工種（区画整理（田）内の線工種も含む））に適用するも

ので、条数の多い場合の業務実態（エリア別、タイプ別での検討）を勘案し、路線数は主要な路線の

みをカウントするものとする。 

なお、用水路については幹線用水路、支線用水路とし小用水路は除く、排水路については幹線排水

路、支線排水路とし小排水路及び附帯明渠は除く、農道については路線数（条数）とする。 

【省略】 

４ その他 

・ 測量調査（概略測量）を除く各歩掛における外業は設計業務とし、旅費を計上するものとする。 

・ 電子成果品の作成費用は、「設計業務の価格積算基準 第６電子成果品作成費」によるものとする。 

・ 電子納品以外の＿＿＿＿測量調査（概略測量）を除く材料費等（報告書作成を含む）は、｛＿直接

人件費（設計打合せ及び現地調査の旅行日に係る技術者を除く）×0.05｝とする。 

 また、この場合、成果品の部数は、５部を標準とするが、１部増減するごとに 12.5％増減するもの

とする。 

【省略】 

１－１ 地域調査 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．概況調査 

計画区域や市町村等における、地域の概況及び営農概況を把握す

るため、委託者から提供された市町村要覧、各種振興計画、統計資

料等を活用し、次の調査を行う。 

       

【省略】 

合   計     1.4 5.4 0.7 4.3 

【備考省略】 

 

 

 

〔12〕 調査計画設計 

１ 調査計画 

１ 一般事項 

【省略】 

２ 主要な補正について 

各補正については、各歩掛の備考欄により取り扱うものとするが、主要な補正について以下に記載す

る。 

・ 工種数補正 

工種数補正は、総合事業のように工種数が複数となる場合に、現地調査での作業重複を補正する 

ものである。 

・ 作業補正 

作業補正は、標準作業内容（標準仕様書）に示した作業内容の内、当該業務では委託しない場合に

歩掛値を低減する補正である。 

本補正は、作業項目を１項目減ずる毎に歩掛値を 10％低減する。ただし、50％を限度とする。 

・ 路線数補正 

路線数補正は、各工種計画調査歩掛（線工種（区画整理（田）内の線工種も含む））に適用するも

ので、条数の多い場合の業務実態（エリア別、タイプ別での検討）を勘案し、路線数は主要な路線の

みをカウントするものとする。 

なお、用水路については     支線用水程度とし小用水路は除く、排水路については＿＿＿＿

＿＿支線排水程度とし小排水路及び附帯明渠は除く、農道については路線数（条数）とする。 

【省略】 

４ その他 

・ 測量調査（概略測量）を除く各歩掛における外業は設計業務とし、旅費を計上するものとする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

・ 電子納品以外の場合は、測量調査（概略測量）を除く材料費等（報告書作成を含む）は、｛（直接

人件費（設計打合せ及び現地調査の旅行日に係る技術者を除く）×0.05｝とする。 

 また、この場合、成果品の部数は、５部を標準とするが、１部増減するごとに 12.5％増減するもの

とする。 

【省略】 

１－１ 地域調査 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．概況調査 

計画区域や市町村等における、地域の概況及び営農概況を把握す

るため、委託者から提供された市町村要覧、各種振興計画、統計資

料等を活用し、次の調査を行う。 

       

【省略】 

合   計     1.4 5.4 0.7 4.3 

【備考省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加、改正 

〃 

 

 

 

字句の追加 

字句の削除 
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１－２ 工種計画調査 用水施設（田） 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

用水施設及びこれに関係する地域において、既存資料の把握、現地

調査等により、施設及び地域の現況、用水（施設）不良の原因等の

把握及び対策計画の策定に必要な調査を行う。 

       

 
・土地状況調査 

用水計画の基礎資料とするため、提供された減水深調査、土壌調

査、土地利用基本調査等の資料から内容を把握 
内 地区   0.4   

 
・用水状況調査 

用水被害の状況とその原因を把握するため、用水施設及び用水被

害の状況に係わる次の事項を調査 
       

  

ア 用水施設調査 

（資料把握） 

・用水施設（位置、系統、構造、造成年） 

・水掛かり（計画区域、計画面積、分水区分毎） 

・施設能力（通水能力、老朽化程度） 

・施設利用（排水兼用、反復利用等）及び維持管理 

内 100ha   0.7  1.4 

  

（現地調査） 

・用水施設（位置、系統、構造）調査 

・水掛かり（計画区域、分水区分毎） 

・施設能力（通水能力、老朽化程度） 

・施設被災状況（被害発生の要因等） 

・計画予定路線踏査選点等 

・環境評価 

・支障物件 

外 １㎞   0.5  0.7 

  イ 被害状況調査 干害、漏水被害、施設被害（農業、農外）、想定被害 内 地区   0.3   

 
・計画予定路線調査 

・計画予定路線踏査選点結果整理 

・支障物件整理 
内 地区     0.5 

 
・その他 

・上位その他の地域整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.3   

小   計      2.2  2.6 

２．計画基準値決定 

 

 

 

 
       

計画水深を決定し、計画単位用水量を算出する。なお排水兼用区間

については、排水の計画基準決定も行う。 
内 地区   3.2  0.8 

小   計 
 

 
    3.2  0.8 

３．対策計画 現況調査及び計画基準値から用水対策計画を策定する。 
 

 
      

 
・用水計画 

地域条件、現況施設の状況、被害状況などを踏まえ、用水（施設）

不良の解消を図るため次の事項に基づき用水計画を策定 
       

 

 

・水文計画（区間設計流量） 

・平面計画（線形、施行位置） 

・縦断、横断計画（計画勾配、敷高） 

・関連事業計画 

内 100ha  0.3 0.5  1.8 

 ・受益地及び被害区域

の検証 

・受益地、被害区域位置図 

・受益関係調書（データベース） 
内 地区     2.7 

小   計     0.3 0.5  4.5 

【備考次頁省略】 

１－２ 工種計画調査 用水施設（田） 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

用水施設及びこれに関係する地域において、既存資料の把握、現地

調査等により、施設及び地域の現況、用水（施設）不良の原因等の

把握及び対策計画の策定に必要な調査を行う。 

       

 
・土地状況調査 

用水計画の基礎資料とするため、提供された減水深調査、土壌調

査、土地利用基本調査等の資料から内容を把握 
内 地区   0.4   

 
・用水状況調査 

用水被害の状況とその原因を把握するため、用水施設及び用水被

害の状況に係わる次の事項を調査 
       

  

ア 用水施設調査 

（資料把握） 

・用水施設（位置、系統、構造、造成年） 

・水掛かり（計画区域、計画面積、分水区分毎） 

・施設能力（通水能力、老朽化程度） 

・施設利用（排水兼用、反復利用等）及び維持管理 

内 100ha   0.7  1.4 

  

（現地調査） 

・用水施設（位置、系統、構造）調査 

・水掛かり（計画区域、分水区分毎） 

・施設能力（通水能力、老朽化程度） 

・施設被災状況（被害発生の要因等） 

・計画予定路線踏査選点等 

・環境評価 

・支障物件 

外 １㎞   0.5  0.7 

  イ 被害状況調査 干害、漏水被害、施設被害（農業、農外）、想定被害 内 地区   0.3   

 
・計画予定路線調査 

・計画予定路線踏査選点結果整理 

・支障物件整理 
内 地区     0.5 

 
・その他 

・上位その他の地域整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.3   

小   計      2.2  2.6 

２．計画基準値決定 

 

 

 

 
       

計画水深を決定し、計画単位用水量を算出する。なお排水兼用区間

については、排水の計画基準決定も行う。 
内 地区   3.2  0.8 

小   計 
 

 
    3.2  0.8 

３．対策計画 現地調査及び計画基準値から用水対策計画を策定する。 
 

 
      

 
・用水計画 

地域条件、現況施設の状況、被害状況などを踏まえ、用水（施設）

不良の解消を図るため次の事項に基づき用水計画を策定 
       

 

 

・水文計画（区間設計流量） 

・平面計画（線形、施行位置） 

・縦断、横断計画（計画勾配、敷高） 

・関連事業計画 

内 100ha  0.3 0.5  1.8 

 ・受益地及び被害区域

の検証 

・受益地、被害区域位置図 

・受益関係調書（データベース） 
内 地区     2.7 

小   計     0.3 0.5  4.5 

【備考次頁省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の改正 
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１－３ 工種計画調査 用水施設（畑） 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

畑地かんがい計画地域を対象として、既存資料の把握、現地調査等

により、用水需要の充足、水利用の効率化を始め、地域の営農及び

農業経営の現況及び計画に即した用水需要への対策計画を策定す

るため、必要な調査を行う。 

       

 
・気象及び土地条件調

査 

用水計画の基礎資料とするため、提供された気象データ、土壌調

査、インテークレート等の資料から内容を把握 
内 地区   0.4   

 ・用水状況調査 
水利状況、用水施設、用水不足の状況、用水慣行等に係わる次の事

項を調査 
       

  
ア 用水施設調査 

（資料把握） 

・取水量 

・流出量 

・ほ場単位用水量 

・農家等の意向把握（将来の営農構想） 

・営農経済（土地利用状況、営農状況） 

・ほ場（土地面積、土地所有状況） 

内 地区  0.3 0.7  1.4 

  （現地調査） 

・水利状況 

・施設機能 

・計画予定路線踏査選点 

・環境評価 

・支障物件 

外 地区   0.5  0.7 

 ・計画予定路線調査 
・計画予定路線踏査選点結果整理 

・支障物件調査整理 
内 地区     0.5 

 ・その他 
・上位その他の地域整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.3   

小   計     0.3 1.9  2.6 

２．計画基準値決定 

 

 

 
       

対策計画の基本となる計画用水量（計画日消費水量、栽培管理用水

量、損失水量、有効雨量、地区内利用可能量等）を決定する。 
内 地区   2.1  0.7 

小   計      2.1  0.7 

３．対策計画 
現況調査及び計画基準値から用水対策計画を策定する。 

 
       

 ・用水計画 

かんがい方式、用水計画及び水源計画に基づき水利システムを構

成する末端かんがい施設、調整施設、送配水施設、取水施設、管理

制御施設について、それらの位置、形式、主要な諸元を決定（散布

ブロック、ローテーションブロック、かんがいブロック） 

内 地区  0.3 0.5  1.8 

 ・受益地の検証 
・受益位置図 

・受益関係調書（データベース） 
内 地区     2.7 

 ・用水模式図の作成 

計画用水量、受益地、ローテーションブロック割を基に、ローテー

ションブロック毎に用水量、受益面積、かんがい面積等の事項につ

いて用水模式図を作成 

内 地区      

小   計     0.3 0.5  4.5 

【備考次頁省略】 

１－３ 工種計画調査 用水施設（畑） 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

畑地かんがい計画地域を対象として、既存資料の把握、現地調査等

により、用水需要の充足、水利用の効率化を始め、地域の営農及び

農業経営の現況及び計画に即した用水需要への対策計画を策定す

るため、必要な調査を行う。 

       

 
・気象及び土地条件調

査 

用水計画の基礎資料とするため、提供された気象データ、土壌調

査、インテークレート等の資料から内容を把握 
内 地区   0.4   

 ・用水状況調査 
水利状況、用水施設、用水不足の状況、用水慣行等に係わる次の事

項を調査 
       

  
ア 用水施設調査 

（資料把握） 

・取水量 

・流出量 

・ほ場単位用水量 

・農家等の意向把握（将来の営農構想） 

・営農経済（土地利用状況、営農状況） 

・ほ場（土地面積、土地所有状況） 

内 地区  0.3 0.7  1.4 

  （現地調査） 

・水利状況 

・施設機能 

・計画予定路線踏査選点 

・環境評価 

・支障物件 

外 地区   0.5  0.7 

 ・計画予定路線調査 
・計画予定路線踏査選点結果整理 

・支障物件調査整理 
内 地区     0.5 

 ・その他 
・上位その他の地域整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.3   

小   計     0.3 1.9  2.6 

２．計画基準値決定 

 

 

 
       

対策計画の基本となる計画用水量（計画日消費水量、栽培管理用水

量、損失水量、有効雨量、地区内利用可能量等）を決定する。 
内 地区   2.1  0.7 

小   計      2.1  0.7 

３．対策計画 
現地調査及び計画基準値から用水対策計画を策定する。 

 
       

 ・用水計画 

かんがい方式、用水計画及び水源計画に基づき水利システムを構

成する末端かんがい施設、調整施設、送配水施設、取水施設、管理

制御施設について、それらの位置、形式、主要な諸元を決定（散布

ブロック、ローテーションブロック、かんがいブロック） 

内 地区  0.3 0.5  1.8 

 ・受益地の検証 
・受益位置図 

・受益関係調書（データベース） 
内 地区     2.7 

 ・用水模式図の作成 

計画用水量、受益地、ローテーションブロック割を基に、ローテー

ションブロック毎に用水量、受益面積、かんがい面積等の事項につ

いて用水模式図を作成 

内 地区      

小   計     0.3 0.5  4.5 

【備考次頁省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の改正 
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１－４ 工種計画調査 排水施設 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

排水施設及びこれに関係する地域において、既存資料の把握、現地

調査等により、施設及び地域の現況、排水（施設）不良の原因等の

把握及び対策計画の策定に必要な調査を行う。 

       

 ・気象及び土地状況調

査 

排水対策の基礎資料とするため、提供された気象及び土地状況等

の資料から内容を把握 
内 地区   0.4   

 
・排水状況調査 

排水被害の状況とその原因を把握するため、排水施設及び排水被

害の状況に係わる次の事項を調査 
       

  

ア 排水施設調査 

（資料把握） 

・排水施設（位置、支線流入、構造、造成年） 

・集水区域（集水面積、支線流入面積） 

・排水能力（通水能力、切深、外水位、平水位等） 

・施設利用（用水兼用等）及び維持管理 

内 100ha   0.7  1.4 

  

（現地調査） 

・排水施設（位置、支線流入、構造） 

・集水区域（集水区域、支線流入区域） 

・排水能力（平水位、切深、外水位等） 

・施設被災状況（被害発生の要因等） 

・計画予定路線踏査選点 

・環境評価 

・支障物件 

外 １㎞   0.5  0.7 

  イ 被害状況調査 ・湿害、湛水被害、施設被害（農業、農外）、想定被害 内 地区   0.3   

 
・計画予定路線調査 

・計画予定路線踏査選点結果整理 

・支障物件調査整理 
内 地区     0.5 

 
・その他 

・上位その他の地域整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.3   

小   計      2.2  2.6 

２．計画基準値決定        
 

 

 対策計画の基本となる計画洪水量（単位排水量）を算出する。 内 地区   2.1  
 

 

小   計      2.1   

３．対策計画 現況調査及び計画基準値から排水対策計画を策定する。       
 

 

 
・排水計画 

地域条件、現況施設の状況、被害状況などを踏まえ、排水（施設）

不良の解消を図るため、次の事項に基づき排水計画を策定 
       

 

 

・水文計画（区間計画洪水量） 

・平面計画（線形、施工位置） 

・縦断、横断計画（計画勾配、敷高） 

・関連事業計画 

内 100ha  0.3 0.5  0.7 

 ・受益地及び被害区域

の検証 

・受益地、被害区域位置図 

・受益関係調書（データベース） 
内 地区     2.7 

小   計     0.3 0.5  3.4 

【備考次頁省略】 

１－４ 工種計画調査 排水施設 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

排水施設及びこれに関係する地域において、既存資料の把握、現地

調査等により、施設及び地域の現況、排水（施設）不良の原因等の

把握及び対策計画の策定に必要な調査を行う。 

       

 ・気象及び土地状況調

査 

排水対策の基礎資料とするため、提供された気象及び土地状況等

の資料から内容を把握 
内 地区   0.4   

 
・排水状況調査 

排水被害の状況とその原因を把握するため、排水施設及び排水被

害の状況に係わる次の事項を調査 
       

  

ア 排水施設調査 

（資料把握） 

・排水施設（位置、支線流入、構造、造成年） 

・集水区域（集水面積、支線流入面積） 

・排水能力（通水能力、切深、外水位、平水位等） 

・施設利用（用水兼用等）及び維持管理 

内 100ha   0.7  1.4 

  

（現地調査） 

・排水施設（位置、支線流入、構造） 

・集水区域（集水区域、支線流入区域） 

・排水能力（平水位、切深、外水位等） 

・施設被災状況（被害発生の要因等） 

・計画予定路線踏査選点 

・環境評価 

・支障物件 

外 １㎞   0.5  0.7 

  イ 被害状況調査 ・湿害、湛水被害、施設被害（農業、農外）、想定被害 内 地区   0.3   

 
・計画予定路線調査 

・計画予定路線踏査選点結果整理 

・支障物件調査整理 
内 地区     0.5 

 
・その他 

・上位その他の地域整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.3   

小   計      2.2  2.6 

２．計画基準値決定        
 

 

 対策計画の基本となる計画洪水量（単位排水量）を算出する。 内 地区   2.1  
 

 

小   計      2.1   

３．対策計画 現地調査及び計画基準値から排水対策計画を策定する。       
 

 

 
・排水計画 

地域条件、現況施設の状況、被害状況などを踏まえ、排水（施設）

不良の解消を図るため、次の事項に基づき排水計画を策定 
       

 

 

・水文計画（区間計画洪水量） 

・平面計画（線形、施工位置） 

・縦断、横断計画（計画勾配、敷高） 

・関連事業計画 

内 100ha  0.3 0.5  0.7 

 ・受益地及び被害区域

の検証 

・受益地、被害区域位置図 

・受益関係調書（データベース） 
内 地区     2.7 

小   計     0.3 0.5  3.4 

【備考次頁省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の改正 
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- 20 - 

１－５ 工種計画調査 農道 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

整備計画路線及びこれに関連する地域内において、既存資料の把

握、現地調査等により、路線及び地域の現状、整備の必要性等の把

握及び対策計画の策定に必要な調査を行う。 

       

 ・農業調査 
地区の農業の現状及び動向を明らかにし、農道の役割を検討する

ため、農業経営等に関する次の事項を調査 
       

  ア 営農状況 

・作物及び家畜飼養頭羽数調査 

・農業機械及び自動車普及状況 

・作物別じん埃被害面積 

内 地区   0.1  0.3 

  イ 農業施設 

・機能別及び規模別農業施設数並びに位置 

・農業施設の利用組織形態及び運営方法 

・農業施設の利用圏及び相互関係並びに流通体系 

内 地区   0.1  0.3 

 ・計画予定路線調査 農道の現状を把握するため、次の事項を調査        

  （資料把握） 

・維持管理状況 

・前歴整備状況（位置、構造、築造年） 

・近傍の土質状況 

内 地区   0.1 0.1  

  （現地調査） 

・計画予定路線踏査選点 

・現況走行平均速度 

・環境評価 

・支障物件 

外 １㎞   0.1 0.1  

 ・関連事業調査 
地区及びその周辺において、実施済み、実施中、または計画中の他

事業との整合を図るため、関連事業を調査 
内 地区   0.1   

 ・その他 
・上位その他の地域整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.1   

 ※交通量調査 

・現況農業交通量 

・現況一般交通量 

・推定流入交通量 

外 １路線   3.3   

小   計      3.9 0.2 0.6 

２．計画基準値決定 対策計画の基本となる計画路線の計画交通量を決定する。 
 

 
      

 ・計画交通量の決定 

・計画農業交通量（農産物等の輸送、通作） 

・計画一般交通量（貸与した資料の整理も含む） 

・舗装厚の決定に用いる計画交通量（農業用大型交通台数、一般車

の大型交通台数） 

内 １路線  0.3 0.7 0.8 1.0 

小   計     0.3 0.7 0.8 1.0 

３．対策計画 現況調査及び計画基準値から道路構造及び規格を決定する。        

 
・道路構造及び規格の

決定 

・横断面計画（全幅員） 

・舗装計画（舗装厚、舗装構造） 

・路盤構成計画 

内 １路線   0.7 0.7  

 ・受益地の検証 
・受益位置図 

・受益関係調書（データベース） 
内 地区     2.7 

小   計         0.7 0.7 2.7 

【備考省略】 

１－５ 工種計画調査 農道 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

整備計画路線及びこれに関連する地域内において、既存資料の把

握、現地調査等により、路線及び地域の現状、整備の必要性等の把

握及び対策計画の策定に必要な調査を行う。 

       

 ・農業調査 
地区の農業の現状及び動向を明らかにし、農道の役割を検討する

ため、農業経営等に関する次の事項を調査 
       

  ア 営農状況 

・作物及び家畜飼養頭羽数調査 

・農業機械及び自動車普及状況 

・作物別じん埃被害面積 

内 地区   0.1  0.3 

  イ 農業施設 

・機能別及び規模別農業施設数並びに位置 

・農業施設の利用組織形態及び運営方法 

・農業施設の利用圏及び相互関係並びに流通体系 

内 地区   0.1  0.3 

 ・計画予定路線調査 農道の現状を把握するため、次の事項を調査        

  （資料把握） 

・維持管理状況 

・前歴整備状況（位置、構造、築造年） 

・近傍の土質状況 

内 地区   0.1 0.1  

  （現地調査） 

・計画予定路線踏査選点 

・現況走行平均速度 

・環境評価 

・支障物件 

外 １㎞   0.1 0.1  

 ・関連事業調査 
地区及びその周辺において、実施済み、実施中、または計画中の他

事業との整合を図るため、関連事業を調査 
内 地区   0.1   

 ・その他 
・上位その他の地域整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.1   

 ※交通量調査 

・現況農業交通量 

・現況一般交通量 

・推定流入交通量 

外 １路線   3.3   

小   計      3.9 0.2 0.6 

２．計画基準値決定 対策計画の基本となる計画路線の計画交通量を決定する。 
 

 
      

 ・計画交通量の決定 

・計画農業交通量（農産物等の輸送、通作） 

・計画一般交通量（貸与した資料の整理も含む） 

・舗装厚の決定に用いる計画交通量（農業用大型交通台数、一般車

の大型交通台数） 

内 １路線  0.3 0.7 0.8 1.0 

小   計     0.3 0.7 0.8 1.0 

３．対策計画 現地調査及び計画基準値から道路構造及び規格を決定する。        

 
・道路構造及び規格の

決定 

・横断面計画（全幅員） 

・舗装計画（舗装厚、舗装構造） 

・路盤構成計画 

内 １路線   0.7 0.7  

 ・受益地の検証 
・受益位置図 

・受益関係調書（データベース） 
内 地区     2.7 

小   計         0.7 0.7 2.7 

【備考省略】 
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項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

４．工事計画 
地域条件、周辺整備状況、経済性等を総合的に考慮し、工事計画を

策定すると共に図面等を作成する。 
       

 ・線形計画 

現地調査及び測量調査から得た現況の地形をもとに、地元住民等

の十分な了解を得た中で、土地利用との調和、維持管理のしやす

さ、農業生産活動との調和等を総合的に判断し、新設区間において

は比較設計を行う等し、最も経済的な路線計画を策定する。 

       

  ア 線形検討 
・平面線形計画 

・縦断線形計画 
内 １㎞  0.3 0.4  0.4 

  イ 縦横断図作成 

・縦断図 

・横断図 

・平面模式図 

・用地買収及び補償関係図 

内 １㎞   0.3   

 ・排水計画 

・水理計算 

・排水タイプ決定 

・標準断面図作成 

内 １路線   0.1 0.1  

 ・法面保護工の検討 
・工法検討 

・標準図作成 
内 １路線   0.1 0.3 0.3 

 ・附帯構造物設計 

・横断暗渠工の設計、標準図作成、設置個所数の検討 

・取付道路の設計、標準図作成、設置個所数の検討 

・その他附帯施設の検討、標準図作成 

内 １路線  0.3 0.1 0.5 0.5 

 ※主要構造物設計 

トンネル、橋梁等、構想設計を行わなければ一般図の作成や概算事

業費の算出ができない構造物、または関係機関との協議のうえで

構想設計を行う必要のある構造物等については別途計上 

内     （ 別  途 

小   計     0.6 1.0 0.9 1.2 

５．事業費の算定 
対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出

する 
       

 
・概算数量及び事業費

算出 

・事業費科目毎に算定 

・委託者が示す単価、類似事業の実績、物価版等による事業費算出 
内 地区   0.7 0.3 0.5 

 ・関連事業費積算 下位関連の事業費積算 内 地区    0.4 0.4 

小   計      0.7 0.7 0.9 

６．成果資料作成 工種計画に伴う説明資料の確認及び編纂。 内 地区   0.3  0.7 

小   計      0.3  0.7 

合   計     0.9 7.3 3.3 7.1 

【備考省略】 

 
項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 
４．工事計画 

地域条件、周辺整備状況、経済性等を総合的に考慮し、工事計画を

策定すると共に図面等を作成する。 
       

 ・線形計画 

現地調査及び測量調査から得た現況の地形をもとに、地元住民等

の十分な了解を得た中で、土地利用との調和、維持管理のしやす

さ、農業生産活動との調和等を総合的に判断し、新設区間において

は比較設計を行う等、最も経済的な路線計画を策定する。 

       

  ア 線形検討 
・平面線形計画 

・縦断線形計画 
内 １㎞  0.3 0.4  0.4 

  イ 縦横断図作成 

・縦断図 

・横断図 

・平面模式図 

・用地買収及び補償関係図 

内 １㎞   0.3   

 ・排水計画 

・水理計算 

・排水タイプ決定 

・標準断面図作成 

内 １路線   0.1 0.1  

 ・法面保護工の検討 
・工法検討 

・標準図作成 
内 １路線   0.1 0.3 0.3 

 ・附帯構造物設計 

・横断暗渠工の設計、標準図作成、設置個所数の検討 

・取付道路の設計、標準図作成、設置個所数の検討 

・その他附帯施設の検討、標準図作成 

内 １路線  0.3 0.1 0.5 0.5 

 ※主要構造物設計 

トンネル、長大橋（Ｌ＝50ｍ以上）等、構想設計を行わなければ一

般図の作成や概算事業費の算出ができない構造物、または関係機

関との協議のうえで構想設計を行う必要のある構造物等について

は別途計上 

内     （ 別  途 

小   計     0.6 1.0 0.9 1.2 

５．事業費の算定 
対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出

する 
       

 
・概算数量及び事業費

算出 

・事業費科目毎に算定 

・委託者が示す単価、類似事業の実績、物価版等による事業費算出 
内 地区   0.7 0.3 0.5 

 ・関連事業費積算 下位関連の事業費積算 内 地区    0.4 0.4 

小   計      0.7 0.7 0.9 

６．成果資料作成 工種計画に伴う説明資料の確認及び編纂。 内 地区   0.3  0.7 

小   計      0.3  0.7 

合   計     0.9 7.3 3.3 7.1 

【備考省略】 
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１－６ 工種計画調査 区画整理（田） 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

事業予定区域内及びこれに関連する区域内において、既存資料の

把握、現地調査等により、地区の現況及び問題点等の把握と対策計

画の策定に必要な調査を行う。 

       

 
・気象及び土地条件調

査 

・気象（一般気象、特殊気象） 

・土地条件（地形、表層地質） 
内 100ha  

 

 

 

 

 

0.7  0.7 

 ・ほ場条件調査 
地区のほ場条件に即した対策計画の検討のため、ほ場条件に関す

る次の事項を調査 
       

  （資料把握） 

・土壌調査 

・地耐力調査 

・地下水位調査 

・区 画 

・道 路（耕作道含む） 

・用 水 

・排 水 

内 100ha   0.8  0.8 

  （現地調査） 

・土壌調査 

・地耐力調査 

・地下水位調査 

・区 画 

・道 路（耕作道含む） 

・用 水 

・排 水 

外 100ha   0.5  0.5 

 ・被害状況調査 

・要因別被害量 

・被害発生地域 

・被害面積 

・被害の程度 

・被害の要因 

内 100ha   0.7  0.7 

 ・その他 
・上位その他地域関連整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.3   

 ※農道調査 交通量調査（現況農業交通量、現況一般交通量、推定流入交通量） 外 １路線   3.3 

 

 

 

 

 

 

小   計      6.3  2.7 

２．計画基準値決定        
 

 

 ・区画計画 
委託者が作成した区画割りの考え方を基に、現況調査結果等から

検証すると共に、標準区画割りに関する資料を作成 
内 地区 

 

 

 

 

0.7 1.4   

 ・用水計画 計画減水深を決定し計画単位用水量を算出 内 地区   3.2  0.8 

 ・排水計画 対策計画の基本となる計画洪水量（単位排水量）を算出 内 地区   2.1   

 ・農道計画         

  
ア 計画交通量の

決定 

・計画農業交通量 

・計画一般交通量 

・舗装厚の決定に用いる計画交通量 

内 １路線  0.3 0.7 0.8 1.0 

 ・暗渠排水計画 

委託者が示した暗渠排水量、計画地下水位の考え方について、現況

調査結果及び土壌調査報告書等から検証すると共に、出典等の取

りまとめ 

内 地区   0.3   

 ・土層改良計画 
委託者が示した土層の改良目標の考え方について、現況調査結果

及び土壌調査報告等から検証すると共に、出典等の取りまとめ 
内 地区   0.1  0.7 

小   計     1.0 7.8 0.8 2.5 
 

１－６ 工種計画調査 区画整理（田） 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 
１．現況調査 

事業予定区域内及びこれに関連する区域内において、既存資料の

把握、現地調査等により、地区の現況及び問題点等の把握と対策計

画の策定に必要な調査を行う。 

       

 
・気象及び土地条件調

査 

・気象（一般気象、特殊気象） 

・土地条件（地形、表層地質） 
内 100ha  

 

 

 

 

 

0.7  0.7 

 ・ほ場条件調査 
地区のほ場条件に即した対策計画の検討のため、ほ場条件に関す

る次の事項を調査 
       

  （資料把握） 

・土壌調査 

・地耐力調査 

・地下水位調査 

・区 画 

・道 路（耕作道含む） 

・用 水 

・排 水 

内 100ha   0.8  0.8 

  （現地調査） 

・土壌調査 

・地耐力調査 

・地下水位調査 

・区 画 

・道 路（耕作道含む） 

・用 水 

・排 水 

外 100ha   0.5  0.5 

 ・被害状況調査 

・要因別被害量 

・被害発生地域 

・被害面積 

・被害の程度 

・被害の要因 

内 100ha   0.7  0.7 

 ・その他 
・上位その他地域関連整備構想整理 

・環境評価整理 
内 地区   0.3   

 ※農道調査 交通量調査（現況農業交通量、現況一般交通量、推定流入交通量） 外 １路線   3.3 

 

 

 

 

 

 

小   計      6.3  2.7 

２．計画基準値決定        
 

 

 ・区画計画 
委託者が作成した区画割りの考え方を基に、現地調査結果等から

検証すると共に、標準区画割りに関する資料を作成 
内 地区 

 

 

 

 

0.7 1.4   

 ・用水計画 計画減水深を決定し計画単位用水量を算出 内 地区   3.2  0.8 

 ・排水計画 対策計画の基本となる計画洪水量（単位排水量）を算出 内 地区   2.1   

 ・農道計画         

  
ア 計画交通量の

決定 

・計画農業交通量 

・計画一般交通量 

・舗装厚の決定に用いる計画交通量 

内 １路線  0.3 0.7 0.8 1.0 

 ・暗渠排水計画 

委託者が示した暗渠排水量、計画地下水位の考え方について、現地

調査結果及び土壌調査報告書等から検証すると共に、出典等の取

りまとめ 

内 地区   0.3   

 ・土層改良計画 
委託者が示した土層の改良目標の考え方について、現地調査結果

及び土壌調査報告等から検証すると共に、出典等の取りまとめ 
内 地区   0.1  0.7 

小   計     1.0 7.8 0.8 2.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の改正 
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 備   考 

技

術

員 

補正または低減の要素 そ    の    他 

 

工種数補正Ｃは、総合事業のように工種数が複数となる場合に適用する。 

Ｃ＝（１／ｎ）×1.1 ｎ：工種数 ただしｎ＝１の場合には適用しない。 

※ 複数工種とは、工種一覧に示す①～⑦、及び⑧（土層改良については細工種）が事業により重複する場合 

 

補正値＝Ｒ×Ｄ×Ｓ×Ｃ 

Ｒ：作業補正＝1.0－（２－ｎ）×0.1 （ｎ：作業数） 

作業補正を行う場合は、計上項目を特記すること 

Ｄ：土壌統補正（３統を標準、４統以上 1.1、３統未満 0.9） 

Ｓ：面積補正   Ｃ：工種数補正 

 

 

 
  

 

補正値＝Ｒ×Ｄ×Ｓ×Ｃ 

Ｒ：作業補正＝1.0－（７－ｎ）×0.1 

              （ｎ：作業数 ※下限値 0.5） 

作業補正を行う場合は、計上項目を特記すること 

Ｄ：土壌統補正（３統を標準、４統以上 1.1、３統未満 0.9） 

Ｓ：面積補正   Ｃ：工種数補正 

 

区画調査以降の調査内容は、位置、系統、構造、築造年等 

 

補正値＝Ｒ×Ｄ×Ｓ×Ｃ 

Ｒ：作業補正＝1.0－（７－ｎ）×0.1 

              （ｎ：作業数 ※下限値 0.5） 

作業補正を行う場合は、計上項目を特記すること 

Ｄ：土壌統補正（３統を標準、４統以上 1.1、３統未満 0.9） 

Ｓ：面積補正   Ｃ：工種数補正 

 

・本歩掛りにおける土壌、地耐力、地下水位は本調査でなく補足的

な確認調査である。 

・区画調査以降の調査内容は、位置、系統、構造、築造年等 

 

補正値＝Ｒ×Ｄ×Ｓ×Ｃ 

Ｒ：作業補正＝1.0－（５－ｎ）×0.1 （ｎ：作業数） 

作業補正を行う場合は、計上項目を特記すること 

Ｄ：土壌統補正（３統を標準、４統以上 1.1、３統未満 0.9） 

Ｓ：面積補正   Ｃ：工種数補正 

 

 

 
補正値＝Ｃ   Ｃ：工種数補正  

9.0 

本項目においては、町村道レベルの改修を対象としており耕

作道（通作・連絡道）等については区画計画に含むため対象と

しない。 

※ 交通量調査資料については、委託者側からの貸付を原則

とする。なお、計上する場合は特記とする。 

観測日数 Ｎ＝３日、調査地点数 Ｐ＝１ヶ所（標準）観測日数

（Ｎ）、調査地点数（Ｐ）に応じて技術員歩掛の補正を行う。 

技術員歩掛値＝1.5 日×２人×Ｎ×Ｐ 

9.0   

 
換地を含むような、一体的に区画整理を行う場合は本項目の全てを計上する。 

また、いわゆる畦畔除去等の簡易な整地のみを行う場合には、区画計画だけを計上する。 

 補正値＝Ｔ 

地区受益面積の 50％以上を水田受益面積で占める場合は、用水・

排水・農道・区画の工種数に応じて補正を行う。 

Ｔ：（水田地域補正）＝１工種 1.0、２工種 0.7、３工種 0.6、 

４工種 0.5 

 補正値＝Ｔ 

 補正値＝Ｔ 

 
本項目においては、町村道レベルの改修を対象としており耕作道（通作・連絡道）等については区画計画に含むため対象としな

い。 

4.1 
補正値＝Ｚ×Ｔ 

Ｚ：（路線数補正）＝0.2ｎ＋0.8 （ｎ：路線数） 

地区受益面積の 50％以上を水田受益面積で占める場合は、用水・

排水・農道・区画の工種数に応じて補正を行う。 

Ｔ：（水田地域補正）＝１工種 1.0、２工種 0.7、３工種 0.6、 

４工種 0.5 

0.3 
 

 
 

 
 

 
 

4.4   
 

 
 備   考 

技

術

員 

補正または低減の要素 そ    の    他 

 

工種数補正Ｃは、総合事業のように工種数が複数となる場合に適用する。 

Ｃ＝（１／ｎ）×1.1 ｎ：工種数 ただしｎ＝１の場合には適用しない。 

※ 複数工種とは、工種一覧に示す①～⑦、及び⑧（土層改良については細工種）が事業により重複する場合 

 

補正値＝Ｒ×Ｄ×Ｓ×Ｃ 

Ｒ：作業補正＝1.0－（２－ｎ）×0.1 （ｎ：作業数） 

作業補正を行う場合は、計上項目を特記すること 

Ｄ：土壌統補正（３統を標準、４統以上 1.1、３統未満 0.9） 

Ｓ：面積補正   Ｃ：工種数補正 

 

 

 
  

 

補正値＝Ｒ×Ｄ×Ｓ×Ｃ 

Ｒ：作業補正＝1.0－（７－ｎ）×0.1 

              （ｎ：作業数 ※下限値 0.5） 

作業補正を行う場合は、計上項目を特記すること 

Ｄ：土壌統補正（３統を標準、４統以上 1.1、３統未満 0.9） 

Ｓ：面積補正   Ｃ：工種数補正 

 

区画調査以降の調査内容は、位置、系統、構造、築造年等 

 

補正値＝Ｒ×Ｄ×Ｓ×Ｃ 

Ｒ：作業補正＝1.0－（７－ｎ）×0.1 

              （ｎ：作業数 ※下限値 0.5） 

作業補正を行う場合は、計上項目を特記すること 

Ｄ：土壌統補正（３統を標準、４統以上 1.1、３統未満 0.9） 

Ｓ：面積補正   Ｃ：工種数補正 

 

・本歩掛りにおける土壌、地耐力、地下水位は本調査でなく補足的

な確認調査である。 

・区画調査以降の調査内容は、位置、系統、構造、築造年等 

 

補正値＝Ｒ×Ｄ×Ｓ×Ｃ 

Ｒ：作業補正＝1.0－（５－ｎ）×0.1 （ｎ：作業数） 

作業補正を行う場合は、計上項目を特記すること 

Ｄ：土壌統補正（３統を標準、４統以上 1.1、３統未満 0.9） 

Ｓ：面積補正   Ｃ：工種数補正 

 

 

 
補正値＝Ｃ   Ｃ：工種数補正  

9.0 

本項目においては、町村道レベルの改修を対象としており耕

作道（通作・連絡道）等については区画計画に含むため対象と

しない。 

※ 交通量調査資料については、委託者側からの貸付を原則

とする。なお、計上する場合は特記とする。 

観測日数 Ｎ＝３日、調査地点数 Ｐ＝１ヶ所（標準）観測日数

（Ｎ）、調査地点数（Ｐ）に応じて技術員歩掛の補正を行う。 

技術員歩掛値＝1.5 日×２人×Ｎ×Ｐ 

9.0   

 
換地を含むような、一体的に区画整理を行う場合は本項目の全てを計上する。 

また、いわゆる畦畔除去等の簡易な整地のみを行う場合には、区画計画だけを計上する。 

 補正値＝Ｔ 

地区受益面積の 50％以上を水田受益面積で占める場合は、用水・

排水・農道・区画の工種数に応じて補正を行う。 

Ｔ：（水田地域補正）＝１工種 1.0、２工種 0.7、３工種 0.6、 

４工種 0.5 

 補正値＝Ｔ 

 補正値＝Ｔ 

 
本項目においては、町村道レベルの改修を対象としており耕作道（通作・連絡道）等については区画計画に含むため対象としな

い。 

4.1 
補正値＝Ｚ×Ｔ 

Ｚ：（路線数補正）＝0.2ｎ＋0.8 （ｎ：路線数） 

地区受益面積の 50％以上を水田受益面積で占める場合は、用水・

排水・農道・区画の工種数に応じて補正を行う。 

Ｔ：（水田地域補正）＝１工種 1.0、２工種 0.7、３工種 0.6、 

４工種 0.5 

0.3 
 

 
 

 
 

 
 

4.4   
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項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

３．対策計画         

 ・区画計画 
・耕区の設定  ・ほ区の形状及び面積の設定 

・均平区の設定 ・用排水及び農道の配置 
内 100ha  0.4 1.0 0.3  

 ・用水計画 
・水文計画（区間設計流量） 

・関連事業計画 
内 100ha   0.4  1.1 

 ・排水計画 
・水文計画（区間計画洪水量） 

・関連事業計画 
内 100ha   0.3  0.3 

 ・農道計画         

  
ア 道路構造及び

規格の決定 

・横断面計画（全幅員） 

・舗装計画（舗装厚、舗装構造） 

・路盤構成計画 

内 １路線   0.7 0.7  

 ・暗渠排水計画 
土壌調査報告書、現況調査結果及び計画基準値から暗渠排水組織

計画を策定 
内 地区   0.4  0.7 

 ・土層改良計画 
土壌調査報告書、現況調査結果及び計画基準値から土層改良の種

類及び工法等の対策計画を策定 
内 地区   0.3  0.4 

  ※ 土取場計画 土取場、地質、運搬路等 内 
別途 

参照 
     

 ・受益地の検証 ・受益位置図 ・受益関係調書（データベース） 内 地区 

 

 

 

 

   2.7 

小   計     0.4 3.1 1.0 5.2 

４．工事計画 

要領に基づき標準区画割図、計画一般平面図を作成また細工種に

ついては、各工種を参照。なお重要構造物及び協議案件に伴う調

査、設計並びに資料の作成は特記する。 

       

 ・区画計画 ・標準区画割図作成  ・平面図作成 内 100ha 

 

 

 

 

0.7  1.4 2.1 

 ・用水計画 ・水理設計（水路内断面の決定）  ・標準図作成 内 100ha     1.4 

 ・排水計画 ・水理設計（水路内断面の決定）  ・標準図作成 内 100ha     0.7 

 ・農道計画   

 

 

 

     

  ア 線形検討 
・平面線形計画 

・縦断線形計画 
内 １㎞  0.3 0.4  0.4 

  イ 縦横断図作成 

・縦断図 

・横断図 

・平面模式図 

・用地買収及び補償関係図 

内 １㎞   0.3   

 ・暗渠排水計画 ・暗渠排水標準配線図  ・暗渠排水標準断面図 内 地区      

小   計     1.0 0.7 1.4 4.6 

【備考次頁省略】 

 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 
３．対策計画         

 ・区画計画 
・耕区の設定  ・ほ区の形状及び面積の設定 

・均平区の設定 ・用排水及び農道の配置 
内 100ha  0.4 1.0 0.3  

 ・用水計画 
・水文計画（区間設計流量） 

・関連事業計画 
内 100ha   0.4  1.1 

 ・排水計画 
・水文計画（区間計画洪水量） 

・関連事業計画 
内 100ha   0.3  0.3 

 ・農道計画         

  
ア 道路構造及び

規格の決定 

・横断面計画（全幅員） 

・舗装計画（舗装厚、舗装構造） 

・路盤構成計画 

内 １路線   0.7 0.7  

 ・暗渠排水計画 
土壌調査報告書、現地調査結果及び計画基準値から暗渠排水組織

計画を策定 
内 地区   0.4  0.7 

 ・土層改良計画 
土壌調査報告書、現地調査結果及び計画基準値から土層改良の種

類及び工法等の対策計画を策定 
内 地区   0.3  0.4 

  ※ 土取場計画 土取場、地質、運搬路等 内 
別途 

参照 
     

 ・受益地の検証 ・受益位置図 ・受益関係調書（データベース） 内 地区 

 

 

 

 

   2.7 

小   計     0.4 3.1 1.0 5.2 

４．工事計画 

要領に基づき標準区画割図、計画一般平面図を作成また細工種に

ついては、各工種を参照。なお重要構造物及び協議案件に伴う調

査、設計並びに資料の作成は特記する。 

       

 ・区画計画 ・標準区画割図作成  ・平面図作成 内 100ha 

 

 

 

 

0.7  1.4 2.1 

 ・用水計画 ・水理設計（水路内断面の決定）  ・標準図作成 内 100ha     1.4 

 ・排水計画 ・水理設計（水路内断面の決定）  ・標準図作成 内 100ha     0.7 

 ・農道計画   

 

 

 

     

  ア 線形検討 
・平面線形計画 

・縦断線形計画 
内 １㎞  0.3 0.4  0.4 

  イ 縦横断図作成 

・縦断図 

・横断図 

・平面模式図 

・用地買収及び補償関係図 

内 １㎞   0.3   

 ・暗渠排水計画 ・暗渠排水標準配線図  ・暗渠排水標準断面図 内 地区      

小   計     1.0 0.7 1.4 4.6 

【備考次頁省略】 
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１－７ 工種計画調査 区画整理（畑） 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

計画ほ場または地域において、既存資料の把握、現地調査等によ

り、営農上の阻害状況の把握及び対策計画の策定に必要な調査を

行う。 

 

 

 

      

 
・営農上の阻害状況 

 （資料把握） 

・輪作体系 

・作付作物 

・農業機械の作業障害状況 

内 地区 

 

 

 

 

  0.7  

 
・対策工法の検討 

 （現地調査） 

近傍類似地区における区画整理済みほ場及び計画ほ場について、

最大傾斜方向に対する作付等の状況調査 
外 地区   0.1  0.3 

 ・その他 環境評価整理 内 地区   0.1   

小   計      0.2 0.7 0.3 

２．計画基準値決定 

委託者が示した現況基準（事業対象）勾配、計画勾配の考え方につ

いて、現地調査結果、近傍類似ほ場の実績等から検証すると共に、

その出典等について取りまとめる。 

内 地区   0.4 1.4 1.0 

小   計      0.4 1.4 1.0 

３．対策計画         

 ・区画整理計画 現況調査結果及び計画基準値から区画整理計画を策定 内 100ha 
 

 
 0.4 0.4  

 ・受益地の検証 ・受益位置図 ・受益関係調書（データベース） 内 地区     2.7 

小   計      0.4 0.4 2.7 

４．工事計画 
 

 
       

 区画整理計画の内容を基に、現況及び計画標準平面図を作成する。 内 地区    1.0  

小   計       1.0  

５．事業費の算定 
対策計画、工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出す

る。 
       

 
・概算数量及び事業費

算出 

・事業費科目毎に算定 

・委託者が示す単価、類似事業の実績、物価版等による事業費算出 
内 地区   0.1   

小   計      0.1   

６．成果資料作成 工種計画に伴う説明資料の確認及び編纂を行う 内 地区   0.3  0.7 

小   計      0.3  0.7 

合   計      1.4 3.5 4.7 

【備考省略】 

１－７ 工種計画調査 区画整理（畑） 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

計画ほ場または地域において、既存資料の把握、現地調査等によ

り、営農上の阻害状況の把握及び対策計画の策定に必要な調査を

行う。 

 

 

 

      

 
・営農上の阻害状況 

 （資料把握） 

・輪作体系 

・作付作物 

・農業機械の作業障害状況 

内 地区 

 

 

 

 

  0.7  

 
・対策工法の検討 

 （現地調査） 

近傍類似地区における区画整理済みほ場及び計画ほ場について、

最大傾斜方向に対する作付等の状況調査 
外 地区   0.1  0.3 

 ・その他 環境評価整理 内 地区   0.1   

小   計      0.2 0.7 0.3 

２．計画基準値決定 

委託者が示した現況基準（事業対象）勾配、計画勾配の考え方につ

いて、現地調査結果、近傍類似ほ場の実績等から検証すると共に、

その出典等について取りまとめる。 

内 地区   0.4 1.4 1.0 

小   計      0.4 1.4 1.0 

３．対策計画         

 ・区画整理計画 現地調査結果及び計画基準値から区画整理計画を策定 内 100ha 
 

 
 0.4 0.4  

 ・受益地の検証 ・受益位置図 ・受益関係調書（データベース） 内 地区     2.7 

小   計      0.4 0.4 2.7 

４．工事計画 
 

 
       

 区画整理計画の内容を基に、現況及び計画標準平面図を作成する。 内 地区    1.0  

小   計       1.0  

５．事業費の算定 
対策計画、工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出す

る。 
       

 
・概算数量及び事業費

算出 

・事業費科目毎に算定 

・委託者が示す単価、類似事業の実績、物価版等による事業費算出 
内 地区   0.1   

小   計      0.1   

６．成果資料作成 工種計画に伴う説明資料の確認及び編纂を行う 内 地区   0.3  0.7 

小   計      0.3  0.7 

合   計      1.4 3.5 4.7 

【備考省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の改正 
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１－８ 工種計画調査 暗渠排水 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

計画ほ場または地域内において、既存資料の把握、現地調査等によ

り、排水不良の状況、営農上の阻害状況の把握及び対策計画の策定

に必要な調査を行う。 

       

 
・排水不良の状況 

 （資料把握） 

 

・地下水位 

・地耐力 

 

内 地区   0.3 0.5  

 
・営農上の阻害状況 

 （資料把握） 

 

・作物の生育障害状況 

・農業機械の作業障害状況 

 

内 地区   0.3 0.3 0.1 

 
・対策工法の検討 

 （現地調査） 

近傍類似地区における暗渠排水実施済みほ場の整備内容を調査す

ると共に、計画ほ場を含めた降雨後の地表残留水や排水路水位を

調査 

外 地区   0.1 0.1  

小   計      0.7 0.9 0.1 

２．計画基準値決定 

委託者が示した計画暗渠排水量、計画地下水位の考え方について、

現況調査結果、土壌調査報告書等から検討すると共に、その出典等

について取りまとめる。 

内 地区   0.3 0.3 0.3 

小   計      0.3 0.3 0.3 

３．対策計画         

 ・暗渠排水組織計画 
土壌調査報告書、現況調査結果及び計画基準値から暗渠排水組織

計画を策定 
内 地区   0.4  0.7 

 ・受益地の検証 ・受益位置図 ・受益関係調書（データベース） 内 地区     2.7 

小   計      0.4  3.4 

４．工事計画 
 

 
       

 ・暗渠排水標準配線図作成 ・暗渠排水標準断面図作成 内 地区      

小   計         

５．事業費の算定 
対策計画、工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出す

る。 
       

 
・概算数量及び事業費

算出 

・事業費科目毎に算定 

・委託者が示す単価、類似事業の実績、物価版等による事業費算出 
内 地区   0.4   

小   計      0.4   

６．成果資料作成 工種計画に伴う説明資料の確認及び編纂を行う。 内 地区   0.3  0.7 

小   計      0.3  0.7 

合   計      2.1 1.2 4.5 

【備考省略】 

１－８ 工種計画調査 暗渠排水 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

計画ほ場または地域内において、既存資料の把握、現地調査等によ

り、排水不良の状況、営農上の阻害状況の把握及び対策計画の策定

に必要な調査を行う。 

       

 
・排水不良の状況 

 （資料把握） 

 

・地下水位 

・地耐力 

 

内 地区   0.3 0.5  

 
・営農上の阻害状況 

 （資料把握） 

 

・作物の生育障害状況 

・農業機械の作業障害状況 

 

内 地区   0.3 0.3 0.1 

 
・対策工法の検討 

 （現地調査） 

近傍類似地区における暗渠排水実施済みほ場の整備内容を調査す

ると共に、計画ほ場を含めた降雨後の地表残留水や排水路水位を

調査 

外 地区   0.1 0.1  

小   計      0.7 0.9 0.1 

２．計画基準値決定 

委託者が示した計画暗渠排水量、計画地下水位の考え方について、

現地調査結果、土壌調査報告書等から検討すると共に、その出典等

について取りまとめる。 

内 地区   0.3 0.3 0.3 

小   計      0.3 0.3 0.3 

３．対策計画         

 ・暗渠排水組織計画 
土壌調査報告書、現地調査結果及び計画基準値から暗渠排水組織

計画を策定 
内 地区   0.4  0.7 

 ・受益地の検証 ・受益位置図 ・受益関係調書（データベース） 内 地区     2.7 

小   計      0.4  3.4 

４．工事計画 
 

 
       

 ・暗渠排水標準配線図作成 ・暗渠排水標準断面図作成 内 地区      

小   計         

５．事業費の算定 
対策計画、工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出す

る。 
       

 
・概算数量及び事業費

算出 

・事業費科目毎に算定 

・委託者が示す単価、類似事業の実績、物価版等による事業費算出 
内 地区   0.4   

小   計      0.4   

６．成果資料作成 工種計画に伴う説明資料の確認及び編纂を行う。 内 地区   0.3  0.7 

小   計      0.3  0.7 

合   計      2.1 1.2 4.5 

【備考省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の改正 
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１－９ 工種計画調査 土層改良 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

計画ほ場または地域内において、既存資料の把握、現地調査等によ

り、営農上の阻害状況の把握及び対策計画の策定に必要な調査を

行う。 

       

 
・営農上の阻害状況 

 （資料把握） 

・作物の生育障害状況 

・農業機械の作業障害状況 
内 地区 

 

 

 

 

  0.1  

 
・対策工法の検討 

 （現地調査） 

近傍類似地区における土層改良実施済みほ場及び計画ほ場につい

て、作付等の状況調査 
外 地区   0.1 0.1  

小   計      0.1 0.2  

２．計画基準値決定 

委託者が示した土層の改良目標の考え方について、現況調査結果、

土壌調査報告書から検証すると共に、その出典等について取りま

とめる。 

内 地区   0.1  0.7 

小   計      0.1  0.7 

３．対策計画    
 

 
    

 
・土層改良の種類及び

工法 

土壌調査報告書、現況調査結果及び計画基準値から土層改良の種

類及び工法等の対策計画を策定 
内 地区 

 

 
 0.3  0.4 

 ・受益地の検証 ・受益位置図 ・受益関係調書（データベース） 内 地区     2.7 

 ※ 土取場計画 土取場、地質、運搬路等 内 
別途 

参照 
     

小   計      0.3  3.1 

４．事業費の算定 対策計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出する。 
 

 
      

 
・概算数量及び事業費

算出 

・事業費科目毎に算定 

・委託者が示す単価、類似事業の実績、物価版等による事業費算出 
内 地区   0.1   

小   計      0.1   

５．成果資料作成 工種計画に伴う説明資料の確認及び編纂を行う 内 地区   0.3  0.7 

小   計      0.3  0.7 

合   計      0.9 0.2 4.5 

【備考省略】 

１－９ 工種計画調査 土層改良 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．現況調査 

計画ほ場または地域内において、既存資料の把握、現地調査等によ

り、営農上の阻害状況の把握及び対策計画の策定に必要な調査を

行う。 

       

 
・営農上の阻害状況 

 （資料把握） 

・作物の生育障害状況 

・農業機械の作業障害状況 
内 地区 

 

 

 

 

  0.1  

 
・対策工法の検討 

 （現地調査） 

近傍類似地区における土層改良実施済みほ場及び計画ほ場につい

て、作付等の状況調査 
外 地区   0.1 0.1  

小   計      0.1 0.2  

２．計画基準値決定 

委託者が示した土層の改良目標の考え方について、現地調査結果、

土壌調査報告書から検証すると共に、その出典等について取りま

とめる。 

内 地区   0.1  0.7 

小   計      0.1  0.7 

３．対策計画    
 

 
    

 
・土層改良の種類及び

工法 

土壌調査報告書、現地調査結果及び計画基準値から土層改良の種

類及び工法等の対策計画を策定 
内 地区 

 

 
 0.3  0.4 

 ・受益地の検証 ・受益位置図 ・受益関係調書（データベース） 内 地区     2.7 

 ※ 土取場計画 土取場、地質、運搬路等 内 
別途 

参照 
     

小   計      0.3  3.1 

４．事業費の算定 対策計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出する。 
 

 
      

 
・概算数量及び事業費

算出 

・事業費科目毎に算定 

・委託者が示す単価、類似事業の実績、物価版等による事業費算出 
内 地区   0.1   

小   計      0.1   

５．成果資料作成 工種計画に伴う説明資料の確認及び編纂を行う 内 地区   0.3  0.7 

小   計      0.3  0.7 

合   計      0.9 0.2 4.5 

【備考省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表内、字句の改正 
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１－14 営農計画 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．営農計画 

将来における地域農業の発展及び振興方向を事業計画に反映させ

ることを目的に、各種関係機関及び受益農家等の意向を踏まえな

がら、次の事項について検討し、委託者との打合せにより定める。 

・作付計画 ・家畜飼養計画 ・労働計画 

内 地区  0.3 0.8   

合   計     0.3 0.8   

１－15 事業効果算定 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

 

事業実施に伴って発現する各種の効果（効用）を事業費（費用）と

対比させることによって、事業の妥当性を判断することを目的と

している。 

なお、検討結果については、事業効果算定資料として取りまとめる

とともに、概要表等に記載する。 

効果測定においては、事業費単価と効果算定数値（作物単価等）は

最新年度のものを使用する。 

様式及び算定手法については、『土地改良事業の費用対効果分析マ

ニュアル』等によるが、詳細は委託者と受託者の協議により決定す

る。 

       

１．重複整理 
事業効果算定の基礎とするため、各工種別にみた受益の重複状況

及び効果要因別の発生面積について整理する。 
内 地区   0.3   

小   計      0.3   

２．総費用算定 

次の費用の合計を基準年度（評価年度）に現在価値化したもの。 

・当該事業の事業費（埋蔵文化財調査事業を除く）、関連事業の事

業費。 

・当該事業により整備される施設及び当該事業の受益地内で一体

的に効用が発揮される施設の評価期間（工事期間＋40 年）におい

て発生する再整備に要する事業費。 

・事業着工年度において、当該事業の受益地内で一体的に効用が発

揮されている既存施設の資産価額。 

・評価期間終了時点において、受益地域内で一体的に効果を発揮す

る施設（用地を含む）の資産価格（費用から控除）。 

内 
地区 

（面） 
  1.0   

内 
地区 

(用水) 
  2.5   

内 
地区 

(排水) 
  1.4   

内 
地区 

(農道) 
  1.5   

内 
地区 

(営農用水) 
  1.5   

小   計      7.9   

３．総便益算定 

事業実施に伴い発生する各種効果を数値で把握するため、地域調

査、工種計画調査、営農計画等の結果に基づき算定する。 

・食料の安定供給の確保に関する効果 

・農業の持続的発展に関する効果 

・農村の振興に関する効果 

・多面的機能の発揮に関する効果 

・その他の効果 

内 
地区 

(面) 
  0.5   

内 
地区 

(用排水) 
  1.1   

内 

地区 

(排水ｼﾐ

ｭﾚｰｼｮﾝ) 

  0.8   

内 
地区 

(農道) 
  1.4   

内 
地区 

(営農用水) 
  0.5   

小   計      4.3   

４．総括整理 

総費用及び総便益算定の結果に基づき、地区全体及び工種別に次

の算定を行う。 

・年総効果（便益）額 ・現況年総農業所得額 ・年総増加農業所

得額 ・総便益額（現在価値化） ・総費用総便益比 ・総所得償

還率 ・増加所得償還率 

内 地区  0.6 1.2   

小   計     0.6 1.2   

合   計     0.6 13.7   

 

１－14 営農計画 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．営農計画 

将来における地域農業の発展及び振興方向を事業計画に反映させ

ることを目的に、各種関係機関及び受益農家等の意向を踏まえな

がら、次の事項について検討し、委託者との打合せにより定める。 

・作付計画 ・家畜飼養計画 ・労働計画 

内 地区  0.3 0.8   

合   計     0.3 0.8   

１－15 事業効果算定 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

 

事業実施に伴って発現する各種の効果（効用）を事業費（費用）と

対比させることによって、事業の妥当性を判断することを目的と

している。 

なお、検討結果については、事業効果算定資料として取りまとめる

とともに、概要表等に記載する。 

効果測定においては、事業費単価と効果算定数値（作物単価等）は

最新年度のものを使用する。 

様式及び算定手法については、『土地改良事業の費用対効果分析マ

ニュアル』等によるが、詳細は委託者と受託者の協議により決定す

る。 

       

１．重複整理 
事業効果算定の基礎とするため、各工種別にみた受益の重複状況

及び効果要因別の発生面積について整理する。 
内 地区   0.3   

小   計      0.3   

２．総費用算定 

次の費用の合計を基準年度（評価年度）に現在価値化したもの。 

・当該事業の事業費（埋蔵文化財調査事業を除く）、関連事業の事

業費。 

・当該事業により整備される施設及び当該事業の受益地内で一体

的に効用が発揮される施設の評価期間（工事期間＋40 年）におい

て発生する再整備に要する事業費。 

・事業着工年度において、当該事業の受益地内で一体的に効用が発

揮されている既存施設の資産価額。 

・評価期間終了時点において、受益地域内で一体的に効果を発揮す

る施設（用地を含む）の資産価格（費用から控除）。 

内 
地区 

（面） 
  1.0   

内 
地区 

(用水) 
  2.5   

内 
地区 

(排水) 
  1.4   

内 
地区 

(農道) 
  1.5   

内 
地区 

(営農用水) 
  1.5   

小   計      7.9   

３．総便益算定 

事業実施に伴い発生する各種効果を数値で把握するため、地域調

査、工種計画調査、営農計画等の結果に基づき算定する。 

・食料の安定供給の確保に関する効果 

・農業の持続的発展に関する効果 

・農村の振興に関する効果 

・多面的機能の発揮に関する効果 

・その他の効果 

内 
地区 

(面) 
  0.5   

内 
地区 

(用排水) 
  1.1   

内 

地区 

(排水ｼﾐ

ｭﾚｰｼｮﾝ) 

  0.8   

内 
地区 

(農道) 
  1.4   

内 
地区 

(営農用水) 
  0.5   

小   計      4.3   

４．総括整理 

総費用及び総便益算定の結果に基づき、地区全体及び工種別に次

の算定を行う。 

・年総効果（便益）額 ・現況年総農業所得額 ・年総増加農業所

得額 ・総便益額（現在価値化） ・総費用総便益比 ・総所得償

還率 ・増加所得償還率 

内 地区  0.6 1.2   

小   計     0.6 1.2   

合   計     0.6 13.7   
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 備   考 

技

術

員 

補正または低減の要素 そ    の    他 

 

 

営農計画で検討する事項は、事業効果算定に必要な各種数値のうち、地域調査や工種計画調査では調査（検討）しない事項につい

ての作業としているので、事業効果を算定する地区は全て計上する。 

 

   

 

 備   考 

技

術

員 

補正または低減の要素 そ    の    他 

 事業効果を算定する地区は、工種計画調査における『受益地の検証』を計上すること。 

 

細工種数＝効果算定対象工種のうち、各工種を法手続き上ま

たは事業上及び効果要因毎の区分ではなく、工事の種類で細

分化した工種とする。 

C2：地区細工種数＝細工種数のうち、営農用水及び区画整理で

行う耕作道以外の細工種数 

C3：面細工種数＝C2のうち、用水（田）、用水（畑）、排水、

農道を除いたもの 

C4：用排工種数＝用水（田）、用水（畑）、排水 

C4 の最大＝3 

注意を要する細工種の例 

・区画整理（田）→整地工、用水、排水、農道、暗渠、客土等 

・用  水→用水（田）、用水（畑） 

・土層改良→客土、混層耕、心破、除礫等 

※区画整理内細工種の附帯工は計上しないこと。 

例：区画整理（田(用水,整地,暗渠,客土））、 

用水（田）、暗渠、客土 

             :C2=7 

                                                 :C3=5 

                            :C4=1 

 補正値＝C2－１ 
単品事業は１－１＝０ 

例：農道、暗渠、土層改良（客土、心破）は４－１＝３ 

   

 補正値＝0.3×C3＋0.7 
 

 

0.8 補正値＝対象施設数が 50を超える毎に 10％増とする。 
 

 

0.9 補正値＝対象施設数が 50を超える毎に 10％増とする。 
 

 

0.7 新設整備の場合 50％減すること。 
 

 

0.7 新設整備の場合 50％減すること。 
 

 

3.1   

0.9 補正値＝0.2×C3＋0.8 
 

 

2.3 補正値＝0.2×C4＋0.8 
 

 

 

 
  

1.6 条数補正なし 
走行経費節減効果算定を行う場合（単品農道、総合事業のうち耕作

道以外の農道等）に計上する。 

1.5  
 

 

6.3   

2.4 

 

 

 

 

 

 

2.4   

11.8   

【省略】 

 
 備   考 

技

術

員 

補正または低減の要素 そ    の    他 

 

 

営農計画で検討する事項は、事業効果算定に必要な各種数値のうち、地域調査や工種計画調査では調査（検討）しない事項につい

ての作業としているので、事業効果を算定する地区は全て計上する。 

 

   

 

 備   考 

技

術

員 

補正または低減の要素 そ    の    他 

 事業効果を算定する地区は、工種計画調査における『受益地の検証』を計上すること。 

 

細工種数＝効果算定対象工種のうち、各工種を法手続き上ま

たは事業上及び効果要因毎の区分ではなく、工事の種類で細

分化した工種とする。 

C2：地区細工種数＝細工種数のうち、営農用水及び区画整理で

行う耕作道以外の細工種数 

C3：面細工種数＝C2のうち、用水（田）、用水（畑）、排水、

農道を除いたもの 

C4：用排工種数＝用水（田）、用水（畑）、排水 

C4 の最大＝3 

 

注意を要する細工種の例 

・区画整理（田）→整地工、用水、排水、農道、暗渠、客土等 

・用  水→用水（田）、用水（畑） 

・土層改良→客土、混層耕、心破、除礫等 

※区画整理内細工種の附帯工は計上しないこと。 

例：区画整理（田(用水,整地,暗渠,客土））、用水（田）、暗渠、

客土:C2=7 

                                                  C3=5 

                             C4=1 

 補正値＝C2－１ 
単品事業は１－１＝０ 

例：農道、暗渠、土層改良（客土、心破）は４－１＝３ 

   

 補正値＝0.3×C3＋0.7 
 

 

0.8 補正値＝対象施設数が 50を越える毎に 10％増とする。 
 

 

0.9 補正値＝対象施設数が 50を越える毎に 10％増とする。 
 

 

0.7 新設整備の場合 50％減すること。 
 

 

0.7 新設整備の場合 50％減すること。 
 

 

3.1   

0.9 補正値＝0.2×C3＋0.8 
 

 

2.3 補正値＝0.2×C4＋0.8 
 

 

 

 
  

1.6 条数補正なし 
走行経費節減効果算定を行う場合（単品農道、総合事業のうち耕作

道以外の農道等）に計上する。 

1.5  
 

 

6.3   

2.4 

 

 

 

 

 

 

2.4   

11.8   

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の追加、

改正 
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２ 事業効果検証業務歩掛（参考歩掛） 

１ 適用範囲 

本歩掛は、事業効果検証業務について適用する。 

本歩掛は、標準的な作業内容による場合の所用人員等を各々の項目毎に設定したものである。したが

って、作業条件等によって業務内容が異なることもあることから、これらの条件等を十分確認して適用

すること。なお、本歩掛により難い場合は見積りによるものとする。 

２ 積算基準 

１）業務積算は、「設計業務の価格積算基準」による。 

２）製本による成果品作成に係る材料費は、（直接人件費）の３％を計上すること。 

３ 旅費・交通費 

１）打合せ１回当たりの標準配置人員は、「設計業務価格積算基準 第５旅費積算基準」によること。 

２）打合せ回数は、着手前、中間（３回）及び最終の５回を標準とする。ただし、業務内容により適宜

回数を計上すること。 

３）打合せに伴う旅行日に係る技術者の基準日額は、直接人件費に計上し、諸経費の対象とすること。 

４ 電子成果品作成費 

１）電子成果品作成費は、「設計業務の価格積算基準 第６電子成果品作成費」によること。 

５ 積算に当たっての留意事項 

１）本歩掛は、残調等の基礎資料及び事業効果算定に係る効果算定数値（作物単価等）は、委託者にお

いて整備されていることを前提としている。 

２）業務内容により、各歩掛の項目及び細目を必要に応じ、計上すること。また、当該作業段階において、

前段階の作業項目が必要な場合には、その補足すべき作業項目を適宜計上すること。 

 

２ 事業効果検証業務歩掛（参考歩掛） 

１ 適用範囲 

本歩掛は、事業効果検証業務について適用する。 

本歩掛は、標準的な作業内容による場合の所用人員等を各々の項目毎に設定したものである。したが

って、作業条件等によって業務内容が異なることもあることから、これらの条件等を十分確認して適用

すること。なお、本歩掛により難い場合は見積りによるものとする。 

２ 積算基準 

１）業務積算は、「設計業務の価格積算基準」による。 

２）製本による成果品作成に係る材料費は、（直接人件費）の３％を計上すること。 

３ 旅費・交通費 

１）打合せ１回当たりの標準配置人員は、「設計業務価格積算基準 第５旅費積算基準」によること。 

２）打合せ回数は、着手前、中間（３回）及び最終の５回を標準とする。ただし、業務内容により適宜

回数を計上すること。 

３）打合せに伴う旅行日に係る技術者の基準日額は、直接人件費に計上し、諸経費の対象とすること。 

４ 電子成果品作成費 

１）電子成果品作成費は、「設計業務の価格積算基準 第６電子成果品作成費」によること。 

５ 積算に当たっての留意事項 

１）本歩掛は、残調等の基礎資料及び事業効果算定に係る効果算定数値（作物単価等）は、委託者にお

いて整備されていることを前提としている。 

２）業務内容により、各歩掛の項目及び細目を必要に応じ、計上すること。また、当該作業段階において、

前段階の作業項目が必要な場合には、その補足すべき作業項目を適宜計上すること。 
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項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

１．事業効果検証基礎資料の整理         

 
１－１ 事業量変更要件の 

   とりまとめ及び整理 

残事業費改定地区別調書他の事業量変動資料のとりまとめ及

び整理 

事業量一覧表及び年度別事業量を工種ごとに整理 

内 地区  0.1 0.7 0.1 0.2 

 
１－２ 事業費変更要件の 

   とりまとめ及び整理 

残事業費改定地区別調書他の事業費変動資料のとりまとめ及

び整理 

事業費一覧表及び年度別事業費を工種ごとに整理 

内 地区  0.1 0.6 0.1 0.2 

 
１－３ 関係基礎資料の 

   とりまとめ及び整理 
事業効果算定にかかる基礎資料のとりまとめ及び整理 内 地区  0.1 0.8 0.4 0.8 

小   計     0.3 2.1 0.6 1.2 

２．事業効果算定 

事業実施に伴って発現する各種の効果（効用）を事業費（費用）

と対比させることによって、事業の妥当性を判断することを目

的としている。 

なお、検討結果については、経済効果関係資料としてとりまと

めるとともに、概要表等に記載する。 

効果測定においては、事業費単価と効果算定数値（作物単価等）

は最新年度のものを使用する。 

様式及び算定手法については、『新たな土地改良の効果算定マ

ニュアル』によるが、詳細は委託者と受託者の協議により決定

する。 

       

 ２－１ 総費用算定 

次の費用の合計を基準年度（評価年度）に現在価値化したもの。 

・当該事業の事業費（埋蔵文化財調査事業を除く）、関連事業

の事業費。 

・当該事業により整備される施設及び当該事業の受益地内で

一体的に効用が発揮される施設の評価期間（工事期間＋40年）

において発生する再整備に要する事業費。 

・事業着工年度において、当該事業の受益地内で一体的に効用

が発揮されている既存施設の資産価額。 

・評価期間終了時点において、受益地域内で一体的に効果を発

現する施設（用地を含む）の資産価格（費用から控除）。 

内 
地区 

（面） 
  0.9   

内 
地区 

(用水) 
  2.1   

内 
地区 

(排水) 
  1.3   

内 
地区 

(農道) 
  1.3   

内 
地区 

(営農用水) 
  1.3   

 計      6.9   

 ２－２ 総便益算定 

事業実施に伴い発生する各種効果を数値で把握するため、地域

調査、工種計画調査、営農計画等の結果に基づき算定する。 

・食料の安定供給の確保に関する効果 

・農業の持続的発展に関する効果 

・農村の振興に関する効果 

・多面的機能の発揮に関する効果 

・その他の効果 

内 
地区 

(面) 
  0.5   

内 
地区 

(用排水) 
  0.9   

内 

地区 

(排水ｼﾐ

ｭﾚｰｼｮﾝ) 

  0.7   

内 
地区 

(農道) 
  1.2   

内 
地区 

(営農用水) 
  0.5   

 計      3.8   

 ２－３ 総括整理 

総費用及び総便益算定の結果に基づき、地区全体及び工種別に

次の算定を行う。 

・年総効果（便益）額 ・現況年総農業所得額 ・年総増加農

業所得額 ・総便益額（現在価値化） ・総費用総便益比 ・

総所得償還率 ・増加所得償還率 

内 地区  0.6 1.1   

 計     0.6 1.1   

小   計     0.6 11.8   

 

 

 

項 目 

標準作業内容 

内

外

業

別 

歩 掛 

基 準 

(単位) 

  標 準 歩 掛 

 

細 目 

技

師

長 

主
任
技
師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 
１．事業効果検証基礎資料の整理         

 
１－１ 事業量変更要件の 

   とりまとめ及び整理 

残事業費改定地区別調書他の事業量変動資料のとりまとめ及

び整理 

事業量一覧表及び年度別事業量を工種ごとに整理 

内 地区  0.1 0.7 0.1 0.2 

 
１－２ 事業費変更要件の 

   とりまとめ及び整理 

残事業費改定地区別調書他の事業費変動資料のとりまとめ及

び整理 

事業費一覧表及び年度別事業費を工種ごとに整理 

内 地区  0.1 0.6 0.1 0.2 

 
１－３ 関係基礎資料の 

   とりまとめ及び整理 
事業効果算定にかかる基礎資料のとりまとめ及び整理 内 地区  0.1 0.8 0.4 0.8 

小   計     0.3 2.1 0.6 1.2 

２．事業効果算定 

事業実施に伴って発現する各種の効果（効用）を事業費（費用）

と対比させることによって、事業の妥当性を判断することを目

的としている。 

なお、検討結果については、経済効果関係資料としてとりまと

めるとともに、概要表等に記載する。 

効果測定においては、事業費単価と効果算定数値（作物単価等）

は最新年度のものを使用する。 

様式及び算定手法については、『新たな土地改良の効果算定マ

ニュアル』によるが、詳細は委託者と受託者の協議により決定

する。 

       

 ２－１ 総費用算定 

次の費用の合計を基準年度（評価年度）に現在価値化したもの。 

・当該事業の事業費（埋蔵文化財調査事業を除く）、関連事業

の事業費。 

・当該事業により整備される施設及び当該事業の受益地内で

一体的に効用が発揮される施設の評価期間（工事期間＋40年）

において発生する再整備に要する事業費。 

・事業着工年度において、当該事業の受益地内で一体的に効用

が発揮されている既存施設の資産価額。 

・評価期間終了時点において、受益地域内で一体的に効果を発

現する施設（用地を含む）の資産価格（費用から控除）。 

内 
地区 

（面） 
  0.9   

内 
地区 

(用水) 
  2.1   

内 
地区 

(排水) 
  1.3   

内 
地区 

(農道) 
  1.3   

内 
地区 

(営農用水) 
  1.3   

 計      6.9   

 ２－２ 総便益算定 

事業実施に伴い発生する各種効果を数値で把握するため、地域

調査、工種計画調査、営農計画等の結果に基づき算定する。 

・食料の安定供給の確保に関する効果 

・農業の持続的発展に関する効果 

・農村の振興に関する効果 

・多面的機能の発揮に関する効果 

・その他の効果 

内 
地区 

(面) 
  0.5   

内 
地区 

(用排水) 
  0.9   

内 

地区 

(排水ｼﾐ

ｭﾚｰｼｮﾝ) 

  0.7   

内 
地区 

(農道) 
  1.2   

内 
地区 

(営農用水) 
  0.5   

 計      3.8   

 ２－３ 総括整理 

総費用及び総便益算定の結果に基づき、地区全体及び工種別に

次の算定を行う。 

・年総効果（便益）額 ・現況年総農業所得額 ・年総増加農

業所得額 ・総便益額（現在価値化） ・総費用総便益比 ・

総所得償還率 ・増加所得償還率 

内 地区  0.6 1.1   

 計     0.6 1.1   

小   計     0.6 11.8   
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 備   考 

技

術

員 

補正または低減の要素 そ    の    他 

   

0.1 

 

 

 

残調等の基礎資料及び事業効果算定に係る効果算定数値（作物単

価等）は、整備されていることを前提としている 0.3 

 

 

 

1.5 
 

 

1.9   

 

細工種数＝効果算定対象工種のうち、各工種を法手続き上ま

たは事業上及び効果要因毎の区分ではなく、工事の種類で細

分化した工種とする。 

C2：細工種数＝工種一覧に示す①～⑧のうち、工事の種類で細

分化した工種数とする。ただし、区画整理で行う耕作道を除

く。 

C3：面細工種数＝C2のうち、用水（田）、用水（畑）、排水、

農道を除いたもの 

C4：用排工種数＝用水（田）、用水（畑）、排水 

C4 の最大＝3 

 

注意を要する細工種の例 

・区画整理（田）→整地工、用水、排水、農道、暗渠、客土等 

・用  水→用水（田）、用水（畑） 

・土層改良→客土、混層耕、心破、除礫等 

※区画整理内細工種の附帯工は計上しないこと。 

例：区画整理（田(用水,整地,暗渠,客土））、 

用水（田）、暗渠、客土 

             :C2=7 

                                                 :C3=5 

                            :C4=1 

 
補正値＝0.3×C3＋0.7 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

0.7 
補正値＝対象施設数が 50を越える毎に 10％増とする。 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

0.8 
補正値＝対象施設数が 50を越える毎に 10％増とする。 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

0.6 
新設整備の場合 50％減とする。 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

0.6 
新設整備の場合 50％減とする。 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

2.7   

0.8 
補正値＝0.2×C3＋0.8 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

2.0 
補正値＝0.2×C4＋0.8 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

 補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。  

1.4 
条数補正なし 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 

走行経費節減効果算定を行う場合（単品農道、総合事業のうち耕作

道以外の農道等）に計上する。 

1.3 補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。  

5.5   

2.1 補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 

 

 

 

 

 

2.1   

10.3   

【次頁備考省略】 

 

 

 備   考 

技

術

員 

補正または低減の要素 そ    の    他 

   

0.1 

 

 

 

残調等の基礎資料及び事業効果算定に係る効果算定数値（作物単

価等）は、整備されていることを前提としている 0.3 

 

 

 

1.5 
 

 

1.9   

 

細工種数＝効果算定対象工種のうち、各工種を法手続き上ま

たは事業上及び効果要因毎の区分ではなく、工事の種類で細

分化した工種とする。 

C2：細工種数＝工種一覧に示す①～⑧のうち、工事の種類で細

分化した工種数とする。ただし、区画整理で行う耕作道を除

く。 

C3：面細工種数＝C2のうち、用水（田）、用水（畑）、排水、

農道を除いたもの 

C4：用排工種数＝用水（田）、用水（畑）、排水 

C4 の最大＝3 

 

注意を要する細工種の例 

・区画整理（田）→整地工、用水、排水、農道、暗渠、客土等 

・用  水→用水（田）、用水（畑） 

・土層改良→客土、混層耕、心破、除礫等 

※区画整理内細工種の附帯工は計上しないこと。 

例：区画整理（田(用水,整地,暗渠,客土））、用水（田）、暗渠、

客土:C2=7 

                                                  C3=5 

                            _C4=1 

 
補正値＝0.3×C3＋0.7 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

0.7 
補正値＝対象施設数が 50を越える毎に 10％増とする。 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

0.8 
補正値＝対象施設数が 50を越える毎に 10％増とする。 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

0.6 
新設整備の場合 50％減とする。 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

0.6 
新設整備の場合 50％減とする。 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

2.7   

0.8 
補正値＝0.2×C3＋0.8 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

2.0 
補正値＝0.2×C4＋0.8 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 
 

 補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。  

1.4 
条数補正なし 

補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 

走行経費節減効果算定を行う場合（単品農道、総合事業のうち耕作

道以外の農道等）に計上する。 

1.3 補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。  

5.5   

2.1 補正値＝対象面積が 100ha未満の場合 10％減とする。 

 

 

 

 

 

2.1   

10.3   

【次頁備考省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の追加、

改正 
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〔15〕 建築設計業務等積算基準 

 

１ 設計業務等積算基準 

【省略】 

 

２ 設計業務等積算要領 

第１章 総則 

【省略】 

第２章 業務人・時間数の算定方法 

【省略】 

 

６ 工事監理業務に関する算定方法 

【省略】 

６－２ 新築工事の工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数の算定 

（１）一般業務に係る業務人・時間数の算定 

【省略】 

（２）難易度係数による補正  

建築物が告示８号別添三第３項及び第５項の各表の（い）建築物の欄に掲げる建築物のいずれかに

該当する場合においては、同表（は）工事監理等の欄に掲げる係数をそれぞれ、該当する業務分野の

業務人・時間数に乗じることにより補正する。ただし、各表において、（い）建築物の欄に複数該当

する場合は、該当する全ての難易度係数を業務人・時間数に乗じることとする。 

【省略】 

 

〔15〕 建築設計業務等積算基準 

 

１ 設計業務等積算基準 

【省略】 

 

２ 設計業務等積算要領 

第１章 総則 

【省略】 

第２章 業務人・時間数の算定方法 

【省略】 

 

６ 工事監理業務に関する算定方法 

【省略】 

６－２ 新築工事の工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数の算定 

（１）一般業務に係る業務人・時間数の算定 

【省略】 

（２）難易度係数による補正  

建築物が告示８号別添三第４項及び第５項の各表の（い）建築物の欄に掲げる建築物のいずれかに

該当する場合においては、同表（は）工事監理等の欄に掲げる係数をそれぞれ、該当する業務分野の

業務人・時間数に乗じることにより補正する。ただし、各表において、（い）建築物の欄に複数該当

する場合は、該当する全ての難易度係数を業務人・時間数に乗じることとする。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 
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[官庁施設の設計業務等積算要領]において引用している告示の規定等(参考資料) 

（１）建築物の類型 

【省略】 

（２）難易度係数 

【省略】 

 

難易度による補正を行う対象建築物について 

 

告示別添三第３項から第５項の各表に示す難易度による補正を行う対象建築物について、それぞれ具体

的に想定している事例は次表のとおりとする。 

 

難易度による補正の対象 

建築物 

難易度係数 

主に想定している事例 
設計 

工事 

監理

等 

［総合］（告示別添三第３項関係） 

特殊な形状の建築物また

は特殊な敷地上の建築物 

設定 

なし 
1.30 

・上下階で用途が異なる建築物や中間階に大空間がある建築

物で、構造、設備との調整・統合を含め特別な対応や検討 

を要する計画を行わなければならない場合 

・著しい高低差がある敷地の場合 

・特殊な平面形状の敷地の場合 

・崖地等特殊な立地条件または自然環境にある敷地の場合等 

【省略】 

［構造］（告示別添三第４項関係） 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[官庁施設の設計業務等積算要領]において引用している告示の規定等(参考資料) 

（１）建築物の類型 

【省略】 

（２）難易度係数 

【省略】 

 

難易度による補正を行う対象建築物について 

 

告示別添三第３項から第５項の各表に示す難易度による補正を行う対象建築物について、それぞれ具体

的に想定している事例は次表のとおりとする。 

 

難易度による補正の対象 

建築物 

難易度係数 

主に想定している事例 
設計 

工事 

監理

等 

［総合］（告示別添三第３項関係） 

特殊な形状の建築物また

は特殊な敷地上の建築物 

設定 

なし 
1.30 

・上下階で用途が異なる建築物や中間階に大空間がある建築

物で、構造、設備との調整・統合を含め特別な対応や検討 

を要する計画を行わなければならない場合 

・著しい高低差がある敷地の場合 

・特殊な平面形状の敷地の場合 

・崖地等特殊な立地条件または自然環境にある敷地の場合等 

【省略】 

［構造］（告示別添三第４項関係） 

【省略】 
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難易度による補正の対象 

建築物 

難易度係数 

主に想定している事例 
設計 

工事 

監理

等 

［構造］（告示別添三第４項関係） 

特殊な解析、性能検証等

を要する建築物、特殊な

構造の建築物（国土交通

大臣の認定を要するもの

を除く。）または免震建

築物（国土交通大臣の認

定を要するものを除

く。） 

1.22 1.23 

・塔状建物や超高層建物で、風の影響の検討（風応答解析な

どを必要とする場合 

・プラントや複数のクレーンを持つ工場など特殊な荷重が複

雑に作用する建築物の場合 

・精密機械工場など特別な使用性能の検討を要する場合 

・著しく長大な建築物で温度変化の影響の検討を要する場合 

・特別な構造基準を要する場合（スロッシング荷重確認のた

めの容器構造設計指針、居住性性能指針、プレストレス指

針、 CFT 指針など） 

・木造準耐火建築物で燃え代設計を行う場合 

・CLTなど比較的新しい工法で建てる建築物で、調査・研究

が必要となり設計に時間がかかる場合 

・伝統的な構法で建てる建築物で、高度な解析を伴う限界耐

力計算が必要となる場合 

・その他座屈解析、浮上がりを考慮した増分解析、設備振動

伝搬解析、施工時応力を考慮する必要がある場合 

・任意形状応力解析やFEM解析が必要となる建築物の場合 

・膜構造、ケーブル構造、プレストレストコンクリート造な  

 ど特殊工法を適用する場合 

・告示による免震建築物の場合 等 

木造の建築物 1.02 1.16 
・許容応力度計算を行う木造建築物（部材数が多くなり構造

計算に要する時間が増加など）の場合 等 

［設備］（告示別添三第５項関係） 

【省略】 

【省略】 

 

難易度による補正の対象 

建築物 

難易度係数 

主に想定している事例 
設計 

工事 

監理

等 

［構造］（告示別添三第４項関係） 

特殊な解析、性能検証等

を要する建築物、特殊な

構造の建築物（国土交通

大臣の認定を要するもの

を除く。）または免震建

築物（国土交通大臣の認

定を要するものを除

く。） 

1.22 1.23 

・塔状建物や超高層建物で、風の影響の検討（風応答解析な

どを必要とする場合 

・プラントや複数のクレーンを持つ工場など特殊な荷重が複

雑に作用する建築物の場合 

・精密機械工場など特別な使用性能の検討を要する場合 

・著しく長大な建築物で温度変化の影響の検討を要する場合 

・特別な構造基準を要する場合（スロッシング荷重確認のた

めの容器構造設計指針、居住性性能指針、プレストレス指

針、 CFT 指針など） 

・木造準耐火建築物で燃え代設計を行う場合 

・CLTなど比較的新しい工法で建てる建築物で、調査・研究

が必要となり設計に時間がかかる場合 

・伝統的な構法で建てる建築物で、高度な解析を伴う限界耐

力計算が必要となる場合 

・その他座屈解析、浮上がりを考慮した増分解析、設備振動

伝搬解析、施工時応力を考慮する必要がある場合 

・任意形状応力解析やFEM解析が必要となる建築物の場合 

・膜構造、ケーブル構造、プレストレストコンクリート造な 

 ど特殊工法を適用する場合 

・告示による免震建築物の場合 等 

木造の建築物 1.02 1.16 
・許容応力度計算を行う木造建築物（部材数が多くなり構造

計算に要する時間が増加など）の場合 等 

［設備］（告示別添三第５項関係） 

【省略】 

【省略】 
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土地改良事業等に係る調査測量設計業務 

の価格積算要領 

新 旧 対 照 表 
 

 

 

用 地 測 量 編 

 

〔１〕 用地測量 

 

 

 

平成２年３月１５日 設計第４４１号農政部長通知の一部改正 

（積算基準日 令和７年１２月１９日以降適用） 

 

 

  



 

 

 

（空白） 
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〔１〕用地測量 

１ 積算の留意事項 

【省略】 

 

２ 用地測量歩掛 

２－１ ～ ２－14 【省略】 

２－15 土地境界確認書の作成 

単 位 5 点 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

確    認 外   1.00 1.00    0.05 0.05    0.05 0.05  0.10 

                  

確 認 書 作 成 内   1.00 1.00    0.03 0.03    0.03 0.03  0.06 

                  

                  

外   業   0.05 0.05  0.10 

内   業   0.03 0.03  0.06 

計   0.08 0.08  0.16 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

作   成      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 1.0％  機械経費 1.5％  

 注１） 境界点数が 5点増加するごとに当該歩掛を加算する。 

 注２） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関 

    協議資料に係る作業時間も含む。 

〔１〕用地測量 

１ 積算の留意事項 

【省略】 

 

２ 用地測量歩掛 

２－１ ～ ２－14 【省略】 

２－15 土地境界確認書の作成 

単 位 5 点 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 
任 

技 

師 
技 

 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

確    認 外   1.00 1.00    0.05 0.05    0.05 0.05  0.10 

                  

確 認 書 作 成 内   1.00 1.00    0.03 0.03    0.03 0.03  0.06 

                  

                  

外   業   0.05 0.05  0.10 

内   業   0.03 0.03  0.06 

計   0.08 0.08  0.16 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

作   成      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 1.0％  機械経費 2.0％  

 注１） 境界点数が 5点増加するごとに当該歩掛を加算する。 

 注２） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関 

    協議資料に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 

 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
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地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－16 境界測量 

単 位 5 点 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

測    定 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.05 0.05 0.05 0.05  0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 

                  

座標・距離計算 内  1.00 1.00 1.00   0.05 0.05 0.05   0.05 0.05 0.05  0.15 

                  

                  

外   業  0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 

内   業  0.05 0.05 0.05  0.15 

計  0.10 0.10 0.10 0.05 0.35 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

測   定           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 3.5％  

 注１） 境界点数が 5点増加するごとに当該歩掛を加算する。 

 注２） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関 

    協議資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－16 境界測量 

単 位 5 点 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 
任 
技 

師 

技 
 
 

 
 

師 
技 

 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

測    定 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.05 0.05 0.05 0.05  0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 

                  

座標・距離計算 内  1.00 1.00 1.00   0.05 0.05 0.05   0.05 0.05 0.05  0.15 

                  

                  

外   業  0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 

内   業  0.05 0.05 0.05  0.15 

計  0.10 0.10 0.10 0.05 0.35 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

測   定           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 3.0％  

 注１） 境界点数が 5点増加するごとに当該歩掛を加算する。 

 注２） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関 

    協議資料に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 
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地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－17 復元測量 

単 位 34点（1ha） 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

測    定 外  1.00 1.00 1.00 1.00  1.70 1.70 1.70 1.70  1.70 1.70 1.70 1.70 6.80 

                  

資料収集整理 内  1.00 1.00 1.00   0.50 0.50 0.50   0.50 0.50 0.50  1.50 

                  

                  

外   業  1.70 1.70 1.70 1.70 6.80 

内   業  0.50 0.50 0.50  1.50 

計  2.20 2.20 2.20 1.70 8.30 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

測   定           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 1.5％  機械経費 6.0％  

 注１） 復元測量とは、境界確認において境界を確定するうえで法務局に提出済みの地積測量図等を基に境界点を復元す

る必要がある場合に行うものである。 

 注２） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－17 復元測量 

単 位 34点（1ha） 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 
任 
技 

師 

技 
 
 

 
 

師 
技 

 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

測    定 外  1.00 1.00 1.00 1.00  1.70 1.70 1.70 1.70  1.70 1.70 1.70 1.70 6.80 

                  

資料収集整理 内  1.00 1.00 1.00   0.50 0.50 0.50   0.50 0.50 0.50  1.50 

                  

                  

外   業  1.70 1.70 1.70 1.70 6.80 

内   業  0.50 0.50 0.50  1.50 

計  2.20 2.20 2.20 1.70 8.30 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

測   定           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 1.5％  機械経費 5.5％  

 注１） 復元測量とは、境界確認において境界を確定するうえで法務局に提出済みの地積測量図等を基に境界点を復元す

る必要がある場合に行うものである。 

 注２） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 
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協議資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－18 補助基準点の設置 

単 位 10 点 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

補助基準点の設置 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.80 0.80 0.80 0.80  0.80 0.80 0.80 0.80 3.20 

                  

資料収集整理 内  1.00 1.00 1.00   0.40 0.40 0.40   0.40 0.40 0.40  1.20 

                  

                  

外   業  0.80 0.80 0.80 0.80 3.20 

内   業  0.40 0.40 0.40  1.20 

計  1.20 1.20 1.20 0.80 4.40 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

設   置           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 3.0％  機械経費 3.5％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協議

協議資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－18 補助基準点の設置 

単 位 10 点 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 
任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

補助基準点の設置 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.80 0.80 0.80 0.80  0.80 0.80 0.80 0.80 3.20 

                  

資料収集整理 内  1.00 1.00 1.00   0.40 0.40 0.40   0.40 0.40 0.40  1.20 

                  

                  

外   業  0.80 0.80 0.80 0.80 3.20 

内   業  0.40 0.40 0.40  1.20 

計  1.20 1.20 1.20 0.80 4.40 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

設   置           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 3.0％  機械経費 3.0％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 
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資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－19 境界点間測量 

単 位 5 点 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

測    定 外  1.00 1.00 1.00   0.05 0.05 0.05   0.05 0.05 0.05  0.15 

                  

資料収集整理 内  1.00 1.00 1.00   0.02 0.03 0.03   0.02 0.03 0.03  0.08 

                  

                  

外   業  0.05 0.05 0.05  0.15 

内   業  0.02 0.03 0.03  0.08 

計  0.07 0.08 0.08  0.23 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

測   定           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 1.5％  機械経費 5.5％  

 注１） 境界点数が 5点増加するごとに当該歩掛を加算する。 

資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－19 境界点間測量 

単 位 5 点 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 
任 

技 

師 
技 

 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

測    定 外  1.00 1.00 1.00   0.05 0.05 0.05   0.05 0.05 0.05  0.15 

                  

資料収集整理 内  1.00 1.00 1.00   0.02 0.03 0.03   0.02 0.03 0.03  0.08 

                  

                  

外   業  0.05 0.05 0.05  0.15 

内   業  0.02 0.03 0.03  0.08 

計  0.07 0.08 0.08  0.23 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

測   定           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 1.5％  機械経費 5.0％  

 注１） 境界点数が 5点増加するごとに当該歩掛を加算する。 
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 注２） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関

協議資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－20 用地現況測量（建物等） 

単 位 1 ha 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

測    定 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.60 0.60 0.60 0.60  0.60 0.60 0.60 0.60 2.40 

                  

図 面 等 作 成 内  1.00 1.00 1.00   0.30 0.30 0.30   0.30 0.30 0.30  0.90 

                  

                  

外   業  0.60 0.60 0.60 0.60 2.40 

内   業  0.30 0.30 0.30  0.90 

計  0.90 0.90 0.90 0.60 3.30 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

測   定           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 2.0％  機械経費 3.5％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関 

 注２） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関

協議資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－20 用地現況測量（建物等） 

単 位 1 ha 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 
技 

 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

測    定 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.60 0.60 0.60 0.60  0.60 0.60 0.60 0.60 2.40 

                  

図 面 等 作 成 内  1.00 1.00 1.00   0.30 0.30 0.30   0.30 0.30 0.30  0.90 

                  

                  

外   業  0.60 0.60 0.60 0.60 2.40 

内   業  0.30 0.30 0.30  0.90 

計  0.90 0.90 0.90 0.60 3.30 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

測   定           

      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 2.5％  機械経費 2.5％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関 
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 協議資料に係る作業時間も含む。 

 

２－21 面積計算 ～ ２－24 区分地上権設定範囲図の作成 【省略】 

２－25 地積測量図等の作成（表示登記） 

単 位 1 筆 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

製  図  等 内 1.00     0.15     0.15     0.15 

                  

                  

                  

                  

外   業       

内   業 0.15     0.15 

計 0.15     0.15 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

製 図 等           

           

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 87.5％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協   

議資料に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

 協議資料に係る作業時間も含む。 

 

２－21 面積計算 ～ ２－24 区分地上権設定範囲図の作成 【省略】 

２－25 地積測量図等の作成（表示登記） 

単 位 1 筆 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 
測

量

補

助

員 

計 

製  図  等 内 1.00     0.15     0.15     0.15 

                  

                  

                  

                  

外   業       

内   業 0.15     0.15 

計 0.15     0.15 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

製 図 等           

           

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 70.0％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協

議資料に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 
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２－26 地積測量図等の作成（分筆登記） 

単 位 1 筆（分筆後 2 筆まで） 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

製  図  等 内 1.00     0.20     0.20     0.20 

                  

                  

                  

                  

外   業       

内   業 0.20     0.20 

計 0.20     0.20 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

製 図 等           

           

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 66.0％  

 注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協

議資料に係る作業時間も含む。 

 

 ・分筆後の筆数が 2筆を超える場合は、1筆増す毎に下表の歩掛を追加する。 

技術者名 加算歩掛 

測量主任技師 0.05 

 

 

 

 

 

２－26 地積測量図等の作成（分筆登記） 

単 位 1 筆（分筆後 2 筆まで） 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 
計 

製  図  等 内 1.00     0.20     0.20     0.20 

                  

                  

                  

                  

外   業       

内   業 0.20     0.20 

計 0.20     0.20 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

製 図 等           

           

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 53.0％  

 注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協

議資料に係る作業時間も含む。 

 

 ・分筆後の筆数が 2筆を超える場合は、1筆増す毎に下表の歩掛を追加する。 

技術者名 加算歩掛 

測量主任技師 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 
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２－27 地積測量図等の作成（地図地積の更正登記） 

単 位 1 筆 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

製  図  等 内 1.00     0.15     0.15     0.15 

                  

                  

                  

                  

外   業       

内   業 0.15     0.15 

計 0.15     0.15 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

製 図 等           

           

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 87.5％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協

議資料に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

 

 

２－27 地積測量図等の作成（地図地積の更正登記） 

単 位 1 筆 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 
計 

製  図  等 内 1.00     0.15     0.15     0.15 

                  

                  

                  

                  

外   業       

内   業 0.15     0.15 

計 0.15     0.15 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

製 図 等           

           

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 70.0％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協

議資料に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 
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２－28 土地実地調査書の作成 

単 位 1筆当り 作業条件 耕   地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

写 真 撮 影 外   1.00 1.00    0.10 0.10    0.10 0.10  0.20 

                  

調 査 書 作 成 内   1.00 1.00    0.39 0.24    0.39 0.24  0.63 

                  

                  

外   業   0.10 0.10  0.20 

内   業   0.39 0.24  0.63 

計   0.49 0.34  0.83 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

写真撮影           

調査書作成           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 25.0％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協議

資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－29 土地調書の作成 【省略】 

 

 

２－28 土地実地調査書の作成 

単 位 1筆当り 作業条件 耕   地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 
計 

写 真 撮 影 外   1.00 1.00    0.10 0.10    0.10 0.10  0.20 

                  

調 査 書 作 成 内   1.00 1.00    0.39 0.24    0.39 0.24  0.63 

                  

                  

外   業   0.10 0.10  0.20 

内   業   0.39 0.24  0.63 

計   0.49 0.34  0.83 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

写真撮影           

調査書作成           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 0.5％  機械経費 19.5％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協議

資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－29 土地調書の作成 【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 
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２－30 用地境界仮杭の設置 

単 位 10 本 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

計 

境界仮杭設置 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.30 0.30 0.30 0.30  0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 

                  

資料収集整理 内  1.00 1.00 1.00   0.10 0.10 0.10   0.10 0.10 0.10  0.30 

                  

                  

外   業  0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 

内   業  0.10 0.10 0.10  0.30 

計  0.40 0.40 0.40 0.30 1.50 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

境界仮杭設置           

資料収集整理      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 4.5％  機械経費 5.5％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協議

資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

２－30 用地境界仮杭の設置 

単 位 10 本 作業条件 耕  地 

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 

主 

任 

技 

師 

技 
 
 

 
 

師 

技 
 

師 
 

補 

助 
 
 

 
 

手 

測

量

補

助

員 
計 

境界仮杭設置 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.30 0.30 0.30 0.30  0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 

                  

資料収集整理 内  1.00 1.00 1.00   0.10 0.10 0.10   0.10 0.10 0.10  0.30 

                  

                  

外   業  0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 

内   業  0.10 0.10 0.10  0.30 

計  0.40 0.40 0.40 0.30 1.50 

 

作業内容 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

境界仮杭設置           

資料収集整理      
  

   

         

           

           

           

 直接人件費に対する割合 直接人件費に対する割合 

 費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

 材料費 5.0％  機械経費 5.5％  

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協議

資料に係る作業時間も含む。 

 

地域補正変化率 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕 地 原 野 

変化率 2.00 1.80 1.50 1.30 1.00 0.70 

・森林については、耕地を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の改正 
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２－31 用地境界杭の設置 

単 位 10 本 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主

任

技

師 

技

師 

技

師

補 

助

手 

測
量
補
助
員 

主

任

技

師 

技

師 

技

師

補 

助

手 

測
量
補
助
員 

主

任

技

師 

技

師 

技

師

補 

助

手 

測
量
補
助
員 

計 

タ
イ
プⅠ

 

境界杭設置 外   1.00 1.00 1.00   1.20 1.20 1.20   1.20 1.20 1.20 3.60 

外                           業   1.20 1.20 1.20 3.60 

計   1.20 1.20 1.20 3.60 

タ
イ
プⅡ

 

境界杭設置 外   1.00 1.00 1.00   1.20 1.20 1.20   1.20 1.20 1.20 3.60 

資料収集整理 内   1.00 1.00    0.50 0.50    0.50 0.50  1.00 

外                      業   1.20 1.20 1.20 3.60 

内                      業   0.50 0.50  1.00 

計   1.70 1.70 1.20 4.60 

タ
イ
プⅢ

 

境界仮杭設置 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.30 0.30 0.30 0.30  0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 

境界杭設置 外   1.00 1.00 1.00   1.20 1.20 1.20   1.20 1.20 1.20 3.60 

資料収集整理 内   1.00 1.00    0.50 0.50    0.50 0.50  1.00 

外                      業  0.30 1.50 1.50 1.50 4.80 

内                      業   0.50 0.50  1.00 

計  0.30 2.00 2.00 1.50 5.80 

 ・設置区分 

   タイプⅠ 基準点（Cタイプ）埋設の場合 

   タイプⅡ 用地境界仮杭の設置と同時に発注する場合 

   タイプⅢ 用地境界杭の設置を単独で発注する場合 

 

   （１）各タイプ別の材料費率、機械経費率については、下表による。 

   （２）見出ポール（鋼管製 180cm×φ38mm）を設置する場合は、別途計上する。 

（３）タイプⅠを適用する場合は、精度管理費の対象とし、基準点埋設の精度管理費係数を適用する。ただし、材料

費は精度管理費の対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－31 用地境界杭の設置 

単 位 10 本 作業条件  

 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

主

任

技

師 

技

師 

技

師

補 

助

手 

測
量
補
助
員 

主

任

技

師 

技

師 

技

師

補 

助

手 

測
量
補
助
員 

主

任

技

師 

技

師 

技

師

補 

助

手 

測
量
補
助
員 

計 

タ
イ
プⅠ

 

境界杭設置 外   1.00 1.00 1.00   1.20 1.20 1.20   1.20 1.20 1.20 3.60 

外                           業   1.20 1.20 1.20 3.60 

計   1.20 1.20 1.20 3.60 

タ
イ
プⅡ

 

境界杭設置 外   1.00 1.00 1.00   1.20 1.20 1.20   1.20 1.20 1.20 3.60 

資料収集整理 内   1.00 1.00    0.50 0.50    0.50 0.50  1.00 

外                      業   1.20 1.20 1.20 3.60 

内                      業   0.50 0.50  1.00 

計   1.70 1.70 1.20 4.60 

タ
イ
プⅢ

 

境界仮杭設置 外  1.00 1.00 1.00 1.00  0.30 0.30 0.30 0.30  0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 

境界杭設置 外   1.00 1.00 1.00   1.20 1.20 1.20   1.20 1.20 1.20 3.60 

資料収集整理 内   1.00 1.00    0.50 0.50    0.50 0.50  1.00 

外                      業  0.30 1.50 1.50 1.50 4.80 

内                      業   0.50 0.50  1.00 

計  0.30 2.00 2.00 1.50 5.80 

 ・設置区分 

   タイプⅠ 基準点（Cタイプ）埋設の場合 

   タイプⅡ 用地境界仮杭の設置と同時に発注する場合 

   タイプⅢ 用地境界杭の設置を単独で発注する場合 

 

   （１）各タイプ別の材料費率、機械経費率については、下表による。 

   （２）見出ポール（鋼管製 180cm×φ38mm）を設置する場合は、別途計上する。 

（３）タイプⅠを適用する場合は、精度管理費の対象とし、基準点埋設の精度管理費係数を適用する。ただし、材料

費は精度管理費の対象としない。 
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材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

タ
イ
プⅠ

 

     
  

   

     
 

  
 

         

材料費率 34.5％    機械経費率 5.5％    

タ
イ
プⅡ

 

          

     
 

 

   

        

          

材料費率 20.5％    機械経費率 8.5％    

タ
イ
プⅢ

 

          

 
 

   
  

   

        

     
 

    

材料費率 17.5％    機械経費率 7.5％    

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協議

資料に係る作業時間も含む。 

 

２－32 データ入力 【省略】 

 

３ 用地予備調査歩掛 

【省略】 

 

 

 
材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

タ
イ
プⅠ

 

     
  

   

     
 

  
 

         

材料費率 31.5％    機械経費率 5.0％    

タ
イ
プⅡ

 

          

     
 

 

   

        

          

材料費率 19.0％    機械経費率 7.5％    

タ
イ
プⅢ

 

          

 
 

   
  

   

        

     
 

    

材料費率 16.0％    機械経費率 6.5％    

注） 本歩掛には、関係機関打合せ協議（道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者との協議・立会）及び関係機関協議

資料に係る作業時間も含む。 

 

２－32 データ入力 【省略】 

 

３ 用地予備調査歩掛 

【省略】 

 

 

 

 
 

数値の改正 

 

 

数値の改正 

 

 

数値の改正 



 

土地改良事業等に係る調査測量設計業務 

の価格積算要領の運用 

新 旧 対 照 表 
 

 

用 地 調 査 編 

 

〔１〕 用地調査業務の価格積算基準 

〔２〕 補償物件調査 

〔３〕 環境影響調査 

 

 

平成２年３月１５日 設計第４４１号農政部長通知の一部改正 

（積算基準日 令和７年１２月１９日以降適用） 

 

 



（空白） 
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 〔1〕 用地調査業務の価格積算基準 

 

第 1 適用範囲 ～ 第 7 一般事項 【省略】 

 

 

〔2〕 補償物件調査 

 

１ 作業計画の策定 ～ ４－４ 木造特殊建物の調査・算定 【省略】 

 

４－５ 非木造建物の調査・算定 

非木造建物の調査及び算定を行う場合は、表－6の構造別区分及び表－7の用途による区分によるものと

し、各歩掛表の作業条件に定める面積以外の場合の補正は、表－8によるものとする。（非木造建物Ｄに

あっては、４－３木造建物の調査・算定 表－4によるものとする。） 

 ただし、「６ 予備調査」を行っているものについては、歩掛（調査外業、調査内業（図面作成等））

を 70パーセントに補正するものとする。 

また、本歩掛は、石綿要領第 3 条に規定する石綿調査（調査表及び図面の作成を含む。ただし、分析

調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただし、以下については本歩掛に含まれていないことから、必要に

応じて、別途見積等を徴収して対応するものとする。 

 ・同要領第 6条に規定する分析調査費用に関する専門機関からの見積に要する費用 

 ・同要領第 7条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定する際の専門業者からの見積に要する費用 

表－6 

区 分 構     造 

非木造建物 Ａ 
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうち耐火被覆を行う

もの（Ｓ耐火） 

非木造建物 Ｂ 
鉄骨造（非木造建物Ａを除く）、軽量鉄骨造（鉄鋼系プレハブ工法により建築さ

れている専用住宅・共同住宅を含む） 

非木造建物 Ｃ コンクリートブロック造、石造、れんが造 

非木造建物 Ｄ プレハブ造（非木造建物Ｂ及び木質系の専用住宅を除く） 

 

表－７ ～ 表－８ 【省略】 

（１） 非木造建物（Ａ～Ｃ）の調査・算定（構造計算を行わない場合） 

～ （４） 非木造建物（Ｄ）の調査・算定（構造計算を行う場合） 【省略】 

４－６ 建物の見積 ～ ４－14 庭園の調査・算定 【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

〔1〕 用地調査業務の価格積算基準 

 

第 1 適用範囲 ～ 第 7 一般事項 【省略】 

 

 

〔2〕 補償物件調査 

 

１ 作業計画の策定 ～ ４－４ 木造特殊建物の調査・算定 【省略】 

 

４－５ 非木造建物の調査・算定 

非木造建物の調査及び算定を行う場合は、表－6 の構造別区分及び表－7 の用途による区分によるもの

とし、各歩掛表の作業条件に定める面積以外の場合の補正は、表－8によるものとする。（非木造建物Ｄ

にあっては、４－３木造建物の調査・算定 表－4によるものとする。） 

 ただし、「６ 予備調査」を行っているものについては、歩掛（調査外業、調査内業（図面作成等））

を 70パーセントに補正するものとする。 

また、本歩掛は、石綿要領第 3 条に規定する石綿調査（調査表及び図面の作成を含む。ただし、分析

調査は除く。）を含んだ歩掛である。ただし、以下については本歩掛に含まれていないことから、必要に

応じて、別途見積等を徴収して対応するものとする。 

 ・同要領第 6条に規定する分析調査費用に関する専門機関からの見積に要する費用 

 ・同要領第 7条に規定する対象石綿の除去処分費用を算定する際の専門業者からの見積に要する費用 

表－6 

区 分 構     造 

非木造建物 Ａ 
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうち耐火被覆を行う

もの（Ｓ耐火） 

非木造建物 Ｂ 
鉄骨造（非木造建物Ａを除く）、軽量鉄骨造（鉄鋼系プレハブ工法により建築さ

れている専用住宅・共同住宅を含む） 

非木造建物 Ｃ コンクリートブロック造、石造、れんが造 

非木造建物 Ｄ プレハブ造（鉄骨系、コンクリート系、木質系） 

 

表－７ ～ 表－８ 【省略】 

（１） 非木造建物（Ａ～Ｃ）の調査・算定（構造計算を行わない場合） 

～ （４） 非木造建物（Ｄ）の調査・算定（構造計算を行う場合） 【省略】 

４－６ 建物の見積 ～ ４－14 庭園の調査・算定 【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

 

 

字句の改正 
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４－15 墳墓の調査・算定 

表－20 【省略】 

 

 

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計

 

墳
墓
Ａ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.16 0.16 0.16   0.16 0.16 0.16  0.48 
1 墳墓の調査及び算定は、墓
石、墓誌等、カロート、石積、
囲障（生垣を含む）、立竹木、
祭し料（弔祭料を含む。）等に
ついて行うものとする。 
2 当該墳墓に埋葬されてい
る霊位数の調査は、２－２
「墓地管理者等の調査」で行
うものとする。 
3.墳墓の判断基準は、表－20
による。 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.27 0.17   0.08 0.27 0.17  0.52 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.33  0.16 0.05 0.06 0.33  0.16 0.60 

墳
墓
Ｂ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.25 0.25 0.25   0.25 0.25 0.25  0.75 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.46 0.17   0.08 0.46 0.17  0.71 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.56  0.27 0.05 0.06 0.56  0.27 0.94 

墳
墓
Ｃ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.36 0.36 0.36   0.36 0.36 0.36  1.08 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.65 0.21   0.08 0.65 0.21  0.94 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.78  0.38 0.05 0.06 0.78  0.38 1.27 

墳
墓
Ｄ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.21 0.21 0.21   0.21 0.21 0.21  0.63 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.37 0.21   0.08 0.37 0.21  0.66 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.45  0.22 0.05 0.06 0.45  0.22 0.78 

墳
墓
Ｅ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.36 0.36 0.36   0.36 0.36 0.36  1.08 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.65 0.26   0.08 0.65 0.26  0.99 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.78  0.38 0.05 0.06 0.78  0.38 1.27 

 

４－16 建物等の残地移転要件の該当性の検討 ～ ４－18 照応建物の設計案の作成 【省略】 

単 位 10 ㎡  作業条件  

４－15 墳墓の調査・算定 

表－20 【省略】 

 

 

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計

 

墳
墓
Ａ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.16 0.16 0.16   0.16 0.16 0.16  0.48 
1 墳墓の調査及び算定は、墓
石、墓誌等、カロート、石積、
囲障（生垣を含む）、立竹木等
について行うものとする。 
2 当該墳墓に埋葬されてい
る霊位数の調査は、２－２
「墓地管理者等の調査」で行
うものとする。 
3.墳墓の判断基準は、表－20
による。 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.27 0.17   0.08 0.27 0.17  0.52 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.33  0.16 0.05 0.06 0.33  0.16 0.60 

墳
墓
Ｂ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.25 0.25 0.25   0.25 0.25 0.25  0.75 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.46 0.17   0.08 0.46 0.17  0.71 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.56  0.27 0.05 0.06 0.56  0.27 0.94 

墳
墓
Ｃ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.36 0.36 0.36   0.36 0.36 0.36  1.08 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.65 0.21   0.08 0.65 0.21  0.94 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.78  0.38 0.05 0.06 0.78  0.38 1.27 

墳
墓
Ｄ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.21 0.21 0.21   0.21 0.21 0.21  0.63 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.37 0.21   0.08 0.37 0.21  0.66 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.45  0.22 0.05 0.06 0.45  0.22 0.78 

墳
墓
Ｅ 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.36 0.36 0.36   0.36 0.36 0.36  1.08 

図面作成等 内  1.00 1.00 1.00   0.08 0.65 0.26   0.08 0.65 0.26  0.99 

算 定 等 内 1.00 1.00 1.00  1.00 0.05 0.06 0.78  0.38 0.05 0.06 0.78  0.38 1.27 

 

４－16 建物等の残地移転要件の該当性の検討 ～ ４－18 照応建物の設計案の作成 【省略】 

単 位 10 ㎡  作業条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 
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５ 営業その他の調査 

５－１ 現地踏査 

 

 

５－２ 営業の調査・算定 

表－21 ～ 表－22 【省略】 

 

 

 

５－３ 仮営業所設置工事費用の調査・算定 【省略】 

 

５－４ 居住者等の調査 

 
 

単 位 権 利 者 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

現 地 踏 査 外  1.00 1.00    0.34 0.34    0.34 0.34   0.68  現地踏査は、営業に関する調査
及び算定を行うものにのみ適用
する。                   

単 位 事業所(企業) 作業条件 営業Ｂ 

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.52 0.52 0.52   0.52 0.52 0.52  1.56  

資 料 整 理 等 内  1.00 1.00 1.00   0.68 1.63 4.06   0.68 1.63 4.06  6.37 

算 定 等 内  1.00 1.00  1.00  0.68 1.64  0.46  0.68 1.64  0.46 2.78 

単 位 世 帯 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調 査 外   1.00 1.00    0.05 0.05    0.05 0.05  0.10  

資 料 整 理 等 内  1.00  1.00   0.02  0.08   0.02  0.08  0.10 

５ 営業その他の調査 

５－１ 現地踏査 

 

 

５－２ 営業の調査・算定 

表－21 ～ 表－22 【省略】 

 

 

 

５－３ 仮営業所設置工事費用の調査・算定 【省略】 

 

５－４ 居住者等の調査 

 
 

単 位 権 利 者 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

現 地 踏 査 外  1.00 1.00    0.26 0.26    0.26 0.26   0.52  現地踏査は、営業に関する調査
及び算定を行うものにのみ適用
する。                   

単 位 事業所(企業) 作業条件 営業Ｂ 

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 
技

師

Ｃ 
技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.57 0.57 0.57   0.57 0.57 0.57  1.71  

資 料 整 理 等 内  1.00 1.00 1.00   0.94 1.43 3.92   0.94 1.43 3.92  6.29 

算 定 等 内  1.00 1.00  1.00  0.60 1.61  0.45  0.60 1.61  0.45 2.66 

単 位 世 帯 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調 査 外   1.00 1.00    0.05 0.05    0.05 0.05  0.10  

資 料 整 理 等 内  1.00  1.00   0.02  0.05   0.02  0.05  0.07 

 

 

歩掛の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛の改正 
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５－５ 動産の調査・算定 

表－23 【省略】 

 

 
 

単 位 戸・店舗・事業所 作業条件 
店舗・事務所・工場・倉庫の

み 50㎡以上 150㎡未満 

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

一
般
住
家 

調 査 外   1.00 1.00    0.23 0.23    0.23 0.23  0.46 1 単位については、一般住家
は一戸（世帯）当り、農家住
家は一戸当り、店舗は一店舗
当り、事務所・工場・倉庫は
一事務所当りとする。 
 
 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.06 0.16    0.06 0.16  0.22 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.04 0.05 0.09 0.07  0.04 0.05 0.09 0.07 0.25 

農
家
住
家 

調 査 外   1.00 1.00    0.66 0.66    0.66 0.66  1.32 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.06 0.24    0.06 0.24  0.30 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.03 0.06 0.09 0.11  0.03 0.06 0.09 0.11 0.29 

店

舗 

調 査 外   1.00 1.00    0.23 0.23    0.23 0.23  0.46 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.05 0.18    0.05 0.18  0.23 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.03 0.04 0.10 0.07  0.03 0.04 0.10 0.07 0.24 

事

務

所 

調 査 外   1.00 1.00    0.18 0.18    0.18 0.18  0.36 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.05 0.12    0.05 0.12  0.17 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.03 0.04 0.10 0.07  0.03 0.04 0.10 0.07 0.24 

工

場 

調 査 外   1.00 1.00    0.08 0.08    0.08 0.08  0.16 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.04 0.10    0.04 0.10  0.14 

算   定 

 

内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.02 0.03 0.06 0.04  0.02 0.03 0.06 0.04 0.15 

倉

庫 

調 査 外   1.00 1.00    0.15 0.15    0.15 0.15  0.30 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.04 0.13    0.04 0.13  0.17 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.02 0.03 0.07 0.07  0.02 0.03 0.07 0.07 0.19 

５－５ 動産の調査・算定 

表－23 【省略】 

 

 
 

単 位 戸・店舗・事業所 作業条件 
店舗・事務所・工場・倉庫の

み 50㎡以上 150㎡未満 

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 
一
般
住
家 

調 査 外   1.00 1.00    0.20 0.20    0.20 0.20  0.40 1 単位については、一般住家
は一戸（世帯）当り、農家住
家は一戸当り、店舗は一店舗
当り、事務所・工場・倉庫は
一事務所当りとする。 
 
 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.06 0.12    0.06 0.12  0.18 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.04 0.05 0.09 0.09  0.04 0.05 0.09 0.09 0.27 

農
家
住
家 

調 査 外   1.00 1.00    0.45 0.45    0.45 0.45  0.90 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.05 0.24    0.05 0.24  0.29 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.03 0.06 0.12 0.10  0.03 0.06 0.12 0.10 0.31 

店

舗 

調 査 外   1.00 1.00    0.26 0.26    0.26 0.26  0.52 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.05 0.18    0.05 0.18  0.23 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.03 0.04 0.13 0.09  0.03 0.04 0.13 0.09 0.29 

事

務

所 

調 査 外   1.00 1.00    0.17 0.17    0.17 0.17  0.34 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.04 0.11    0.04 0.11  0.15 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.03 0.04 0.10 0.07  0.03 0.04 0.10 0.07 0.24 

工

場 

調 査 外   1.00 1.00    0.08 0.08    0.08 0.08  0.16 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.05 0.10    0.05 0.10  0.15 

算   定 

 

内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.02 0.03 0.07 0.03  0.02 0.03 0.07 0.03 0.15 

倉

庫 

調 査 外   1.00 1.00    0.13 0.13    0.13 0.13  0.26 

調査表作成 内   1.00 1.00    0.04 0.12    0.04 0.12  0.16 

算 定 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.02 0.03 0.06 0.06  0.02 0.03 0.06 0.06 0.17 

 

 

 

歩掛の改正 
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５－６ その他通損の補償額算定（仮住居、借家人又は家賃減収補償（標準家賃調査あり）） 

 

 

 

５－７ その他通損の補償額算定（仮住居、借家人又は家賃減収補償（標準家賃調査なし）） 

 

 

 

５－８ その他通損の補償額算定（移転雑費） 

 

 

 

６ 予備調査 ～ ９ 土地評価 【省略】 

 

 

 

単 位 世 帯 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調査表作成等 内   1.00 1.00    0.06 0.16    0.06 0.16  0.22  

算 定 内  1.00 1.00 1.00   0.03 0.05 0.14   0.03 0.05 0.14  0.22 

単 位 世 帯 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

算 定 内  1.00 1.00 1.00   0.03 0.05 0.14   0.03 0.05 0.14  0.22  

単 位 所有者または世帯 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

算 定 内  1.00 1.00 1.00   0.04 0.06 0.48   0.04 0.06 0.48  0.58  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－６ その他通損の補償額算定（仮住居または借家人） 

 

 

 

５－７ その他通損の補償額算定（移転雑費） 

 

 

 

６ 予備調査 ～ ９ 土地評価 【省略】 

 

 

 

単 位 世 帯 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 
主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

算 定 内  1.00 1.00 1.00   0.02 0.05 0.13   0.02 0.05 0.13  0.20  

単 位 所有者または世帯 作業条件  

作 業 内 容 

内 
 

外 
 

業 
 

別 
直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

算 定 内  1.00 1.00 1.00   0.04 0.06 0.52   0.04 0.06 0.52  0.62  

歩掛の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号及び字句、歩

掛の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号及び歩掛の

改正 
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〔3〕 環境影響調査 

１ 作業計画の策定 ～ ４－４ 事前調査（区分所有建物等） 【省略】 

４－５ 事前調査（工作物） 

 

 
 
５ 事後調査 ～ ５－４ 事後調査（区分所有建物等） 【省略】 

５－５ 事後調査（工作物） 

 

 

６ 算 定 ～ 11 因果関係の調査・検討 【省略】 

単 位 箇所 作業条件 敷地面積 100㎡以上 300㎡未満 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数

（Ｂ） 

歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.43 0.43 0.43   0.43 0.43 0.43  1.29 

本歩掛には水準測量を含む
ものとするが、基準点（公共水
準点）の設置に要する費用は
含んでいないため、設置する
必要がある場合には、別途そ
の費用を計上するものとす
る。 
建物の調査区域とした範囲

は、工作物の調査面積に含め
ない。 
駐車場（月ぎめ駐車場等）や

店舗・工場等の大規模敷地内
の一部の工作物のみの調査を
行う場合も本歩掛により行う
ものとする。 

図 面 作 成 等 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.18 0.38 0.44 0.32  0.18 0.38 0.44 0.32 1.32 

単 位 箇所 作業条件 敷地面積 100㎡以上 300㎡未満 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 
所要日数

（Ｂ） 
歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.41 0.41 0.41   0.41 0.41 0.41  1.23 

本歩掛には水準測量を含む
ものとする。 
建物の調査区域とした範囲

は、工作物の調査面積に含め
ない。 
駐車場（月ぎめ駐車場等）や

店舗・工場等の大規模敷地内
の一部の工作物のみの調査を
行う場合も本歩掛により行う
ものとする。 

図 面 作 成 等 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.21 0.38 0.28 0.34  0.21 0.38 0.28 0.34 1.21 

〔3〕 環境影響調査 

１ 作業計画の策定 ～ ４－４ 事前調査（区分所有建物等） 【省略】 

４－５ 事前調査（工作物） 

 

 

５ 事後調査 ～ ５－４ 事後調査（区分所有建物等） 【省略】 

５－５ 事後調査（工作物） 

 

 

６ 算 定 ～ 11 因果関係の調査・検討 【省略】 

単 位 箇所 作業条件 敷地面積 100㎡以上 300㎡未満 

作 業 内 容 

内 

外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 所要日数

（Ｂ） 

歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.43 0.43 0.43   0.43 0.43 0.43  1.29 

本歩掛には水準測量を含む
ものとするが、基準点（公共水
準点）の設置に要する費用は
含んでいないため、設置する
必要がある場合には、別途そ
の費用を計上するものとす
る。 
工作物の調査範囲内で建物

の調査区域とした範囲は、工
作物の調査面積から除くもの
とする。 
駐車場（月ぎめ駐車場等）や

店舗・工場等の大規模敷地内
の一部の工作物のみの調査を
行う場合も本歩掛により行う
ものとする。 

図 面 作 成 等 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.18 0.38 0.44 0.32  0.18 0.38 0.44 0.32 1.32 

単 位 箇所 作業条件 敷地面積 100㎡以上 300㎡未満 

作 業 内 容 

内 
外 

業 

別 

直 接 人 件 費 

摘    要 

編成（Ａ） 
所要日数

（Ｂ） 
歩掛（Ｃ）Ａ×Ｂ 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

主

任

技

師 

技

師

Ａ 

技

師

Ｂ 

技

師

Ｃ 

技

術

員 

計 

調 査 外  1.00 1.00 1.00   0.41 0.41 0.41   0.41 0.41 0.41  1.23 

本歩掛には水準測量を含む
ものとする。 
工作物の調査範囲内で建物

の調査区域とした範囲は、工
作物の調査面積から除くもの
とする。 
駐車場（月ぎめ駐車場等）や

店舗・工場等の大規模敷地内
の一部の工作物のみの調査を
行う場合も本歩掛により行う
ものとする。 

図 面 作 成 等 内  1.00 1.00 1.00 1.00  0.21 0.38 0.28 0.34  0.21 0.38 0.28 0.34 1.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

字句の改正 

 



 

土地改良事業等に係る調査測量設計業務 

の価格積算要領の運用 

新 旧 対 照 表 
 

 

【 運 用 】 

測 量 編 

 

  〔２〕 一 般 測 量 

 

 

 

 

 

平成１７年９月２９日 事調第５８０号農政部長通知の一部改正 

（積算基準日 令和７年１２月１９日以降適用） 



 

 

（空白） 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
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〔２〕一般測量 

 

３ 基準点測量 

３－11 地震などに伴う地殻変動による位置の変化を補正する業務 

３－11－１ 基準点成果の座標補正及び標高補正（補正ソフトウェアを利用した方法） 

本歩掛の適用範囲は、200点以下とする。 

標準作業量 50点当たり 作業条件  

 

作業内容 

内
外
業
別 

直接人件費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1.0 1.0    0.2 0.2    0.2 0.2    0.4 

基準点成果 

データ整備 
内  1.0 1.0    0.3 0.3    0.3 0.3   0.6 

座標補正 

標高補正 
内  1.0 1.0    0.2 0.2    0.2 0.2   0.4 

成果等の整理 内 1.0 1.0 1.0   0.2 0.4 0.4   0.2 0.4 0.4   1.0 

                  

外   業       

内   業 0.4 1.1 0.9   2.4 

計 0.4 1.1 0.9   2.4 

 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

雑 品  式 1  電子計算機 
ﾊﾟｰｿﾅﾙ 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 
台日 0.5  

          

          

          

          

          

費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

材料費 2.5％  機械経費 0.0％  

【省略】 

〔２〕一般測量 

 

３ 基準点測量 

３－11 地震などに伴う地殻変動による位置の変化を補正する業務 

３－11－１ 基準点成果の座標補正及び標高補正（補正ソフトウェアを利用した方法） 

本歩掛の適用範囲は、200点以下とする。 

標準作業量 50点当たり 作業条件  

 

作業内容 

内
外
業
別 

直接人件費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 
測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1.0 1.0    0.2 0.2    0.2 0.2    0.4 

基準点成果 

データ整備 
内  1.0 1.0    0.3 0.3    0.3 0.3   0.6 

座標補正 

標高補正 
内  1.0 1.0    0.2 0.2    0.2 0.2   0.4 

成果等の整理 内 1.0 1.0 1.0   0.2 0.4 0.4   0.2 0.4 0.4   1.0 

                  

外   業       

内   業 0.4 1.1 0.9   2.4 

計 0.4 1.1 0.9   2.4 

 

材料費の構成 機械経費の構成 

品 名 規 格 単位 数量 備 考 機械名 規 格 単位 数量 備 考 

雑 品  式 1  電子計算機 
ﾊﾟｰｿﾅﾙ 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 
台日 0.5  

          

          

          

          

          

費 目 割 合 備 考 費 目 割 合 備 考 

材料費 3.0％  機械経費 0.0％  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
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３－12 電子基準点のみを既知点とした２級・３級基準点測量 

３－12－１ ２級・３級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 35点以下とする。 

標準作業量 新点 10点 作業条件  
 

作業内容 

内
外
業
別 

直接人件費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

計 

作業計画 内 1 1 1 1  0.5 1.0 1.5 2.0  0.5 1.0 1.5 2.0  5.0 

選点 外  1 1  1  1.0 6.0  5.5  1.0 6.0  5.5 12.5 

観測 外  1 3  3  3.5 3.0  2.5  3.5 9.0  7.5 20.0 

計算整理 内 1 1 1 1  0.5 1.0 3.5 4.5  0.5 1.0 3.5 4.5  9.5 

外   業  4.5 15.0  13.0 32.5 

内   業 1.0 2.0 5.0 6.5  14.5 

計 1.0 6.5 20.0 6.5 13.0 47.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 12.5％  

通 信 運 搬 費 等 1.0％  

材 料 費 1.0％  

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

機械経費の構成 

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要 

G N S S 測 量 機 1級 台日 9.0 3台×3日 

トータルステーション 2級 〃 3.0 1台×3日 

G N S S 解 析 用 計 算 機  〃 6.5 1台×6.5日 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ 〃 15.0 供用日損料 

〃 〃 台時 45.0 運転時間損料 

雑 器 材  式 1  

通信運搬費等の構成 

項 目 備考 

通 信 運 搬 費  

材料費の構成 

品 名 規 格 単位 数 量 摘 要 

ガ ソ リ ン  L 121.5 2.7L×45.0h 

雑 品  式 1  

  注）１ 本歩掛には、「〔２〕一般測量 １－２、３－５」で規定されている変化率を適用する。 
    ２ 打合せ協議については、「〔１〕測量業務の価格積算基準」で規定されている歩掛に基づき別途計上する。    
    ３ 本歩掛には関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議(道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者と 

の協議・立会)に係る作業時間を含む。 
    ４ 精度管理費係数は 9％とする。 
    ５ この歩掛は、作業工程ごとに必要な技術者の人日数を積上げて作成したものであり、十分な実態調査により 

検証したものではないので、この参考歩掛に依りがたい場合は、別途見積り積算の結果等を踏まえて決定され 
たい。 

【省略】 

３－12 電子基準点のみを既知点とした２級・３級基準点測量 

３－12－１ ２級・３級基準点測量 

本歩掛の適用範囲は、新点 35点以下とする。 

標準作業量 新点 10点 作業条件  
 

作業内容 

内
外
業
別 

直接人件費 

編 成（Ａ） 所要日数（Ｂ） 歩掛（（Ｃ）＝（Ａ）×（Ｂ）） 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 

測
量
主
任
技
師 

測

量

技

師 

測

量

技

師

補 

測

量

助

手 

測

量

補

助

員 
計 

作業計画 内 1 1 1 1  0.5 1.0 1.5 2.0  0.5 1.0 1.5 2.0  5.0 

選点 外  1 1  1  1.0 6.0  5.5  1.0 6.0  5.5 12.5 

観測 外  1 3  3  3.5 3.0  2.5  3.5 9.0  7.5 20.0 

計算整理 内 1 1 1 1  0.5 1.0 3.5 4.5  0.5 1.0 3.5 4.5  9.5 

外   業  4.5 15.0  13.0 32.5 

内   業 1.0 2.0 5.0 6.5  14.5 

計 1.0 6.5 20.0 6.5 13.0 47.0 

機械経費、通信運搬費等、材料費 

費 目 直接人件費に対する割合 備 考 

機 械 経 費 12.0％  

通 信 運 搬 費 等 1.0％  

材 料 費 1.0％  

（参考）機械経費、通信運搬費等、材料費の構成 

機械経費の構成 

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要 

G N S S 測 量 機 1級 台日 9.0 3台×3日 

トータルステーション 2級 〃 3.0 1台×3日 

G N S S 解 析 用 計 算 機  〃 6.5 1台×6.5日 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ 〃 15.0 供用日損料 

〃 〃 台時 45.0 運転時間損料 

雑 器 材  式 1  

通信運搬費等の構成 

項 目 備考 

通 信 運 搬 費  

材料費の構成 

品 名 規 格 単位 数 量 摘 要 

ガ ソ リ ン  L 121.5 2.7L×45.0h 

雑 品  式 1  

  注）１ 本歩掛には、「〔２〕一般測量 １－２、３－５」で規定されている変化率を適用する。 
    ２ 打合せ協議については、「〔１〕測量業務の価格積算基準」で規定されている歩掛に基づき別途計上する。    
    ３ 本歩掛には関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議(道路使用許可証の提出、選点時の土地所有者と 

の協議・立会)に係る作業時間を含む。 
    ４ 精度管理費係数は 9％とする。 
    ５ この歩掛は、作業工程ごとに必要な技術者の人日数を積上げて作成したものであり、十分な実態調査により 

検証したものではないので、この参考歩掛に依りがたい場合は、別途見積り積算の結果等を踏まえて決定され 
たい。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 
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９ 測量業務の積算等における留意事項について 

９－１ 一 般 

（１）測量業務を実施する場合は、下記を参考に必要な手続きを行う。 

① 公共測量実施計画書の提出と技術的助言（法第 36条） 

② 公共測量実施の公示（法 14条第 1項、法 39条） 

③ 測量標、測量成果の使用承認申請（法第 26条、第 30条、    第 44条） 

④ 永久標識等設置の通知・公示（法第 21条第 1項、第 37条第 3項、第 39条） 

⑤ 永久標識等移転、撤去及び廃棄の通知・公表（法第 23条第 1項、第 37条第 4項、第 39条） 

⑥ 測量成果の提出と審査（法第 40条第 1項、第 41条） 

⑦ 公共測量終了の通知（法 14条第 2項、法 39条） 

詳細については、国土地理院のホームページ「公共測量の手引」を参照する。 

【省略】 

９ 測量業務の積算等における留意事項について 

９－１ 一 般 

（１）測量業務を実施する場合は、下記を参考に必要な手続きを行う。 

① 公共測量実施計画書の提出と技術的助言（法第 36条） 

② 公共測量実施の通知（法 14条第 1項、法 39条） 

③ 測量標、測量成果の使用承認申請（法第 26条、第 30条、第 39条、第 44条） 

④ 永久標識等設置の通知   （法第 21条第 1項、第 37条第 3項、第 39条） 

⑤ 永久標識等移転、撤去及び廃棄の通知・公表（法第 23条第 1項、第 37条第 4項、第 39条） 

⑥ 測量成果の提出と審査（法第 40条第 1項、第 41条） 

⑦ 公共測量終了の通知（法 14条第 2項、法 39条） 

詳細については、国土地理院のホームページ「公共測量の手引」を参照する。 

【省略】 

 

 

 
 
字句の改正 

字句の削除 

字句の追加 
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９－11 公共測量の実施フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【省略】 

主 な 手 続 き 

提 出 書 類 
①、② 

公共測量（法第 5
条）に該当する 

③、④ 
公共測量（法第 5
条）に該当しない 

公共測量実施計画書（法第 36条） ○  

測量標・測量成果の使用承認申請（法第 26条・30条） ○ ○ 

公共測量実施・終了の通知（法第 14条準用） ○  

測量成果等の提出（法第 40条） ○  

永久標識等の設置・移転・撤去・廃棄の通知 

（法第 21・23・37条） 
○  

９－11 公共測量の実施フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【省略】 

主 な 手 続 き 

提 出 書 類 
①、② 

公共測量（法第 5
条）に該当する 

③、④ 
公共測量（法第 5
条）に該当しない 

公共測量実施計画書（法第 36条） ○  

測量標・測量成果の使用承認申請（法第 26条・30条） ○ ○ 

公共測量実施・終了の通知（法第 14条準用） ○  

測量成果等の提出（法第 40条） ○  

永久標識等の設置・移転・撤去・廃棄の通知 

（法第 21・23・37条） 
○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の削除 

 

 

 

字句の改正 
〃 

公共測量に必要な手続きを行い、区分については下表を参考とする。 

北海道公共測量作業規程に基づき測量作業を行う。 

公共測量に必要な手続きを行い、区分については下表を参考とする。 

北海道公共測量作業規程に基づき測量作業を行う。 

その測量は局地的測量または高度の精度を必要としない 

測量か？（ページ下部の※１参照） 
④手続き（届出など）は不要である 

はい 

その測量を実施するための費用の全部または一部を、国や公共団体が負担・補助しているか？ 

① 「公共測量」に該当する 
法第 36条に基づく実施計画書の作成・提出を行う。 

その測量を実施する目的となる事業は、以下のいずれかの条件に

該当するか？ 

● 行政庁の許可・認可その他の処分を受けて行われる事業 

  ✔ 例えば、土地区画整理事業などが該当する 

● 国や公共団体による負担・補助・貸付・助成などを受けて行

われる事業 

いいえ 

はい 

 

いいえ・不明 

② ｢公共測量」に該当する
公共測量の指定を行うため、法

第 46条に基づく届出を行う。 

③ 「基本測量及び公共測量

以外の測量」に該当する 
法第 46条に基づく届出を行う。 
ただし、下の※１に該当する測量の

場合は、届出の必要はない。 

はい 

 
いいえ 

 

１．建物に関する測量（基準点 2点以上使用する測量や大規模な団地などの測量を除く） 

２．1/１００万未満の小縮尺の地図を調製する測量 

３．横断面測量（測量地域が限られた小範囲の道路、河川等の横断面について、距離、高低差、水深等を測定し、その横断面図を描く測量） 

４．以下の２つの条件を両方とも満たす測量 

 ①測量の中で基準点（電子基準点を含む。）を全く使用しない、または 1点しか使用しない 

 ②測量の規模や実施範囲などが限定的である（）内は北海道の場合を示す 

  7㎢ （10㎢）未満の三角、地形、平面測量 

  6㎞ （10㎞）未満の多角測量 

  10km （10㎞）未満の水準測量 

５．以下よりも精度の低い測量 

 三角測量：三角形の閉合差が 90秒または辺長の較差がその辺長の 1/2000 

 多角測量：座標の閉合比が 1/1000 

 水準測量：閉合差が 5cm√S（Sは路線長で単位は km） 

 地形測量または平面測量：図上における平面位置の誤差が 2mm 

 

（注１）3について 

路線測量等において国家座標に基づき実施される横断測量

は公共測量に該当する 

（注２）4 と 5について 

既に実施された公共測量に追加し、または修正するために行

われる測量は公共測量に該当する 

（例 地図修正、地図編集など） 

また、起工測量でも公共測量に該当する場合がある 

 

 

※１測量法に基づく手続（届出）が不要となる測量 

 

その測量は局地的測量または高度の精度を必要としない 

測量か？（ページ下部の※１参照） 
④手続き（届出など）は不要である 

はい 

その測量を実施するための費用の全部または一部を、国や公共団体が負担・補助しているか？ 

① 「公共測量」に該当する 
法第 36条に基づく実施計画書の作成・提出を行う。 

その測量を実施する目的となる事業は、以下のいずれかの条件に

該当するか？ 

● 行政庁の許可・認可その他の処分を受けて行われる事業 

  ✔ 例えば、土地区画整理事業などが該当する 

● 国や公共団体による負担・補助・貸付・助成などを受けて行

われる事業 

いいえ 

はい 

 

いいえ・不明 

② ｢公共測量」に該当する
公共測量の指定を行うため、法

第 46条に基づく届出を行う。 

③ 「基本測量及び公共測量

以外の測量」に該当する 
法第 46条に基づく届出を行う。 
ただし、下の※１に該当する測量の

場合は、届出の必要はない。 

はい 

 
いいえ 

 

１．建物に関する測量                                

２．1/１００万未満の小縮尺の地図を調製する測量 

３．横断面測量（測量地域が限られた小範囲の道路、河川等の横断面について、距離、高低差、水深等を測定し、その横断面図を描く測量） 

４．以下の２つの条件を両方とも満たす測量 

 ①測量の中で基準点（電子基準点を含む。）を全く使用しない、または 1点しか使用しない 

 ②測量の規模や実施範囲などが限定的である（）内は北海道の場合を示す 

  7㎢ （10㎢）未満の三角、地形、平面測量 

  6㎞ （10㎞）未満の多角測量 

  10km （10㎞）未満の水準測量 

５．以下よりも精度の低い測量 

 三角測量：三角形の閉合差が 90秒または辺長の較差がその辺長の 1/2000 

 多角測量：座標の閉合比が 1/1000 

 水準測量：閉合差が 5cm√S（Sは路線長で単位は km） 

 地形測量または平面測量：図上における平面位置の誤差が 2mm 

 

（注１）1について 

路基準点を 2点以上使用する土地の測量や大規模な団地（７

㎢（北海道にあたっては 10 ㎢）以上）などの測量は建物に

関する測量に含みません 

（注２）4 と 5について 

既に実施された公共測量に追加し、または修正するために行

われる測量は公共測量に該当する 

（例 地図修正、地図編集など） 

また、起工測量でも公共測量に該当する場合がある 

 

 

※１測量法に基づく手続（届出）が不要となる測量 
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10 水道管試掘 

土地改良事業等における調査設計時の水道管試掘に適用する。 

10－1 水道管試掘 

（10箇所当り） 

名 称 作業内容 単位 外業 備 考 

測 量 技 師 補 測量(掘削位置決定)及び写真撮影 人 2.0  

普 通 作 業 員 掘削埋め戻し 人 3.5  

機 械 経 費 下記による ％ 271.0  

 
使用機械及び材料品名 直接人件費等に対する割合(%) 

品 名 規 格 単位 数量 機械経費 

バ ッ ク ホ ウ 0.28㎥級 排対 2次基準値 供用日 3.0 

271 

軽 油  Ｌ 69.0 

運転手（特殊）  人 3.0 

タ ン パ 賃 料 60～80㎏ 供用日 3.0 

ガ ソ リ ン  Ｌ 18.0 

特 殊 作 業 員  人 3.0 

一 般 貨 物 輸 送 10ｔ車迄 10㎞迄 回 11.0 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ  日損料 台日 3.0 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ  時損料 台時 4.8 

ガ ソ リ ン  Ｌ 13.0 

注）１ 掘削孔は地盤面でＬ＝2.0ｍ、Ｗ＝0.7ｍ、ｔ＝1.5ｍ程度を標準とする。 

  ２ 機械経費は、直接人件費及び労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 

  ３ 上記以外その他必要な管理費用、交通安全費等は別途計上する。 

10－2 舗装道路部における水道管試掘 

（10箇所当り） 

名 称 作業内容 単位 外業 備 考 

測 量 技 師 補 測量(掘削位置決定)及び写真撮影 人 2.0  

普 通 作 業 員 掘削埋め戻し、路盤舗装復旧 人 7.0  

特 殊 作 業 員 掘削埋め戻し、路盤舗装復旧 人 5.0  

機 械 経 費 下記による ％ 119.0  

舗装掘削復旧費 注)５による ％ 35.0  

 
使用機械及び材料品名 直接人件費等に対する割合(%) 

品 名 規 格 単位 数量 機械経費 

バ ッ ク ホ ウ 0.28㎥級 排対 2次基準値 供用日 3.0 

119 

軽 油  Ｌ 69.0 

運転手（特殊）  人 3.0 

タ ン パ 賃 料 60～80㎏ 供用日 3.0 

ガ ソ リ ン  Ｌ 18.0 

特 殊 作 業 員  人 3.0 

一 般 貨 物 輸 送 10ｔ車迄 10㎞迄 回 11.0 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ  日損料 台日 3.0 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ  時損料 台時 4.8 

ガ ソ リ ン  Ｌ 13.0 

注）１ 掘削孔は地盤面でＬ＝2.0ｍ、Ｗ＝0.7ｍ、ｔ＝1.5ｍ程度を標準とする。 

  ２ 機械経費は、直接人件費及び労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 

  ３ 路盤材は在材使用、舗装工は新材使用（アス安定処理ｔ＝50㎜、細粒度アスコンｔ＝30㎜） 

  ４ 舗装掘削復旧費は、直接人件費及び労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 

  ５ 舗装掘削復旧費は、復旧材料及び削岩機、空気圧縮機、タンパ、振動コンパクタ、振動ローラ、コンクリート

カッター、アスファルト処分費等の費用である。 

  ６ 上記以外その他必要な管理費用、交通安全費等は別途計上する。 

【省略】 

10 水道管試掘 

土地改良事業等における調査設計時の水道管試掘に適用する。 

10－1 水道管試掘 

（10箇所当り） 

名 称 作業内容 単位 外業 備 考 

測 量 技 師 補 測量(掘削位置決定)及び写真撮影 人 2.0  

普 通 作 業 員 掘削埋め戻し 人 3.5  

機 械 経 費 下記による ％ 274.0  

 
使用機械及び材料品名 直接人件費等に対する割合(%) 

品 名 規 格 単位 数量 機械経費 

バ ッ ク ホ ウ 0.28㎥級 排対 2次基準値 供用日 3.0 

274 

軽 油  Ｌ 67.3 

運転手（特殊）  人 3.0 

タ ン パ 賃 料 60～80㎏ 供用日 3.0 

ガ ソ リ ン  Ｌ 18.0 

特 殊 作 業 員  人 3.0 

一 般 貨 物 輸 送 10ｔ車迄 10㎞迄 回 11.0 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ  日損料 台日 3.0 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ  時損料 台時 4.8 

ガ ソ リ ン  Ｌ 13.0 

注）１ 掘削孔は地盤面でＬ＝2.0ｍ、Ｗ＝0.7ｍ、ｔ＝1.5ｍ程度を標準とする。 

  ２ 機械経費は、直接人件費及び労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 

  ３ 上記以外その他必要な管理費用、交通安全費等は別途計上する。 

10－2 舗装道路部における水道管試掘 

（10箇所当り） 

名 称 作業内容 単位 外業 備 考 

測 量 技 師 補 測量(掘削位置決定)及び写真撮影 人 2.0  

普 通 作 業 員 掘削埋め戻し、路盤舗装復旧 人 7.0  

特 殊 作 業 員 掘削埋め戻し、路盤舗装復旧 人 5.0  

機 械 経 費 下記による ％ 119.0  

舗装掘削復旧費 注)５による ％ 37.0  

 
使用機械及び材料品名 直接人件費等に対する割合(%) 

品 名 規 格 単位 数量 機械経費 

バ ッ ク ホ ウ 0.28㎥級 排対 2次基準値 供用日 3.0 

119 

軽 油  Ｌ 67.3 

運転手（特殊）  人 3.0 

タ ン パ 賃 料 60～80㎏ 供用日 3.0 

ガ ソ リ ン  Ｌ 18.0 

特 殊 作 業 員  人 3.0 

一 般 貨 物 輸 送 10ｔ車迄 10㎞迄 回 11.0 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ  日損料 台日 3.0 

ラ イ ト バ ン 1.5Ｌ  時損料 台時 4.8 

ガ ソ リ ン  Ｌ 13.0 

注）１ 掘削孔は地盤面でＬ＝2.0ｍ、Ｗ＝0.7ｍ、ｔ＝1.5ｍ程度を標準とする。 

  ２ 機械経費は、直接人件費及び労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 

  ３ 路盤材は在材使用、舗装工は新材使用（アス安定処理ｔ＝50㎜、細粒度アスコンｔ＝30㎜） 

  ４ 舗装掘削復旧費は、直接人件費及び労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 

  ５ 舗装掘削復旧費は、復旧材料及び削岩機、空気圧縮機、タンパ、振動コンパクタ、振動ローラ、コンクリート

カッター、アスファルト処分費等の費用である。 

  ６ 上記以外その他必要な管理費用、交通安全費等は別途計上する。 

【省略】 

 

 

 

 

 
 

表内、数値の改正 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 
 

表内、数値の改正 

 



 

土地改良事業等に係る調査測量設計業務 

の価格積算要領の運用 

新 旧 対 照 表 
 

 

【 運 用 】 

運 用 編 

 

〔１〕 機能診断 

〔２〕 調査測量設計運用事項 

 

 

 

平成１７年９月２９日 事調第５８０号農政部長通知の一部改正 

（積算基準日 令和７年１２月１９日以降適用） 

 



 

（空白） 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 1 - 

〔１〕機能診断 

 

第１ 機能診断業務参考歩掛の留意事項 

【省略】 

 

第４ 設計業務の積算参考歩掛 

１ 機能診断 

１－１ 機能診断歩掛の適用について 

【省略】 

１－２ 機能診断作業項目一覧表 

作業項目 作業内容 

1  業務準備 調査対象施設の周辺の地形、現況、諸施設について調査し、業務実

施計画書策定のために必要な現地調査を行う。 

【省略】 

16 農業水利ストック情報

データの作成 

上記の作業において作成した資料により農業水利ストック情報デ

ータベースの入力及び登録を行う。 

【省略】 

【省略】 

 

〔１〕機能診断 

 

第１ 機能診断業務参考歩掛の留意事項 

【省略】 

 

第４ 設計業務の積算参考歩掛 

１ 機能診断 

１－１ 機能診断歩掛の適用について 

【省略】 

１－２ 機能診断作業項目一覧表 

作業項目 作業内容 

1  業務準備 調査対象施設の周辺の地形、現況、諸施設について調査し、業務実

施計画書策定のために必要な現地調査を行う。 

【省略】 

16 農業水利ストック情報

データの作成 

                  農業水利ストック情報デ

ータベースのデータ資料を作成する。 

【省略】 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表内、字句の追加、改
正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 2 - 

〔２〕調査測量設計運用事項 

 

１ 調査測量設計業務における旅費・交通費の積算起点 

１－１ 適用範囲 

【省略】 

 

別表１ 業務区分別 旅費・交通費 積算起点表 
令和７年 ８月１日現在 

北海道競争入札参加資格申請 付票データによる。 

振興局名 

業務区分 

測量業務 

（測量） 

設計業務 

（土木設計） 

測量・設計 

同時業務 

土質・地質調査業務 

（地質調査） 

建築設計業務 

(建築設計) 

左記業務以外の業務 

(技術資料作成) 

石狩 

札幌市   石狩市 

江別市   当別町 

千歳市 

恵庭市 

北広島市 

札幌市  石狩市 

江別市  当別町 

千歳市 

恵庭市 

北広島市 

札幌市  石狩市 

江別市  当別町 

千歳市 

恵庭市 

北広島市 

札幌市 

恵庭市 

北広島市 

石狩市 

札幌市 

千歳市 

北広島市 

札幌市  石狩市 

江別市  当別町 

千歳市 

恵庭市 

北広島市 

渡島 【省略】 
 檜山 

後志 

小樽市   余市町 

蘭越町 

ニセコ町 

倶知安町 

泊村 

小樽市 

蘭越町 

喜茂別町 

倶知安町 

余市町 

小樽市 

蘭越町 

倶知安町 

余市町 

小樽市 

倶知安町 

小樽市 

喜茂別町 

倶知安町 

小樽市   岩内町 

蘭越町   泊村 

ニセコ町  余市町 

喜茂別町 

倶知安町 

空知 

夕張市   深川市 

岩見沢市  奈井江町 

美唄市   長沼町 

赤平市   新十津川町 

滝川市   沼田町 

砂川市 

夕張市   奈井江町 

岩見沢市  長沼町 

赤平市   新十津川町 

滝川市    沼田町 

砂川市 

深川市 

夕張市   奈井江町 

岩見沢市  長沼町 

赤平市   新十津川町 

滝川市    沼田町 

砂川市 

深川市 

夕張市 

岩見沢市 

深川市 

岩見沢市 

赤平市 

滝川市 

深川市 

夕張市   深川市 

岩見沢市  長沼町 

美唄市   

赤平市 

滝川市 

砂川市 

上川 【省略】 
 

留萌 

宗谷 

オホーツク 

北見市     訓子府町 

網走市   遠軽町 

紋別市   湧別町 

美幌町   雄武町 

斜里町   大空町 

清里町    

小清水町 

北見市     訓子府町 

網走市   遠軽町 

紋別市   湧別町 

美幌町   雄武町 

斜里町   大空町 

清里町    

小清水町 

北見市     訓子府町 

網走市   遠軽町 

紋別市   湧別町 

美幌町   雄武町 

斜里町   大空町 

清里町    

小清水町 

北見市     大空町 

網走市 

紋別市 

美幌町 

斜里町 

小清水町 

訓子府町 

北見市 

網走市 

紋別市 

美幌町 

遠軽町 

北見市     訓子府町 

網走市     遠軽町 

紋別市     湧別町 

美幌町   雄武町 

斜里町   大空町 

清里町 

小清水町 

胆振 

室蘭市   白老町 

苫小牧市  厚真町 

登別市   安平町 

伊達市   むかわ町 

豊浦町 

室蘭市 

苫小牧市 

登別市 

伊達市 

室蘭市 

苫小牧市 

登別市 

伊達市 

室蘭市 

苫小牧市 

伊達市 

白老町 

苫小牧市 

登別市 

伊達市 

洞爺湖町 

室蘭市   安平町 

苫小牧市 

登別市 

伊達市 

白老町 

日高 

日高町   新ひだか町 

平取町 

新冠町 

浦河町 

様似町 

新冠町 

浦河町 

様似町 

新ひだか町 

新冠町 

浦河町 

様似町 

新ひだか町 

新冠町 

浦河町 

 新冠町 

浦河町 

様似町 

新ひだか町 

十勝 

帯広市     更別村 

音更町     大樹町 

士幌町   広尾町 

新得町   幕別町 

清水町   本別町 

芽室町   足寄町 

中札内村  浦幌町 

帯広市     更別村 

音更町     大樹町 

士幌町   広尾町 

新得町   幕別町 

清水町   本別町 

芽室町   足寄町 

中札内村 

帯広市     更別村 

音更町     大樹町 

士幌町   広尾町 

新得町   幕別町 

清水町   本別町 

芽室町   足寄町 

中札内村 

帯広市 

音更町 

士幌町 

芽室町 

更別村   

幕別町 

足寄町 

帯広市 

音更町 

士幌町 

更別村 

幕別町 

帯広市     大樹町 

音更町   広尾町 

士幌町   幕別町 

新得町   足寄町 

清水町 

芽室町 

更別村 

釧路 

釧路市 

釧路町 

弟子屈町 

白糠町 

釧路市 

釧路町 

弟子屈町 

釧路市 

釧路町 

弟子屈町 

釧路市 

釧路町 

釧路市 

 

釧路市 

釧路町 

弟子屈町 

白糠町 

根室 

根室市 

別海町 

中標津町 

根室市 

別海町 

中標津町 

根室市 

別海町 

中標津町 

根室市 

中標津町 

別海町 

中標津町 

根室市 

別海町 

中標津町 

 

留意事項 

 平成 22年 4月 1日現在の合併後の市町村名である。 

 委託業者所在地には営業所が含まれている。 

 測量・設計同時業務の場合には、測量及び土木設計の入札参加資格を有している本社営業所所在地としている。 

〔２〕調査測量設計運用事項 

 

１ 調査測量設計業務における旅費・交通費の積算起点 

１－１ 適用範囲 

【省略】 

 

別表１ 業務区分別 旅費・交通費 積算起点表 
令和６年 ７月１日現在 

北海道競争入札参加資格申請 付票データによる。 

振興局名 

業務区分 

測量業務 

（測量） 

設計業務 

（土木設計） 

測量・設計 

同時業務 

土質・地質調査業務 

（地質調査） 

建築設計業務 

(建築設計) 

左記業務以外の業務 

(技術資料作成) 

石狩 

札幌市   石狩市 

江別市   当別町 

千歳市 

恵庭市 

北広島市 

札幌市  石狩市 

江別市  当別町 

千歳市 

恵庭市 

北広島市 

札幌市  石狩市 

江別市  当別町 

千歳市 

恵庭市 

北広島市 

札幌市 

恵庭市 

北広島市 

石狩市 

札幌市 

千歳市 

北広島市 

札幌市  石狩市 

江別市  当別町 

千歳市 

恵庭市 

北広島市 

渡島 【省略】 
 檜山 

後志 

小樽市   余市町 

蘭越町 

ニセコ町 

倶知安町 

泊村 

小樽市 

蘭越町 

喜茂別町 

倶知安町 

余市町 

小樽市 

蘭越町 

倶知安町 

余市町 

小樽市 

倶知安町 

小樽市 

喜茂別町 

倶知安町 

小樽市   岩内町 

蘭越町   泊村 

ニセコ町  余市町 

喜茂別町 

倶知安町 

空知 

夕張市   深川市 

岩見沢市  奈井江町 

美唄市   長沼町 

赤平市   新十津川町 

滝川市   沼田町 

砂川市 

夕張市   奈井江町 

岩見沢市  長沼町 

赤平市   新十津川町 

滝川市    沼田町 

砂川市 

深川市 

夕張市   奈井江町 

岩見沢市  長沼町 

赤平市   新十津川町 

滝川市    沼田町 

砂川市 

深川市 

夕張市 

岩見沢市 

深川市 

岩見沢市 

赤平市 

滝川市 

深川市 

夕張市   深川市 

岩見沢市  長沼町 

美唄市   

赤平市 

滝川市 

砂川市 

上川 【省略】 
 

留萌 

宗谷 

オホーツク 

北見市     訓子府町 

網走市   遠軽町 

紋別市   湧別町 

美幌町   雄武町 

斜里町   大空町 

清里町    

小清水町 

北見市     訓子府町 

網走市   遠軽町 

紋別市   湧別町 

美幌町   雄武町 

斜里町   大空町 

清里町    

小清水町 

北見市     訓子府町 

網走市   遠軽町 

紋別市   湧別町 

美幌町   雄武町 

斜里町   大空町 

清里町    

小清水町 

北見市     大空町 

網走市 

紋別市 

美幌町 

斜里町 

小清水町 

訓子府町 

北見市 

網走市 

紋別市 

美幌町 

遠軽町 

北見市     訓子府町 

網走市     遠軽町 

紋別市     湧別町 

美幌町   雄武町 

斜里町   大空町 

清里町 

小清水町 

胆振 

室蘭市   白老町 

苫小牧市  厚真町 

登別市   安平町 

伊達市   むかわ町 

豊浦町 

室蘭市 

苫小牧市 

登別市 

伊達市 

室蘭市 

苫小牧市 

登別市 

伊達市 

室蘭市 

苫小牧市 

伊達市 

白老町 

苫小牧市 

登別市 

伊達市 

洞爺湖町 

室蘭市   安平町 

苫小牧市 

登別市 

伊達市 

白老町 

日高 

日高町   新ひだか町 

平取町 

新冠町 

浦河町 

様似町 

新冠町 

浦河町 

様似町 

新ひだか町 

新冠町 

浦河町 

様似町 

新ひだか町 

新冠町 

浦河町 

 新冠町 

浦河町 

様似町 

新ひだか町 

十勝 

帯広市     更別村 

音更町     大樹町 

士幌町   広尾町 

新得町   幕別町 

清水町   本別町 

芽室町   足寄町 

中札内村  浦幌町 

帯広市     更別村 

音更町     大樹町 

士幌町   広尾町 

新得町   幕別町 

清水町   本別町 

芽室町   足寄町 

中札内村 

帯広市     更別村 

音更町     大樹町 

士幌町   広尾町 

新得町   幕別町 

清水町   本別町 

芽室町   足寄町 

中札内村 

帯広市 

音更町 

士幌町 

芽室町 

更別村   

幕別町 

足寄町 

帯広市 

音更町 

士幌町 

更別村 

幕別町 

帯広市     大樹町 

音更町   広尾町 

士幌町   幕別町 

新得町   足寄町 

清水町 

芽室町 

更別村 

釧路 

釧路市 

釧路町 

弟子屈町 

白糠町 

釧路市 

釧路町 

弟子屈町 

釧路市 

釧路町 

弟子屈町 

釧路市 

釧路町 

釧路市 

 

釧路市 

釧路町 

弟子屈町 

白糠町 

根室 

根室市 

別海町 

中標津町 

根室市 

別海町 

中標津町 

根室市 

別海町 

中標津町 

根室市 

中標津町 

別海町 

中標津町 

根室市 

別海町 

中標津町 

 

留意事項 

 平成 22年 4月 1日現在の合併後の市町村名である。 

 委託業者所在地には営業所が含まれている。 

 測量・設計同時業務の場合には、測量及び土木設計の入札参加資格を有している本社営業所所在地としている。 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

表内、字句の追加、削

除 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
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別表２ 業務区分別 旅費・交通費 積算起点表(用地調査) 
北海道競争入札参加資格申請 付票データ（令和 7年 7月 1日現在）及び 

令和 7 年度 土地改良補償士登録者名簿（令和 7 年 4 月 1 日）・土地改良補償業務管

理者等登録名簿（令和 7年 4月 1日）による。 

 
業務区分 

用地調査 

主たる 

業務種別 

全ての調査及び 

補償予定額の算出 

建物、立木、その他通損の

補償に係る調査 

及び補償予定額の算出 

機械工作物の補償に係る 

調査及び補償予定額の算出 

営業、農業の補償に係る 

調査及び補償予定額の算出 

事業損失に係る調査及び 

補償予定額の算出 

資格 

 

振興局 

土地改良補償士及び 

土地改良補償業務管理者 

（資格有） 

補償コンサルタント登録 

（物件部門） （機械工作物部門） （営業・特殊補償部門） （事業損失部門） 

石狩 

札幌市   

北広島市 

恵庭市 

札幌市   北広島市 

千歳市   江別市 

恵庭市 

札幌市 

恵庭市 

札幌市 

北広島市 

江別市 

札幌市 

恵庭市 

北広島市 

渡島 
函館市 

 

函館市 

 

函館市 

 

函館市 

 

函館市   七飯町 

北斗市 

檜山 
     

 

後志 
 小樽市 

 

小樽市 

     

小樽市 

     

小樽市 

倶知安町 

空知 
岩見沢市 

美唄市 

岩見沢市  深川市 

美唄市    

  岩見沢市  美唄市 

深川市 

上川 
旭川市 

富良野市 

旭川市 

 

旭川市 旭川市 旭川市 

    

留萌 
 留萌市 

 

    

 

    

 

留萌市 

 

宗谷 
稚内市 

 

稚内市 

枝幸町 

稚内市 

 

稚内市 

 

稚内市 

 

オホーツク 

網走市   紋別市 

北見市 

網走市   斜里町 
北見市   美幌町 

紋別市 

網走市 

紋別市 

網走市 

北見市 

紋別市 

網走市   紋別市 

北見市 

胆振 
苫小牧市 

登別市 

苫小牧市 

登別市 

苫小牧市 

登別市 

苫小牧市 

登別市 

苫小牧市  白老町 

登別市    

日高 
新冠町 

新ひだか町 

新冠町 

 

 新冠町 

 

新冠町 

十勝 

帯広市   幕別町 

音更町 

芽室町 

帯広市 

士幌町 

    

帯広市 帯広市 帯広市       
音更町 

芽室町 

釧路 
釧路市 

    

釧路市 

 

釧路市 釧路市 釧路市 

釧路町 

根室 
中標津町 

 

中標津町   中標津町 

 

留意事項 

 ・委託業者所在地は、用地調査業務の代表的な各資格区分別に技術資料作成の入札参加資格を有している本社営業所所在地としている。 

  （平成 22年 4月 1日現在の合併後の市町村名である） 

 

別表２ 業務区分別 旅費・交通費 積算起点表(用地調査) 
北海道競争入札参加資格申請 付票データ（令和 6年 7月 1日現在）及び 

令和 6年度 土地改良補償士登録者名簿（令和 6年 4月 1日）・土地改良補償業務管

理者等登録名簿（令和 6年 4月 1日）による。 

 
業務区分 

用地調査 

主たる 

業務種別 

全ての調査及び 

補償予定額の算出 

建物、立木、その他通損の

補償に係る調査 

及び補償予定額の算出 

機械工作物の補償に係る 

調査及び補償予定額の算出 

営業、農業の補償に係る 

調査及び補償予定額の算出 

事業損失に係る調査及び 

補償予定額の算出 

資格 

 

振興局 

土地改良補償士及び 

土地改良補償業務管理者 

（資格有） 

補償コンサルタント登録 

（物件部門） （機械工作物部門） （営業・特殊補償部門） （事業損失部門） 

石狩 

札幌市   

北広島市 

恵庭市 

札幌市   北広島市 

千歳市   江別市 

恵庭市 

札幌市 

恵庭市 

札幌市 

北広島市 

江別市 

札幌市 

恵庭市 

北広島市 

渡島 
函館市 

 

函館市 

 

函館市 

 

函館市 

 

函館市   七飯町 

北斗市 

檜山 
     

 

後志 
 小樽市 

 

小樽市 

     

小樽市 

     

小樽市 

倶知安町 

空知 
岩見沢市 

美唄市 

岩見沢市  深川市 

美唄市    

  岩見沢市  美唄市 

深川市 

上川 
旭川市 

富良野市 

旭川市 

 

旭川市 旭川市 旭川市 

    

留萌 
 留萌市 

 

    

 

    

 

留萌市 

 

宗谷 
稚内市 

 

稚内市 

枝幸町 

稚内市 

 

稚内市 

 

稚内市 

 

オホーツク 

網走市   紋別市 

北見市 

網走市   斜里町 
北見市   美幌町 

紋別市 

網走市 

紋別市 

網走市 

北見市 

紋別市 

網走市   紋別市 

北見市 

胆振 
苫小牧市 

登別市 

苫小牧市 

登別市 

苫小牧市 

登別市 

苫小牧市 

登別市 

苫小牧市  白老町 

登別市    

日高 
新冠町 

新ひだか町 

新冠町 

 

 新冠町 

 

新冠町 

十勝 

帯広市   幕別町 

音更町 

芽室町 

帯広市 

士幌町 

    

帯広市 帯広市 帯広市       
音更町 

芽室町 

釧路 
釧路市 

    

釧路市 

 

釧路市 釧路市 釧路市 

釧路町 

根室 
中標津町 

 

中標津町   中標津町 

 

留意事項 

 ・委託業者所在地は、用地調査業務の代表的な各資格区分別に技術資料作成の入札参加資格を有している本社営業所所在地としている。 

  （平成 22年 4月 1日現在の合併後の市町村名である） 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の追加 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
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別表３ 旅費・交通費 積算起点表（随意契約等特定委託先の場合） 

令和 7年 4月 1日現在 

委託者名 
区 分 

備 考 
 所在地 

北海道土地改良事業

団体連合会 

本部 札幌市中央区北 5条西 6丁目 1番地 23  

道央事務所 北広島市輪厚中央 5丁目 8番地 12  

岩見沢事務所 岩見沢市 10条東 3丁目  

深川事業所 深川市 2条 2898番 20  

道北事務所 上川郡東神楽町南 1条東 2丁目  

道東事務所 河西郡芽室町西 6条 4丁目  

オホーツク事務所 網走市新町 1丁目  

   

一般財団法人 

北海道農業近代化 

技術研究センター 

深川事務所 深川市広里町 4丁目 1番 3号  

札幌支所 札幌市北区北 10条西 3丁目 13番地  

   

   

公益財団法人 

北海道農業公社 

本所 札幌市中央区北 5条西 6丁目 1番地 23  

岩見沢支所 岩見沢市 5条西 5丁目 2番地 1  

旭川支所 旭川市宮下通 4丁目 2番 5号  

苫小牧支所 苫小牧市若草町 5丁目 5番 3号  

帯広支所 帯広市西 12条南 6丁目 3番地 1  

釧路支所 釧路市黒金町 12丁目 10番地  

中標津支所 標津郡中標津町東 7条南 1丁目 1番地 2  

北見支所 北見市とん田東町 617番地  

稚内支所 稚内市末広 4丁目 2番 31号  

   

   

その他の委託先 （本・支所等の所在地）  

 

 

別表３ 旅費・交通費 積算起点表（随意契約等特定委託先の場合） 

令和 6年 12月 1日現在 

委託者名 
区 分 

備 考 
 所在地 

北海道土地改良事業

団体連合会 

本部 札幌市中央区北 5条西 6丁目 1番地 23  

道央事務所 北広島市輪厚中央 5丁目 8番地 12  

岩見沢事務所 岩見沢市 10条東 3丁目  

深川事業所 深川市 7条 17番 1号  

道北事務所 上川郡東神楽町南 1条東 2丁目  

道東事務所 河西郡芽室町西 6条 4丁目  

オホーツク事務所 網走市新町 1丁目  

   

一般財団法人 

北海道農業近代化 

技術研究センター 

深川事務所 深川市広里町 4丁目 1番 3号  

札幌支所 札幌市北区北 10条西 3丁目 13番地  

   

   

公益財団法人 

北海道農業公社 

本所 札幌市中央区北 5条西 6丁目 1番地 23  

岩見沢支所 岩見沢市 5条西 5丁目 2番地 1  

旭川支所 旭川市宮下通 4丁目 2番 5号  

苫小牧支所 苫小牧市若草町 5丁目 5番 3号  

帯広支所 帯広市西 12条南 6丁目 3番地 1  

釧路支所 釧路市黒金町 12丁目 10番地  

中標津支所 標津郡中標津町東 6条南 1丁目 2番地 2  

北見支所 北見市とん田東町 617番地  

稚内支所 稚内市末広 4丁目 2番 31号  

   

   

その他の委託先 （本・支所等の所在地）  

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
表内、字句の改正 
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２ 調査測量設計業務の価格積算基準質疑応答集 

２－１ 労務費 

【省略】 

２－６ その他 

設計書の位取りは、どう考えたら良いか。 

【省略】 

 

電子基準点のみを既知点とした基準点測量についての配点計画に関わる基準を示されたい。 

国土地理院ホームページ「電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル」によるものとする。 

（URL：http://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41021.html） 

 

２－７ 用地測量 

用地測量業務において地積測量図等の素図を作成する場合の積算方法は如何に。 

当面の間、地積測量図等の作成に係る歩掛の技術者編成を測量主任技師から測量技師へ変更し、積算

するものとする。 

なお、所要日数については変更せず、材料費率及び機械経費率は以下のとおりとする。 

素図の種類 材料費率 機械経費率 

表示登記 0.5％ 101.5％ 

分筆登記 0.5％ 76.0％ 

分筆登記加算額 0.5％ 76.0％ 

地図地積の更正登記 0.5％ 101.5％ 

 

２－８ 用地調査 

「墓地管理者等の調査」の適用方法は。 

「墓地管理者等の調査」は墳墓の移転等に伴い実施する、建物等の調査の「墳墓の調査・算定」と合わ

せて計上するものとし、移転等の対象となっている墳墓の管理者等を調査する作業である。 

【省略】 

 

補償物件調査における「附帯工作物（独立工作物）の調査・算定」 は１箇所あたりの歩掛になって

いるが、「１箇所＝独立工作物１個」と解するのかそれとも「１箇所＝独立工作物が複数ある場所」

と解するのか。 

独立した工作物として取り扱うので「１箇所＝独立工作物１個」として取り扱う。 

 

環境影響調査における「工作物」の定義（補償物件調査における附帯工作物との違い）とは。  

 補償物件調査における附帯工作物と同じであり、工作物のみを調査する場合に適用する。なお、環境影

響調査における「工作物」の計上単位については、工作物の存する敷地の箇所数となる。 

【省略】 

２ 調査測量設計業務の価格積算基準質疑応答集 

２－１ 労務費 

【省略】 

２－６ その他 

設計書の位取りは、どう考えたら良いか。 

【省略】 

 

電子基準点のみを既知点とした基準点測量についての配点計画に関わる基準を示されたい。 

国土地理院ホームページ「電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル」によるものとする。 

（URL：http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/ssp/download.html） 

 

２－７ 用地測量 

用地測量業務において地積測量図等の素図を作成する場合の積算方法は如何に。 

当面の間、地積測量図等の作成に係る歩掛の技術者編成を測量主任技師から測量技師へ変更し、積算

するものとする。 

なお、所要日数については変更せず、材料費率及び機械経費率はの以下とおりとする。 

素図の種類 材料費率 機械経費率 

表示登記 0.5％ 81.5％ 

分筆登記 0.5％ 61.0％ 

分筆登記加算額 0.5％ 61.0％ 

地図地積の更正登記 0.5％ 81.5％ 

 

２－８ 用地調査 

「墓地管理者等の調査」の適用方法は。 

「墓地管理者等の調査」は墳墓の移転等に伴い実施する、建物等の調査の「墳墓の調査・算定」と合わ

せて計上するものとし、移転等の対象となっている墳墓の管理者等を調査する作業である。 

【省略】 

 

補償物件調査における「附帯工作物（独立工作物）の調査・算定」 は１箇所あたりの歩掛になって

いるが、「１箇所＝独立工作物１個」と解するのかそれとも「１箇所＝独立工作物が複数ある場所」

と解するのか。 

独立した工作物として取り扱うので１個を１箇所として取り扱う。 

 

環境影響調査における「工作物」の定義（建物等調査における附帯工作物との違い）とは。  

建物等調査における附帯工作物と同じであり、工作物のみを調査する場合に適用する。なお、環境影響

調査における「工作物」の計上単位については、工作物の存する敷地の箇所数となる。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

表内、数値の改正 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

 

字句の改正 

 

 

字句の改正 

字句の追加、改正 

 


